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令和６年３月６日（水曜日）

午前10時０分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 令和６年度宮崎県一般会計予算

○議案第９号 令和６年度宮崎県小規模企業者

等設備導入資金特別会計予算

○議案第10号 令和６年度宮崎県えびの高原ス

ポーツレクリエーション施設特

別会計予算

○議案第11号 令和６年度宮崎県営国民宿舎特

別会計予算

○議案第13号 令和６年度宮崎県公共用地取得

事業特別会計予算

○議案第14号 令和６年度宮崎県港湾整備事業

特別会計予算

○議案第21号 使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例

○議案第23号 道路占用料徴収条例の一部を改

正する条例

○議案第24号 都市公園条例の一部を改正する

条例

○議案第33号 公の施設に関する条例の一部を

改正する条例

○議案第35号 宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する

条例

○議案第43号 建築基準法施行条例の一部を改

正する条例

○議案第44号 宮崎県営住宅の設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条

例

○議案第51号 土木事業執行に伴う市町村負担

金徴収について

○請願第５号 ガザの即時停戦のための積極的

外交活動を日本政府に要求する

意見書の提出を求める請願

○その他報告事項

・令和６年度商工観光労働部組織改正案につい

て

・河川パートナーシップ事業における報奨金の

見直しについて

○閉会中の継続審査について

出席委員（８人）

委 員 長 佐 藤 雅 洋

副 委 員 長 工 藤 隆 久

委 員 中 野 一 則

委 員 外 山 衛

委 員 後 藤 哲 朗

委 員 内 田 理 佐

委 員 荒 神 稔

委 員 図 師 博 規

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

労働委員会事務局

事 務 局 長 日 髙 正 勝

調 整 審 査 課 長 松 下 直 樹

商工観光労働部

商工観光労働部長 丸 山 裕太郎

商工観光労働部次長 飯 塚 実

企業立地推進局長兼
児 玉 洋 一

企 業 立 地 課 長

観光経済交流局長 川 畑 敏 彦

部参事兼商工政策課長 佐々木 史 郎

経営金融支援室長 児 玉 利 文

令和６年３月６日(水)
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企 業 振 興 課 長 鍋 島 宏 三

食品・メディカル産業
西久保 耕 史

推 進 室 長

雇用労働政策課長 壱 岐 さおり

観 光 推 進 課 長 河 村 直 哉

スポーツランド
伊 東 浩

推 進 室 長

国際・経済交流課長 山 台 修 一

工業技術センター所長 有 村 隆

食品開発センター所長 平 川 良 子

県立産業技術専門校長 大 衛 正 直

事務局職員出席者

議 事 課 主 査 澤 田 彩 子

議事課主任主事 山 本 聡

ただいまから商工建設常任委員○佐藤委員長

会を開会いたします。

まず、委員会の日程についてであります。日

程案につきまして御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

ありがとうございます。それで○佐藤委員長

は、そのように決定をいたします。

次に、審査方法についてであります。

委員会審査の進め方（案）を御覧ください。

まず、１、審査方針についてであります。

当初予算の審査に当たっては、重点事業・新

規事業を中心に説明を求めることとし、あわせ

て、令和４年度決算における指摘要望事項に係

る対応状況についても、説明を求めることとし

ております。

次に、２、当初予算関連議案の審査について

であります。

当初予算関連議案につきましては、審査が長

時間になることが予想されますので、商工観光

労働部は２班に、県土整備は４つの班に分けて

審査を行い、最後にそれぞれ総括質疑を行いた

いと存じます。

審査の進め方については以上でありますが、

このとおり進めることに御異議はございません

か。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

ありがとうございます。それで○佐藤委員長

は、そのように決定をいたします。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時１分休憩

午前10時２分再開

委員会を再開いたします。○佐藤委員長

本日の委員会に１名の傍聴の申出がありまし

たので、これを認めることといたしました。

傍聴をされる方にお願いいたします。傍聴人

は、受付の際にお渡ししました「傍聴人の守る

べき事項」にありますとおり、声を出したり、

拍手をしたりすることはできません。当委員会

の審査を円滑に進めるため、静かに傍聴してく

ださい。

また、傍聴に関する指示には速やかに従って

いただくようお願いいたします。

それでは、本委員会に付託されました議案等

について、事務局長の概要説明を求めます。

令和６年度当初予○日髙労働委員会事務局長

算につきまして、座って説明をさせていただき

ます。

歳出予算説明資料の295ページを御覧くださ

い。

労働委員会事務局の当初予算は、表の左から

２列目にありますとおり、１億628万9,000円を

お願いしております。

表の右から３列目、令和５年度当初予算１
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億208万8,000円と比較しますと420万1,000円の

、 。増 率にしまして約4.1％の増となっております

次に、予算の主な内容について御説明をいた

します。297ページを御覧ください。

労働委員会事務局の予算は、職員費と委員会

運営費の２つの事項となっております。

まず、職員費でございますが、事務局職員10

名分の人件費として7,391万2,000円をお願いし

ております。

次に、その下の委員会運営費でございます

が、3,237万7,000円をお願いしております。

内訳といたしましては、説明欄にありますと

おり １つ目の委員報酬費は 労働委員会委員15、 、

名分の報酬として2,656万8,000円、２つ目は、

労働争議の調整や不当労働行為の審査などに要

する経費として48万8,000円、３つ目のその他労

働委員会運営費は、定例総会の開催や各種会議

への参加などに要する経費としまして53 2

万1,000円を計上しております。

なお、当事務局におきましては、決算特別委

員会の指摘要望事項はございません。

御審議のほど、よろしくお願いいたします。

執行部の説明が終了しました。○佐藤委員長

議案について質疑はありませんか。

今年度でいいんですが、労働委員○図師委員

会の開催日数と労働委員の方々の会議への参加

日数が分かれば教えてください。

本年度は、通○松下労働委員会調整審査課長

常の総会が月に２回行われています。こちらの

ほうは毎月行われておりますので、２月の１回

目までが終了したところです。

そのほか不当労働行為の審査や、個人と使用

者間の紛争解決のためのあっせんなどが行われ

ておりますので、それらの調整に要するあっせ

んの場を設けたり、不当労働行為の審査の場を

設けたりといった会議の開催等がございますの

で、それを合わせますと、不当労働行為にかか

る審査の申請が、現時点で２件ございます。そ

れから、個別のあっせん、個人の労働者と使用

者間のいろいろな紛争を解決するためのあっせ

んなんですが、こちらのほうが、今年度は現時

点で５件行われております。

月２回の定例会総会以外の案件に○図師委員

かかる委員会では、委員15名の方は毎回、全員

出席されるのでしょうか。

、○松下労働委員会調整審査課長 総会のほうは

何名か欠席される場合もありますけれども、基

本的に全員、そのほか不当労働行為の審査や個

別のあっせんは、全員が参加するというわけで

はございません。

、 、不当労働行為の場合ですと 審査のためには

審査の委員が公益委員や労働者委員、それから

使用者委員、それぞれあるんですけれども、基

本的に審査委員は公益委員が２名、それからそ

のための参与、協力する委員として労働者委員

と使用者委員、それぞれ２名、つまり６名が当

たるということになります。

また、個別のあっせんのほうになりますと、

こちらのほうは基本的に審査委員と労使の委員

が１名ずつという形で審査 あっせんに当た─

ることになります。

分かりました。細かいところで申○図師委員

し訳ないんですが、月２回の総会にかかる主な

所要時間がどれくらいかということと、この報

酬費に関しては、人事委員会のほうで決められ

ているのかどうか、そのあたりを教えてくださ

い。

総会に要する○松下労働委員会調整審査課長

時間ですけれども、基本的にいろいろな審査案

件があったり、それからあっせんなどがあった
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場合には、その報告等を行います。それがない

場合には、30分程度で終了するんですが、その

後、委員の研修が毎回開催されておりまして、

そちらが30分～１時間程度ですので、平均する

と１時間～１時間半程度になると思います。

委員の報酬ですけれども、労働委員会だけで

なく、人事委員会や、教育委員会の委員と同じ

ように、総務部のほうで決められておりますの

で、こちらのほうで改定するとかいうことはあ

りません。

今のところ、その報酬につきましては、毎月

月額の部分と、それからいろいろな審査等が行

われた、それに参加する場合の費用が、単価が

幾らという形で、各委員会の委員ごとに条例で

定められております。

分かりました。○図師委員

よろしいですか。それでは最後○佐藤委員長

に、その他で何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもちまして労○佐藤委員長

働委員会事務局を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午前10時10分休憩

午前10時15分再開

委員会を再開いたします。○佐藤委員長

次に、本委員会に付託されました議案につい

て、商工観光労働部長の概要説明を求めます。

、○丸山商工観光労働部長 説明に入ります前に

一言、お礼を申し上げます。

去る３月３日に開催いたしました県立産業技

術専門校の修了式におきましては、県議会から

濵砂議長、佐藤委員長に御臨席を賜り、２年間

の職業訓練を終えた71名を無事、送り出すこと

ができました。誠にありがとうございました。

お配りしております常任委員会資料の２ペー

ジ、目次を御覧ください。

まず、１の予算議案、議案第１号「令和６年

度宮崎県一般会計予算」及び３つの特別会計予

算についてでありますが、これは、日本一挑戦

プロジェクトの本格展開など、宮崎再生を着実

に進めるための各種施策を中心に予算を編成し

ております。

次に ２の特別議案でございますが 議案第21、 、

号「使用料及び手数料徴収条例の一部を改正す

る条例」につきましては、工業技術センター及

び機械技術センターの機器の使用料や、技能検

定試験手数料を改定するとともに、屋外型トレ

ーニングセンター内の施設名称及び料金区分を

変更するものでございます。

議案第33号「公の施設に関する条例の一部を

改正する条例」につきましては、屋外型トレー

ニングセンターが指定管理者制度を導入し、利

用料金制度を採用していることから、先ほどと

同じ理由で、改正を行うものでございます。

、 、最後に ３のその他報告事項でございますが

令和６年度の商工観光労働部の組織改正案につ

きまして、御報告させていただきます。

それでは、委員会資料の３ページを御覧くだ

さい。

当初予算についてであります。

「 」議案第１号 令和６年度宮崎県一般会計予算

でありますが、令和６年度当初の商工観光労働

部の一般会計歳出予算額は、表の２段目、一般

会計の行、令和６年度当初予算額の欄にありま

すとおり、489億3,809万3,000円をお願いしてお

ります。

次に、特別会計につきましては、表の下から

３段目、特別会計の行、令和６年度当初予算額

の欄にありますとおり、４億3,735万8,000円を
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お願いしております。

その結果、一般会計と特別会計を合わせた、

商工観光労働部全体の額としましては、表の１

段目、商工観光労働部の行、令和６年度当初予

算額の欄にありますとおり、493億7,545万1,000

円をお願いしております。

右端には、前年度の予算額との比較を載せて

おります。

一般会計の行において、前年度と比べ、約136

億3,300万円余の減額となっておりますが、これ

は、主に商工政策課経営金融支援室の中小企業

融資制度貸付金において、金融機関への預託金

が減少したことによるものであります。

資料４ページから８ページにかけましては、

宮崎県総合計画アクションプランのプログラム

別に、令和６年度の当初予算における当部の主

な事業を体系的に整理したものになります。

また、９ページ以降でございますが、各課の

当初予算等について掲載しております。

詳細につきましては、この後、担当課長から

御説明させていただきます。どうぞよろしくお

願いいたします。

部長の概要説明が終了いたしま○佐藤委員長

した。

引き続き説明をお願いしますが、２班に分け

て議案の説明と質疑を行い、最後に総括質疑の

時間を設けることといたしますので、御協力を

お願いいたします。

また、歳出予算の説明については、重点事業

、 、・新規事業を中心に簡潔明瞭に行い あわせて

令和４年度決算における指摘要望事項に係る対

応状況についても説明をお願いします。

それでは、商工政策課、企業振興課、雇用労

働政策課の審査を行います。

議案に関する説明を求めます。

まず、議案第１号「令○佐々木商工政策課長

和６年度宮崎県一般会計予算」について御説明

いたします。

商工建設常任委員会資料の９ページを御覧く

ださい。

商工政策課の当初予算額は、一番上の行、左

から２列目の当初予算額の欄にございますとお

り 一般会計 特別会計合わせまして422億4,500、 、

万円をお願いするものでございます。

、 、 、このうち 一般会計は 419億5,910万5,000円

特別会計につきましては、次の10ページの表の

一番上、当初予算額２億8,589万5,000円です。

まず、一般会計について、主な内容を御説明

いたします。

資料12ページを御覧ください。

一番上の（事項）中小企業金融対策費400

億5,096万3,000円であります。

表の右側の各事業の詳細につきましては、後

ほど事業概要説明資料で御説明いたします。

資料13ページを御覧ください。

中ほどにあります 事項 小規模事業対策費13（ ）

億609万2,000円でございます。

このうち、説明及び事業名の欄の１、小規模

事業経営支援事業費補助金は、小規模事業者の

経営支援等を行う商工会、商工会議所等の人件

費や各種事業に対する助成を行っているもので

ございます。

その下の３、商工会事務局体制強化事業は、

事務局長設置基準に満たない商工会に対しまし

て、商工会事務局コーディネーターを設置する

、 、費用について 市町村とともに補助することで

。質の高い支援体制を構築するものでございます

次に、一番下の（事項）中小商業活性化事業

費604万8,000円でございます。

説明及び事業名の欄の１、地域をつなぐ！み



- 6 -

令和６年３月６日(水)

やざき商店街人材育成事業は、地域の関係者を

つないで、商店街を含めた地域の課題解決をリ

ードする地域密着型の人材育成を図るものでご

ざいます。

資料14ページを御覧ください。

一番上の（事項）地域経済活性化支援事業

費7,841万8,000円であります。

このうち、右の説明及び事業名の欄の１、プ

ロフェッショナル人材戦略拠点事業は、企業の

人材ニーズを掘り起こし、都市部のプロフェッ

ショナル人材と県内企業のマッチングにより企

業の人材確保を支援することで、企業の成長を

促進するものでございます。

その下の３、中小企業再生支援強化事業につ

きましては、後ほど事業概要説明資料で御説明

いたします。

その下の４、中小企業支援ネットワーク経営

支援強化事業は、資金繰りに窮する中小企業者

に対しまして、支援者側の経営支援スキルアッ

プを図るとともに、多職種の外部専門家の連携

により、経営改善に向けた取組を強化するもの

でございます。

次に、一番下の（事項）新事業・新分野進出

支援事業費2,620万4,000円でございます。

このうち、３のみやざき地域課題解決型起業

支援事業は、地域社会が抱える様々な社会課題

、の解決に取り組もうとする起業者に対しまして

事業の立ち上げに要する費用や事業計画の策定

等の支援を行うものでございます。

それでは、各事業の詳細について御説明をさ

せていただきます。

資料16ページをお開きください。

改善事業「中小企業金融対策費」でございま

す。

予算額は400億5,096万3,000円、財源は貸付金

元利償還金ほか、御覧のとおりの財源となって

おります。

事業の目的ですが、厳しい経営環境にある企

業や新事業に積極的に取り組む企業に対しまし

て、事業資金を安定的かつ円滑に供給すること

によりまして、中小企業の活性化と経営の安定

化を図るものでございます。

事業の概要でございますが、①の中小企業融

資制度貸付金は、金融機関が貸付けを行うため

に必要な原資の一部を金融機関に預託するもの

でございます。

この融資制度は、情勢の変化等に応じて毎年

度メニューの見直しを行っておりまして、令和

６年度は、その下の記載のとおり見直しを行う

こととしております。

まず１つ目の創業・新分野進出支援貸付（創

業・再チャレンジ応援・経営者保証非提供型）

は、女性や若者、条件不利地となる中山間地域

での創業を促進するために、これらの対象とな

る創業者の信用保証料の負担を引き下げること

としております。

、 、また ３つ目のみやざき成長産業育成貸付は

中小企業者の事業拡大に向けた資金繰りを支援

するもので、融資対象者に新たに成長産業分野

として航空機関連産業及び半導体関連産業を追

加することとしております。

４つ目に記載の災害対策貸付は、災害に関連

した資金繰りを支援するもので、大規模災害発

生時の円滑な資金供給に対応するため、要件の

緩和や提出資料の簡素化を行うこととしており

ます。

また、融資対象者に、市町村の消防団協力事

業所認定を受けた企業を追加することによりま

して、災害対応に当たる消防団員の確保を促進

することとしております。
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右側の②、中小企業金融円滑化補助金、③の

信用保証協会損失補償金は、融資に付随する信

用保証協会への補助等を行い、④の中小企業融

資制度利子補給は、新型コロナウイルス感染症

対応資金につきまして、国庫負担により、事業

者への利子補給を行うものでございます。

⑥の物価高騰対策金融支援基金積立金は、令

和４年度に地方創生臨時交付金を活用して設置

した物価高騰対策金融支援基金の運用によりま

して生み出された利子分を積み戻すものでござ

います。

（２）の成果指標でございますが、新規融資

枠を145億円としております。

事業の期間は、令和６年度でございます。

資料17ページを御覧ください。

改善事業「中小企業再生支援強化事業」でご

ざいます。

予算額は2,400万円、財源は宮崎再生基金でご

ざいます。

事業の目的ですが、経営状況が悪化した県内

中小企業の経営改善計画や再生計画の策定を支

援することで、経営改善・事業再生につなげる

ことを目的としております。

事業の概要でございますが、資料の中ほど、

右側の図、支援スキームを御覧ください。上か

ら下に行くほど経営状況が悪化した状態をイメ

ージしておりますが、この中で、３の経営悪化

の初期段階につきましては、金融支援が必要と

なる企業に対しまして、経営改善計画の策定を

支援するとともに、より深刻な４の債権放棄等

を含めた抜本的な金融支援が必要となる段階の

企業に対しましては、再生計画の策定を支援す

ることにより、早期の経営改善、事業再生につ

なげ、本県経済の着実な再生を図るものでござ

います。

、スキーム図の左側の事業概要でございますが

①の経営改善計画の策定及び②の再生計画の策

定に係る経費の一部を補助するものでございま

して、それぞれの補助率及び補助上限額につい

ては記載のとおりでございます。

（３）の成果指標ですが、本事業の支援によ

りまして、計画策定企業のうち、事業の継続が

図られた企業数につきまして、現状の48件を、

令和６～７年度累計で145件に増加させることを

目標としております。

、 。事業の期間は 令和６～７年度でございます

資料18ページを御覧ください。

同じく議案第１号「令和６年度宮崎県一般会

計予算」につきまして、債務負担行為の追加を

お願いするものでございます。

１つ目の設備貸与機関損失補償及び２つ目の

中小企業融資制度損失補償は、県が貸付原資を

拠出しております事業者向けの融資につきまし

て、後年度に債務不履行となった場合に、損失

補償を行う経費として計上しているものでござ

います。

資料19ページを御覧ください。

議案第９号「令和６年度宮崎県小規模企業者

等設備導入資金特別会計予算」につきまして、

商工政策課分の主な内容を御説明いたします。

（事項）小規模企業者等設備導入事業助成費

２億4,674万1,000円でございます。

、 （ ）、主なものといたしまして 説明欄の１の １

高度化資金貸付金は、中小企業組合等が実施す

る事業に対しまして、長期低利の融資を行うも

のであり （２ 、みやざき小規模企業者等設備、 ）

導入資金貸付金は、小規模企業者等の設備投資

を促進するため、宮崎県産業振興機構が行う貸

付事業に必要な原資の貸付けを行うものでござ

います。
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当課の当初予算につきま○鍋島企業振興課長

して御説明いたします。

商工建設常任委員会資料20ページを御覧くだ

さい。

当課の令和６年度当初予算は14億2, 90 6

万7,000円であります。

。その主なものにつきまして御説明いたします

資料21ページを御覧ください。

（目）商業振興費の（事項）ＩＴ関連産業振

興事業費、予算額1,596万9,000円であります。

説明及び事業名欄１のみやざきＩＣＴ産業を

、担う人材育成事業996万9,000円につきましては

県内ＩＣＴ技術者、企業のＩＣＴ担当者などを

対象に、ＩＴ系やウェブ系の資格取得につなが

。る５つの連続講座を開講するものでございます

２のＩＣＴ産業人材マッチング支援事業600万

円でありますが、こちらは後ほど、事業概要説

明資料で御説明いたします。

資料22ページを御覧ください。

（目）工鉱業振興費の（事項）新事業・新分

野進出支援事業費、予算額２億4,772万9,000円

であります。

説明及び事業名欄３の製造業脱炭素推進モデ

ル育成事業2,359万円でありますが、こちらは後

、 。ほど 事業概要説明資料で御説明をいたします

６のみやざきスタートアップ創出・成長促進

事業2,356万1,000円につきましては、新しいビ

ジネスを短期間で急成長させるため、県内のス

タートアップ企業等を対象に、専門家による伴

走支援や投資家とのマッチングなどのプログラ

ムを実施するものであります。

資料24ページを御覧ください。

（事項）産業集積対策費、予算額１億1,736

万4,000円であります。

説明及び事業名欄３の半導体等先端技術振興

、プロジェクト事業783万4,000円につきましては

半導体関連産業をはじめ、電気自動車など先端

技術分野に関するセミナーや研究会の開催、ニ

ーズ調査等を行うものでございます。

４の半導体関連人材育成事業947万6,000円で

ありますが、こちらは後ほど、事業概要説明資

料で御説明いたします。

５の企業との協働型人材育成事業652万6,000

円につきましては、高校生や大学生を対象に、

ものづくり企業などの現場見学、技術指導など

実践的研修を実施するものでございます。

10のみやざきフードビジネス人材育成支援事

業1,300万円でありますが、こちらは後ほど、事

業概要説明資料で御説明いたします。

資料25ページを御覧ください。

２段目の 目 工業試験場費 予算額３億8,314（ ） 、

万4,000円でありますが、こちらは （事項）工、

、 、業技術センター総務管理費から 資料26ページ

一番下の段の（事項）食品開発センター研究開

発費につきまして、工業技術センター及び食品

開発センターの運営管理や試験研究に要する経

費となります。

それでは、保留しておりました４つの事業に

つきまして、事業概要説明資料により御説明い

たします。

資料27ページを御覧ください。

まず 「ＩＣＴ産業人材マッチング支援事業」、

であります。

この事業は 「みやざきＩＣＴ産業人材スカウ、

ト事業」の後継事業で、予算額は600万円、財源

は宮崎再生基金となります。

事業の目的にありますとおり、本県での就業

を希望するＩＣＴ技術者と県内のＩＣＴ企業を

マッチングすることにより、ＩＣＴ産業の人材

確保につなげようとするものであります。
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事業の内容でありますが、①の県内ＩＣＴ企

業の人材ニーズの把握では、企業へのヒアリン

グ等を実施し、不足している人材や必要なスキ

ル等を把握いたします。

また、②のＩＣＴ技術者と企業とのマッチン

グ支援では、都市部の技術者と県内企業との交

流会を開催するほか、ホームページ等を通じま

して、県内企業が求めている人材やそのスキル

を登録者へ発信するとともに、本県で就業を希

望する技術者の相談対応を行ってまいります。

③の専用ホームページの運営では、ホームペ

ージを通じまして、県内ＩＣＴ企業の情報や交

流会の開催といった情報発信を行ってまいりま

す。

成果指標でありますが、県内就業や仕事の受

発注など、企業とのマッチング成立件数を単年

度で３件、また、ネットワークの登録者を来年

度末に150名とする目標を掲げております。

事業年度は、令和７年度までとなります。

続きまして、新規事業「製造業脱炭素推進モ

デル育成事業」について御説明いたします。

資料28ページを御覧ください。

予算額は2,359万円、財源は日本一挑戦基金と

なります。

本県では、2050年のカーボンニュートラルを

目指しておりますが、その達成のためには、Ｃ

Ｏ 排出量の30％を占めます製造業の対応が重２

要となります。

この事業は、事業の目的にありますとおり、

カーボンニュートラルの実現に向けた大手企業

の取組を踏まえまして、県内製造事業者の取引

、 、の維持・拡大を図るため モデル企業を育成し

県内製造事業者の脱炭素への取組を促進しよう

とするものであります。

事業の内容でありますが、①のグリーン成長

促進事業では、製造事業者の中から、脱炭素に

向けた取組に意欲ある企業に対し、具体的な取

組の提案などを行ってまいります。

②の脱炭素化技術検証費補助金は、①におけ

る事業者が行う脱炭素化に向けた取組につきま

して、ＣＯ 削減効果の見込まれる機器類の仮２

導入といった検証のために必要となる経費の一

部を支援してまいります。

成果指標でありますが、事業の実施により、

ＣＯ 排出量について、支援企業１社当たり、２

。３年間で10％以上の削減を目標としております

事業期間は、令和８年度までとなります。

続きまして、新規事業「半導体関連人材育成

事業」について御説明いたします。

資料29ページを御覧ください。

予算額は947万6,000円、財源は宮崎再生基金

となります。

この事業は、事業の目的にありますとおり、

国内での半導体関連企業の工場新設や、県内地

、場企業による設備の機能強化といった動きから

半導体関連の人材不足が懸念されるため、県内

半導体関連企業が必要とする人材を育成し、確

保しようとするものであります。

事業の内容でありますが、①の半導体理解促

進事業では、将来に向けて半導体分野に進む人

材の裾野を広げるという観点から、テーマ別講

座などを開講し、小中学生をはじめ、広く県民

に半導体への理解を深めていただくこととして

おります。

、 、次に ②の半導体人材育成サポート事業では

大学での企業技術者による指導など、人材育成

・確保に向けた取組を支援いたします。

また、③の半導体人材リスキリング支援事業

では、企業の技術者等が参加する専門技術の習

得プログラムに参加する際、必要な経費の一部
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を支援することにより、当面の人材確保に取り

組むこととしております。

成果指標でありますが、プログラムへの参加

者について 単年度で学生など100名 技術者等50、 、

名を目標としております。

事業年度は、令和７年度までとなります。

続きまして 「みやざきフードビジネス人材育、

成支援事業」について御説明いたします。

資料30ページを御覧ください。

この事業は、これまで、産業政策課が行って

おりましたフードビジネスの人材育成に係る事

業の継続であり、予算額は1,300万円、財源は宮

崎再生基金となります。

事業の目的にありますとおり、食品製造業の

振興を図るため、本県のフードビジネスを担う

産業人材の育成を目的としております。

事業の内容でありますが、みやざきビジネス

アカデミー、いわゆるひなたＭＢＡのフードビ

ジネス部門として、新規創業予定者や食品製造

業従業員などを対象に、食品開発や生産性向上

など、テーマごとに連続講座を行ってまいりま

す。

成果指標でありますが、この事業の受講を機

に、商品開発や業務改善などに取り組む事業者

を令和８年度に20者とする目標を掲げておりま

す。

事業年度は、令和７年度までとなります。

続きまして、特別議案につきまして御説明い

たします。

資料72ページを御覧ください。

議案第21号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例」についてであります。

１の改正の理由でありますが、工業技術セン

ター及び延岡市にございます機械技術センター

に係る使用料につきまして、機器の新規導入な

どを行いましたので、使用料を新設及び変更す

るものであります。

２の改正の内容でありますが、機械技術セン

ターで新たに導入いたしました鉄筋の強度試験

などに用いる油圧式万能試験機100トン及び金属

や樹脂の材料選定などに用いる精密万能試験

機10トンにつきまして、使用料を新設いたしま

す。

また、工業技術センターにあります、金属な

どに含まれる炭素や硫黄の量を測定する炭素硫

黄同時分析装置につきまして、装置を更新した

ため、使用料の変更を行うものであります。

これらの施行期日は、令和６年４月１日とな

ります。

当課の令和６年度当○壱岐雇用労働政策課長

初予算について御説明いたします。

。常任委員会資料の31ページにお戻りください

当課の令和６年度当初予算額は、左から２列

目の欄にありますとおり、16億5,093万5,000円

であります。

主なものを御説明いたします。

資料32ページを御覧ください。

（目）労政総務費の一番下の（事項）若年者

就労促進費１億299万4,000円であります。

まず 説明及び事業名の欄の１ 改善事業 若、 、 「

年無業者等就職サポート事業」2,757万3,000円

につきましては、後ほど、事業概要説明資料で

御説明いたします。

次に ２ 中・高校生の県内就職促進事業4,028、 、

万5,000円につきましては、県内企業への理解を

、深めることで高校生の県内就職を促進するため

就職総合情報サイトを運営するとともに、高校

生や中学生、その保護者や教職員向けに、企業

説明会や職業体験ガイダンス等を開催すること

としております。
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３、宮崎で働く魅力発信事業1,395万4,000円

につきましては、大学生等の県内就職を促進す

るため、就職情報サイトや県内企業とのインタ

ーンシップのマッチングサイトの運営を行うと

ともに、学生の保護者向けに県内企業の情報な

どを郵送で届ける取組等を行うこととしており

ます。

５、就職説明会等開催事業1,443万5,000円に

つきましては、大学生や一般求職者と、県内企

業の出会いの場として、県内及び県外での対面

の就職説明会に加え、オンライン形式の就職説

明会も開催することとしております。

資料33ページを御覧ください。

１段目の（事項）地域雇用対策推進費7,954

万9,000円であります。

、 、説明及び事業名の欄の１ 宮崎で暮らす働く

県内就職促進事業3,640万7,000円につきまして

は、宮崎ひなた暮らしＵＩＪターンセンターに

おいて、ふるさと宮崎人材バンクを活用した無

料職業紹介事業を運営するため、県内就職に関

する相談対応や県内企業の求人開拓を行うもの

であります。

次に、３、県外学生ＵＩＪターン就職サポー

ター事業1,804万7,000円につきましては、県外

学生の県内企業への就職を促進するため、学生

への就職情報の提供や、県内企業の人材確保に

。向けた相談対応などを行うこととしております

４、新規事業「ＵＩＪターン人材獲得事

業」1,542万4,000円につきましては、後ほど、

事業概要説明資料にて御説明いたします。

続きまして （目）労働教育費の２つ目の（事、

項）働きやすい職場環境づくり整備事業費6,174

万3,000円であります。

説明及び事業名の欄の２、女性と高齢者の就

業支援事業4,633万8,000円につきましては、女

性とシニアそれぞれの就業支援センターの運営

や企業への働き方改革アドバイザーの派遣など

に取り組むものであります。

次に、３、改善事業「働きやすい職場環境づ

くり拡大事業」397万9,000円につきましては、

仕事と生活の両立応援宣言と働きやすい職場 ひ「

なたの極」認証制度の普及啓発や、働き方改革

に関する講演会の開催などを行うこととしてお

ります。

、 「 「 」４ 新規事業 働きやすい職場 ひなたの極

強化事業」774万5,000円につきましては、後ほ

ど、事業概要説明資料にて御説明いたします。

資料34ページを御覧ください。

上から２つ目の（目）職業訓練総務費につき

ましては、資料35ページの２つ目の（事項）技

能向上対策費898万6,000円であります。

説明及び事業名の欄の２、改善事業「未来の

」 、技能者育成事業 548万1,000円につきましては

後ほど、事業概要説明資料にて御説明いたしま

す。

資料36ページを御覧ください。

（目）職業訓練校費の（事項）県立産業技術

専門校費９億937万7,000円であります。

これは、西都市と高鍋町にある県立産業技術

専門校において、若年技能者の育成等を行う経

費になります。

説明及び事業名の欄の９、離職者等訓練事業

４億3,680万5,000円につきましては、離職者等

の再就職を図るための職業訓練などを実施する

ものとなっております。

資料37ページを御覧ください。

ここからは、新規事業・改善事業を４本、説

明させていただきます。

まず、改善事業「若年無業者等就職サポート

事業」であります。
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予算額は2,757万3,000円、財源は一般財源で

あります。

この事業は、事業の目的にありますとおり、

就職活動等に悩みを抱える若者を支援すること

により、若者の県内就職と定着を促進するもの

であります。

事業の内容ですが、①のヤングＪＯＢサポー

トみやざき運営事業では、40歳未満の正規雇用

を希望しながら非正規で働いているなどの悩み

を抱える若者に対し、キャリアカウンセリング

や情報提供を実施するほか、県教育委員会と連

携し、支援対象を就職に向けて困難を抱える高

校生等に広げることとしております。

②のヤングＪＯＢサポートみやざき施設管理

費は、この施設が入居する建物フロアの賃借料

等であります。

③の地域若者サポートステーション運営強化

事業では、国が設置するみやざき若者サポート

ステーションにおいて、50歳未満の長期にわた

り無業の者に対し、心理カウンセリング等を実

施することとしております。

成果指標ですが、この事業の実施により、ヤ

ングＪＯＢサポートみやざきの支援による一般

求職者の正規雇用就職者数を、現状の66人か

ら100人にすること、また、みやざき若者サポー

トステーションにおける短期の職業体験の受入

れ企業数を、現状の14社から30社にすることを

目標としております。

事業期間は、令和８年度までとなっておりま

す。

資料38ページを御覧ください。

新規事業「ＵＩＪターン人材獲得事業」であ

ります。

予算額は1,542万4,000円、財源は宮崎再生基

金であります。

この事業は、事業の目的にありますとおり、

本県での就職活動に要する交通費等の補助を行

うことにより、県内企業の情報や魅力に触れる

機会を増やし、若者を中心とした県内就職者の

増加を図るものであります。

事業の内容ですが、①のＵＩＪターン就活応

援補助金では、ふるさと宮崎人材バンクに登録

したＵＩＪターン就職を目指す求職者が、就職

説明会やインターンシップ、採用試験等へ参加

する際に要した交通費や宿泊費の一部を最大２

回まで補助するものです。補助率は２分の１、

ただし、若者の利用を促す観点から、30歳未満

の者は３分の２とし、１回当たりの上限額は５

万円としております。

②のＵＩＪターン就職イベント等ＰＲ強化事

業では、ユーチューブや求人情報サイト等の新

たなツールによりまして、この補助金制度の周

知を行うとともに、就職イベント等の広報を強

化するというものです。

成果指標ですが、この事業の実施により、県

が主催する就職説明会の県外からの参加者数を

現状の35人から60人とすること、また、ふるさ

と宮崎人材バンクを通じた県内就職者数を現状

の193人から240人にすることを目標としていま

す。

事業期間は、令和６年度までです。

資料39ページを御覧ください。

新規事業「働きやすい職場「ひなたの極」強

化事業」であります。

予算額は774万5,000円、財源は、日本一挑戦

基金であります。

この事業は、事業の目的にありますとおり、

労働者の育児休業取得後の円滑な職場復帰を支

援するための奨励金の給付や、情報発信強化等

により 「ひなたの極」認証制度の集中的な普及、
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促進に取り組み、子育て世帯等の働きやすい職

場環境づくりを推進していくものであります。

事業の内容ですが、①の職場復帰奨励金の給

付は、国の両立支援等助成金における職場復帰

時の助成金支給を受けた「ひなたの極」認証企

、 。業を対象に 奨励金15万円を給付するものです

第２子以降の出産に伴う育休の場合は、５万円

加算することとしております。

②の広報強化事業では 「ひなたの極」認証制、

度の動画作成による情報発信を行うこととして

おります。

成果指標ですが、この事業の実施により 「ひ、

なたの極 認証企業件数につきまして 現状の57」 、

件から117件に増加させること 「ひなたの極」、

認証企業における新卒採用の充足率を、現状

の56.5％から65％に増加させることを目標とし

ています。

事業期間は、令和８年度までとなっておりま

す。

資料40ページを御覧ください。

改善事業「未来の技能者育成事業」でありま

す。

予算額は548万1,000円、財源は一般財源であ

ります。

この事業は、事業の目的にありますとおり、

熟練技能士による小中学校での職業講話や、工

、業系高校生等への実践的な技術指導等を通して

将来の宮崎のものづくりを担う人材の育成・確

保を図るものであります。

事業の内容ですが、①の匠の技、職業講話・

技能体験・現場見学事業では、小中学校等に技

能士を派遣して、技能体験活動や、ものづくり

等に係る現場見学を行います。

②の技能者育成促進事業では、工業系高校生

に技能士を派遣して、技術指導や県内企業の現

場見学を行います。

成果指標ですが、この事業の実施により、児

童、生徒のものづくりに対する興味・関心の向

上に有効と回答した教職員の割合を 現状の71.4、

％から、毎年度８割となるよう維持すること、

資格試験・免許講習の受講者割合についても、

毎年度８割を維持することを目標としておりま

す。

事業期間は、令和８年度までです。

資料41ページを御覧ください。

債務負担行為の追加についてであります。

（事項）令和６年度離職者等再就職訓練事業

になります。

これは、離職者等に対する再就職訓練におき

まして、令和６年度から８年度までの複数年に

わたる訓練課程を設置するに当たり、その費用

を計上しているものであります。

続きまして、特別議案について御説明いたし

ます。

資料73ページを御覧ください。

議案第21号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例」についてです。

１の改正の理由ですが、技能検定の試験手数

料について、国が実施している減免措置の対象

者等が変更になることから、所要の改正を行う

ものです。

２の改正の内容ですが、国の変更を踏まえま

して、手数料の額等の一部を改定するもので、

国の具体的な変更内容につきまして記載をして

おります。

（ ） 。変更前 と書いてある部分を御覧ください

国はこれまで、２級または３級を受検する25

歳未満の雇用保険被保険者を対象に減免を行っ

ておりましたが （変更後）のところにあります、

ように、令和６年度からは、３級を受検する23
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歳未満の者と減免対象者が変更となります。

これに併せまして、国は減免額の変更も行っ

ており、具体的には①～③の３点が変更になり

ます。

、 、 、 、まず １点目 ①ですが 減免対象者のうち

雇用保険被保険者で在校生という方は、減免額

がこれまでの２分の１に変更となります。

２点目、②ですが、減免対象者のうち、雇用

保険被保険者以外の者について、減免の新設が

ございます。

３点目、③ですが、減免対象者の年齢が変更

になりましたので、23歳以上25歳未満の者は、

国の減免の対象外となります。

この国の変更を踏まえました技能検定試験手

数料の金額については、資料74ページに一覧表

、 。で整理していますので こちらを御覧ください

資料74ページに表が３つございます。一番上

の表が２級、真ん中の表が３級の県内居住また

は県内就労の方の分、一番下の表が３級の県内

居住または県内就労以外の方の分、いわゆる県

外からの受検分となっております。

一番上と真ん中の表の２級及び３級の県内居

住または県内就労の方の分につきましては、既

に35歳未満について県独自の助成制度が適用さ

、 、れておりますので 国の変更による影響はなく

金額の変更はございません。

今回、国の変更を受けて金額が変更になりま

すのは、一番下の表、３級の県外からの受検者

の手数料になります。

額の変更箇所は、表の中の矢印で金額を記載

している欄になります。

金額が変更になった理由としましては、先ほ

ど資料73ページで御説明しました①～③のいず

れかの理由が該当しますので、表の同じ欄にそ

の数字も記載しております。

これらの改正の施行期日は、令和６年４月１

日としております。

ありがとうございました。執行○佐藤委員長

部の説明が終了しました。

議案について質疑はありませんか。

「中小企業再生支援強化事業」に○中野委員

ついてお聞きしたいと思います。

イメージができないので教えていただきたい

と思うんですが、これは経営改善計画ないし再

生計画を早急につくって改善を図ろう、再生を

図ろうというものですが、この支援スキームを

見ると、経営状況が不調になった後、括弧書き

で廃業支援と記載されているから、廃業された

ということですよね。そういう人を支援すると

いうことだと思うんですが、そういうことなん

ですか。

このスキームで、ま○児玉経営金融支援室長

ず入り口のところでいきますと、経営状況が良

好な場合、こちらの金融支援で条件変更とか、

そういう形で企業、事業者の方が支援を受ける

わけですけれども、資金繰りの条件変更を受け

た後に経営状況が悪くなりまして、追加の金融

支援が受けられなくなりますと、倒産とか破産

になりますので、３の経営改善計画をつくりま

して、融資が受けられるように策定するという

流れです。

３と４の違いは、４は３以上に状況が悪化し

ているということで、ここで抜本的な策定が必

要になるということで、あくまでも３、４の支

援をすることによって、倒産とか破産に行かな

いように支援を行うというようなスキームに

なっております。

それでは、５の再チャレンジ（廃○中野委員

業支援）の意味が分からない……。廃業した人

を支援するとしか読み取れないけれども、意味
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が違うんですか。

ここの再チャレンジ○児玉経営金融支援室長

（廃業支援）と言いますのは、４で計画が策定

されない場合は、企業としては倒産や破産に至

る場合が多いわけですけれども、会社が倒産や

破産した場合においても、代表者が自己破産を

回避できるように 代表者の次のステップに─

向けて支援ができるように、廃業に向けた支援

を行うということでございます。

、 、○中野委員 実際 そのような企業を支援して

本当に再生できるんですか。しかも、補助内容

を見ると、補助率は６分の１以内、上限50万円

となっているので、50万円だけで再生できるの

かと思うんです。しかも、６分の１以内で50万

円だから、50万円をもらうときには300万円以上

の策定費用が必要で、250万円は自分で経費を持

。たないといけないということだと思うんですが

まず、経費の面、補○児玉経営金融支援室長

助の面につきまして申し上げますと、この事業

内容の①、②は、中小企業活性化協議会という

ところが事業を行っておりまして、この改善計

画と再生計画をつくる上で、その活性化協議会

がまず３分の２の事業費の負担をします。県が

その上に上乗せということで、ここに記載して

ある率において支援を行うということで、事業

者に対する費用負担はかなり少なくなります。

そのような説明では分からない…○中野委員

…。今の説明では理解できない……。

ここでいう補助対象○児玉経営金融支援室長

は、あくまでもこのスキームの３と４というこ

とでございまして、５は３と４の補助対象とは

全く別の話でございます。３と４で策定ができ

なかった方が、どうしても倒産や破産に行くん

ですけれども、倒産・破産となった場合に、個

人までも自己破産しないように、ここは自己破

産しないということになれば、例えば廃業とい

う選択肢もあるわけでございます。自己破産を

できるだけ回避できるように、５の再チャレン

ジのところで支援をしていくというような形で

ございます。

分かりました。５のことは書かな○中野委員

くてもよいのではないですか。書くから、これ

を支援するのかと思ってしまいました。破綻し

た人を支援するというのは、どのようなことか

と思いました。破綻とか破綻懸念先となった者

に、金融機関は絶対融資はしません。仮に融資

して倒産してしまえば、金融機関のほうが 背任※

罪に問われます。だから、破綻とか破綻懸念先

というところへの融資は皆無なんです。それを

想定するようなことを ここの５には書いてあっ、

て、しかも50万円ぐらいで再生するような中小

企業再生支援強化事業なんて、理解できないな

と思ったのです。

この令和４年度の48件はそういうことで理解

しました。この４に至った人で再生された人が

令和４年度で何件ぐらいいたのか、また何か一

例紹介していただけませんか。

48件の内訳でござい○児玉経営金融支援室長

ますが、経営改善計画で35件、再生計画で13件

。 、上がっております 個別の案件につきましては

情報が活性化協議会から入ってきませんので、

具体的な事例というのは承知しておりません。

その13件が現実、これは令和４年○中野委員

度だけれども、それから１年以上経過している

今日、実際、これは立ち直っているんですか。

その点につきまして○児玉経営金融支援室長

※16ページ左段に訂正発言あり

は、活性化協議会に聞いておりますけれども、

令和４年度で受けたところで、現在までも一応

事業継続100％になっているというふうに聞いて
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おります。

そういう成果があればいいことで○中野委員

すから、どんどんやってください。それから…

…。

、○外山委員 今のはよく分かるんですけれども

成果指標の中で令和４年度48件、現状、事業継

続が図られた企業となります。つまり48件は何

とかなったけれども その他の何とかならなかっ、

た件数というか つまり何件あっての48件が─

。うまくいって そういう数字はないんですか─

先ほども説明したけ○児玉経営金融支援室長

れども、まず１の金融支援のところが入り口の

大体の件数です。これはコロナ関連融資でいき

ますと、1,000件ぐらいあるというふうに把握し

ているんですが、ただ下のほう、２～５の個別

具体的な数字は把握していません。

ただ、これまでの策定実績とか中小企業活性

化協議会とも協議しましたら ３ ４で併せて70、 、

件ぐらいの策定が見込まれるだろうということ

で、一応予算は計上しております。

さっき私は破綻ないし破綻懸念先○中野委員

の融資の件で「背任罪」と言いましたが、あれ

は経済犯罪だから「特別背任罪」です。発言を

訂正してください。

それで、資料29ページです。いわゆる半導体

の人材育成、非常に期待していたのですが、僅

か947万6,000円で人材育成ができるもんかなと

思っているんです。この半導体に関してはＴＳ

─ＭＣをはじめ、どういうものがあったかな

宮崎に大型企業がどんどん進出して、またその

関連企業がどんどん増える中で、こういう人材

育成をするというわけですが、投資額も何千億

円、何兆円という規模のものに 県内の学生─

や一般・社会人も含めての教育だけれども、940

万円そこそこでは、本当に人材育成できるのか

と思うんです。せっかくだから、半導体の大き

な企業ができて、その下請企業なども宮崎県津

々浦々できていくためには、宮崎県が人材育成

も一生懸命だということも含めて取り組めば、

企業誘致もしやすくなると思います。

また、そこで働くこういう若い人たち 学─

生等が宮崎の半導体の企業で頑張りたい、働き

たいという呼び水になると思うんです。これば

かりじゃないと思うけれども、それが1,000万円

。 、弱の人材育成でどうかなと思ったんです 私は

５億円ぐらいはあるのかなと思ったんですけれ

ども、うんと少なくてショックを受けておりま

すが、いかがなものでしょう。

すみません。1,000万円弱○鍋島企業振興課長

でございます。昨年の12月に、産学官でコンソ

ーシアムを立ち上げました。その中で人材育成

、を今後どのようにやっていくのかということで

これから話合いを進めてまいります。

取りあえず、県として今取り組むことは、ま

ずは裾野を広げる。小中学生へ、ものづくり、

。 、半導体のすばらしさを教えていく 一般県民に

半導体はどういった機能がありますと教えてい

く。また大学、高等専門学校で半導体を学んで

おられる方がいらっしゃいます。そういった方

々が県内の半導体企業のほうに出向きまして、

実際どのように働いているのかを見るために、

必要な経費について支援をしてまいります。

あわせて、喫緊の課題として、人材をどのよ

うに確保するかということで、企業の部署替え

など、そういったものに対応できるように、リ

スキリングを支援してまいりたいと思います。

まず出始めということで、今回、この事業につ

いてお願いをしているところでございます。

この文章の中に 「大学等がカリ○中野委員 、

キュラムの一環として」などがありますが、例
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えば宮崎大学の工学部に、これに関する学科を

つくって、そこに多く支援するとか、都城高等

、専門学校も県内就職率はうんと少ないですので

何とか県内に就職をしたいと思われるように、

学校の中にも何かそういう支援をするような

そういう育成の事業であればなと思うんで─

す。そうすると県内就職率も上がって 「ああ、、

」 。やっぱり宮崎はすばらしいな と思ってくれる

だから、その２つだけが大学じゃないけれど

も、せめて宮崎大学の工学部とか高等専門学校

とか、そういう関連の人たちは、県内のこうい

う半導体関係で働くと その呼び水になる事─

業だと思うんです。

そういうことを考えたときに、1,000万円では

足りないような事業です。今日はメディアが来

てるか マスコミが来てるか 取材にもな─ ─

らんよ。明日新聞にも載らないよ。こういう事

業がありますって紹介しようかと 宮日の紹─

介欄にも載らんですよ 何か目玉をつくってやっ。

てほしいなと思うんです。

大変貴重な御指摘○飯塚商工観光労働部次長

だと思っております。

この事業につきましては、課長が言いました

ように、昨年度末にコンソーシアムを立ち上げ

ました。九州の半導体コンソーシアムの事業内

容を参考にしながら、宮崎大学とかに意見を聞

いて組み立てたものでございます。

今アンケートを取っておりまして、それぞれ

企業や宮崎大学、高等専門学校が望むものが出

そろってきたら、また来年度、予算をたくさん

頂きたいと思っているんですけれども、宮崎大

学は宮崎大学で半導体関連のカリキュラムとい

、 、うことで 国からお金ももらえたりしますので

それぞれが今予算を確保する動きをしておりま

す。もう少し大きいスキームに仕上げるように

頑張ってまいりたいと思います。

見出しは、本県初、新規事業と打○中野委員

ち出しているわけなので、インパクトのある事

業内容にしてほしいと思います。また、宮崎大

学は宮崎大学でやっているというけれども、学

生を県内に向けるよう上乗せするぐらいのこと

をして、県内で働いてもらう。また企業も、そ

ういうことだから、宮崎に進出してきたと、そ

ういう構図を描けるような事業になってほしい

なと思います。６月以降、補正予算もあること

だから期待しておりますが、来年度と言われた

から、来年度に期待しております。

ほかにございませんか。○佐藤委員長

今の中野委員の御意見に大賛成で○内田委員

す。今回の事業を見ておりましても、ＩＣＴ、

半導体、フードに特化した、特に急ぐ分野であ

ると思うので、この事業はありがたいと思いま

す。

ただ産学官の連携というようなところが大事

だと思います。産と学と官がしっかりと、常に

どの事業にも連携していただいて取り組んでい

ただきたいと思います。

半導体においては、コンソーシアムを立ち上

げていただいているということなんですが、例

えば他県の取組などを見ますと、島根県が産学

官のコンソーシアムを立ち上げて、強力に高校

と大学と企業と そして官が常に意見交換を行っ、

て、学生が何を求めているか、学生がどのよう

に情報をキャッチしているかなど、そういうこ

とを常に聞きながら、企業側の御意見も聞きな

がら、強力に進めていると思って注目している

ところなんです。中野委員が言われたような大

きな組織にしてしまって、強力に人材を育てる

だけじゃなくて、宮崎県は人材を確保するんだ

というところが見えてきてほしいと思います。
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それぞれの分野での取組はありがたいんです

けれども、全てが一つになって、学生を宮崎県

に定着させるというところが一番大事なところ

でもあると思うので、そこが見えてこないとい

けないのではないかと感じています。

改めて、特にＩＣＴ・半導体・フードの３分

野においても、産学官の連携をやっていますよ

というのを聞かせていただきたいんですけれど

も、どうでしょうか。

半導体につきましては、○鍋島企業振興課長

先ほどもお話をしました。昨年12月にコンソー

シアムを立ち上げまして、今現在、次長のほう

からございました、アンケート調査を実施して

おります。これからワーキンググループを立ち

上げまして、その中で具体的にどういった人材

を育成していくのかを検討してまいりたいと考

えております。

ＩＣＴ分野につきましては、コンソーシアム

といった形での立ち上げについては、総合政策

部が担当になっていると思います。

フードビジネスにつきましては、担当室長の

ほうから……。

フー○西久保食品・メディカル産業推進室長

ド 食品関係です。この後、食品開発センタ─

ーの取組もございますけれども、今年度、宮崎

大学のほうにヘルスケア関係の部門が立ち上が

りまして、当方はメディカルのほうを所管して

いますので、そこの先生といろいろ意見交換を

する中で ヘルスケアといった中で医療 メディ、 、

カル関係もなんですけれども、食品機能性評価

などの取組もなされていますので、そういった

先生を中心にいろいろと意見交換をさせていた

だいているところでございます。

実は、産業振興機○飯塚商工観光労働部次長

構の松浦理事長と鍋島課長がラピスに行ってい

、 、ろいろ話を聞いたり 宮崎工業高校に行ったり

いろいろ聞き取り調査をしながら、各立場のニ

ーズ調査等も行っております。いろいろ目に見

えて進めていくように、また工業会も巻き込も

うとしておりますので 頑張っていきたいと思っ、

ております。

先ほど食品・メ○平川食品開発センター所長

ディカル産業推進室長のほうからもありました

ように、フードに関しましては、農政水産部の

ほうと連携をしまして、食の安全機能性解析拠

点というものを宮崎大学、農政水産部、農業試

験場、そして我々食品開発センターと会議を持

ちまして、宮崎県の農産物をいかに機能性を発

揮した付加価値をつけたものにするか。もしく

はそれをまた加工して、どういうふうに加工品

として企業のほうに加工していただくかなどを

協議しながら進めていく連携体がございますの

で、そこに食品開発センターも参加して、地域

農産物の振興と加工のほうに努めているところ

です。

ぜひ、県も総力を挙げて、大きな○内田委員

。うねりをつくり出していってほしいと思います

今一番、宮崎県が力を入れないといけないとこ

ろだと思っています。

資料24ページの５の企業との協働型人材育成

事業、これは本当に大事だと思います。この事

業の内容について、もう少し詳しく教えていた

だければと思います。

こちらは工業会のほうに○鍋島企業振興課長

お願いをいたしまして、ＩＣＴですとか、もし

くはものづくり、そういった企業と連携をいた

しまして、工場見学などを行うとともに、あと

溶接技術などを直接工業高校の生徒さんのほう

に対して指導される形で、実践型の実技指導

ちゃんと現場で使えるような実技指導を行─
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うような事業となっております。

質問のほうでも、九州経済産業局○内田委員

のお話をさせていただいたときに、宮崎県の特

徴はいろんな分野、優れた企業がたくさんある

というお話も伺いました。ぜひ、絞る形ではな

くて、本当に工業会と言わずとも、企業の皆さ

ん方に広げていただいて、高校、大学としっか

りとつないでいくというところで、宮崎県内に

は多種のすごく魅力的な企業がたくさんあると

いうことを、しっかりと子供たちに伝えていっ

てほしいと思います。

宮崎県の特徴などもしっかり伝わるようにお

願いしたいと思っているんですが、特にワーク

・ライフ・バランスというところ 本当に住─

みやすいところなんだよということや、アウト

ドア・観光など、自然の環境も恵まれていてす

ごくいいんだということなどもしっかりと伝え

ながら、宮崎県に住んで、そしてお仕事をしよ

うというところに結びつけていただきたいと

思っています。

雇用労働政策課と企業振興課がしっかりと組

んでいってほしいと思うんですが、例えばＵＩ

Ｊターン人材獲得事業などの取組が、先ほどの

半導体を含めたいろいろな企業との事業としっ

かりと結びついていってほしいと思うんです。

それぞれがばらばらではなくて、全部、雇用労

働政策課と、企業振興課がしっかりと手を組ん

でやっていってほしいなと思っています。

学生の傾向がいろいろと変わっているような

感じがします。ハローワークにお話を聞くと、

ハローワークではなくて、別のところでマッチ

ングしているというか 本当にネット社会になっ、

ているし、アプリ等を使って学生がいろいろ就

職先を調べる手段の形態がどんどん変わってい

ると思うので、しっかりと学生に対してもアン

ケート調査してほしいと思います。

そこで、ＵＩＪターン人材獲得事業や、雇用

労働政策課のほうで、就職先を選ぶ学生に向け

たオンライン説明会の開催など、常に行ってい

るかどうかお聞かせください。

就職説明会等につき○壱岐雇用労働政策課長

ましては、もちろん対面も行っているんですけ

れども、オンラインについても、コロナ禍で、

進めていかないといけませんでしたので、そこ

できちんと導入するようにしております。

オンラインのほうは、いろいろ工夫を凝らし

まして、企業の担当者の苦労話が聞けるような

形のものを設けたり、少しでも参加する方が増

えるように、興味が持てるようにというような

工夫等も行っているところです。

しっかりと学校側の先生の御意見○内田委員

と、また学生の考え方というか、情報のキャッ

チの仕方とか選び方などを聞くと、新たな発見

があると思うので、そういうところをしっかり

と聞きながら、企業側と官がしっかりと連携を

組んで、大きなうねりをつくっていってほしい

と思います。全てのこういう事業を成功させる

ためにも、しっかり連携できる組織体制づくり

を強化してほしいと思いますので、よろしくお

願いします。

少し戻りますが 「みやざきフ○工藤副委員長 、

ードビジネス人材育成支援事業」のところに戻

らせていただきまして、延岡市のほうを回らせ

ていただいたときに 去年 食品衛生法が変わっ、 、

たと伺いました。施行が今年の４月１日からに

なるので、今のままじゃ営業ができないという

相談を結構受けまして、保健所の方と一緒に行

かせていただきました。

新たな人材も必要だと思うんですけれども、

今現在やっている方にも、食品衛生法が変わっ
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て、どのような形で営業していかないといけな

いのかというところも説明していただけたらあ

りがたいと思っています。

あと排水基準が変わって、保健所から、県内

の排水を出しているところに一斉送信されて、

実際その排水基準に当てはまるのは旭化成ぐら

いしかなかったんですけれども そういう食─

品衛生法が変わった、排水基準が変わったとい

うところで、ではあなたたちが会社を経営する

上で、ここ辺を改善しないといけないんですよ

というようなアプローチも、保健所と協力して

やっていただけたらと思いますので、よろしく

お願いいたします。

あり○西久保食品・メディカル産業推進室長

がとうございます。食品衛生法の改正で、令和

。３年６月にＨＡＣＣＰが義務化されております

こちらにつきましては、ＭＢＡの事業 今年─

度を通して実施していますけれども、この中の

生産性コースの中で衛生管理という講座を設け

ています。その中でＨＡＣＣＰの導入に向けて

のモデル事業所において 実際、企業の現場─

に行きまして 具体的なＨＡＣＣＰの衛生管─

理の手法などの講座を特別に設けております。

あと福祉保健部の衛生管理課になりますけれ

ども、あちらのほうに聞きましたら、ＨＡＣＣ

Ｐの導入につきましては、特に小規模事業者に

おきましては義務化ですから、導入といったと

ころは一定の導入を図っているんだけれども、

それを維持するための点検や更新、改善に取り

組んでいくことは非常に重要だが、なかなかそ

。こまで行き届かないという状況があるようです

それで、衛生管理課のほうの事業で、ＨＡＣ

ＣＰ定着のための事業を実施しておりまして、

保健所のほうにそういった点検をするような職

、 、員の方を配置する取組をして 事業所を回って

そこの拡充を図っているというふうに伺ってい

。 、ます 次年度のＭＢＡの実施に当たりましては

そういった関係課ともしっかり連携し、また取

組も聞きながら、より充実した実効性のある内

容で展開していきたいと思います。

、○工藤副委員長 衛生基準法を聞けばひどくて

廃業届を出すか、アンケートに答えるかどっち

か提出してくださいみたいな形だったんです。

自分に話が来て、保健所の方を連れて一緒に行

かせていただきましたけれども 大阪府に運─

んでいる企業だったので、丁寧にしっかりやっ

ていただければと思います。

先ほども出ましたけれども 資料38○荒神委員 、

「 」 、ページの ＵＩＪターン人材獲得事業 ですが

今までもこのＵＩＪターンの就職の事業という

のは行われていたわけですけれども、今度本県

、 。初となっているのは どのように本県初なのか

ここに至る内容を教えてもらえますか。

ありがとうございま○壱岐雇用労働政策課長

す。ＵＩＪターンにつきましては、ふるさと宮

崎人材バンクとか、あと東京都とか大阪府とか

福岡県にも宮崎県にもＵＩＪターンセンターを

設けまして、いろいろな相談に乗ったりという

取組はずっとしてきたところです。

今回、県内企業が非常に人手不足の中で、ど

、のように人材を獲得していくかといったときに

ＵＩＪターンとか、外からの人材を獲得してい

かなければいけない場合に、宮崎県は、どちら

かというと賃金的には低かったりしますので、

できるだけ県内企業のよさだったり、働きやす

い企業の状況だったり、そういった部分をよく

知っていただかないと、なかなか就職の選択肢

の中に入ってこないのではないかと考えたとこ

ろです。

民間が実施するアンケート等でも、地元での
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就職で負担に感じるのはやはり経済的なもの

交通費などが負担だというアンケート結果─

等もありましたので、こちら側に帰ってきて就

職説明会とか、インターンシップだとか、採用

面接に来るという方に対しては、宿泊費や交通

費等を直接個人に補助することによって、帰っ

てくるときの経済的な負担を減らして、よりた

くさん帰ってきていただいて 企業の魅力を知っ、

てもらう機会を持ってもらうというところで、

今回事業の構築をしたところです。

その方々が歩留りがあればいいん○荒神委員

ですけれども、この説明の中で令和４年度は35

名と、これは参加者数ですよね。この中で就職

された人数というのはどうなんでしょうか。

、○壱岐雇用労働政策課長 この35名については

県内の３か所で実施した就職説明会について、

県外から帰ってきて参加していただいた数を上

げております。

この中の就職者数について資料があるかどう

か、確認させていただいて、後で御発言させて

もらえればと思います。

県外の方で、どれだけ就職したかという細か

いデータまではないんですけれども、就職説明

会全体では26名の方が就職につながっていると

いうようなところです。

こういう県外の方々が、説明に参○荒神委員

加されたということで、先ほど課長が述べられ

たように、宿泊など何かに結びつくようなもの

がないと……この目標も令和６年度に60人とあ

るわけですけれども、それが身になるような方

法をお願いしておきます。

関連なんですけれども、資料39ペ○後藤委員

ージでＳＮＳ広告等と初めて出てきています。

先ほどの内田委員と関連するんですが、非常に

多くの若者たちがネット社会の中で情報を収集

するんですよ。観光でもインフルエンサーと言

われて、ああいう状況で、人や媒体がない。Ｓ

ＮＳの中でなっている状況で、もう少し全般的

にマーケティング力 販売促進を含めて、こ─

のＳＮＳの活用というのに入っていかないと、

非常に厳しい。特に若者対策があるんですけれ

ども、そこの点、どう思われているかをお聞き

したいんですけれども、ここで「ひなたの極」

の強化事業で出てきているだけであって、ほか

には出てきていない中で、この発信 いろい─

ろなツール、媒体の中でＳＮＳの効果を検証す

る時期に来ているのではないかなと思うんです

けれど、どなたか答えていただくと……。

ありがとうございま○壱岐雇用労働政策課長

す。おっしゃるとおり、どのように若い人や、

こちら側のターゲットにしたい方々に内容を見

ていただいたり、情報をキャッチしていただく

かというところはすごく大事ですので、我々も

いろいろなツールを使ってやっているところで

す。

企業向けにもセミナーなど開きまして、広告

を載せるときの効果的な広報の仕方や、広報資

料の作り方など、そういったところもセミナー

等を行っているところです。

議員のおっしゃるところは、そのとおりです

ので、広報戦略室等の助け等も借りながら、ま

た頑張っていきたいと思います。

販売○西久保食品・メディカル産業推進室長

戦略等におけるネットの時代を見据えた取組と

いうことで、先ほどの資料30ページの「みやざ

きフードビジネス人材育成支援事業」でござい

ますけれども、この中の来年度のテーマ５つの

、 。中の ４つ目に販売戦略というのがございます

これは、今年度においては商品開発というコ

ースの中で取り扱っているんですけれども、そ
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の中においても、委員がおっしゃられましたよ

うに、非常に今コロナ禍を契機に、ネットでの

販売ということが欠かせなくなっているところ

がございます。今年度のテーマで御紹介します

と、電子商取引（ＥＣ）とＳＮＳ 動画を活─

用した販路開拓でありますとか、またＳＮＳ時

代の商品の写真の撮影技法とか、またしっかり

と商品が伝わる言葉選びであるとか、そういっ

たネット環境における販売を想定した形で取組

を進めていますので、また次年度も取り組んで

まいりたいと考えております。

資料37ページの「若者無業者○工藤副委員長

等就職サポート事業」で、就職をするときに初

任給プラス、30歳、40歳と、自分が昇格したと

きに、どれぐらいの年収になっているのかまで

調べて就職すべきだと言っている学者や、コメ

ンテーターなど、本の中にも書いているんです

が、そこまでやっているのか。

多分、それを県外は結構やっている企業が今

後増えてくるというふうに言われていて、県内

の企業で初任給はこれぐらいで、年収はこれぐ

らいで推移しますよというようなところまで表

、 。している企業が まず県内にそもそもあるのか

それが低いのであればしっかり さっき言っ─

たワーク・ライフ・バランスが宮崎県はすばら

しいんですよと言っているような企業がどれぐ

らいあるのか。

プラスしてもう一つ、あと③の地域若者サポ

ートステーション運営強化事業で、50歳未満で

長期にわたる無業の状態にある者を、どのよう

にピックアップされるのかなと思って……ひき

こもり問題に関心を持っていまして、ぜひこう

いう人たちをどんどん持っていきたいとは思う

んですが、どのように無業である、引き籠もっ

ている方、働いていない方をピックアップして

いくのか、教えていただければと思います。

このヤングＪＯＢサ○壱岐雇用労働政策課長

ポートみやざきのほうでは、どちらかというと

なかなか就職まで一歩踏み出せないんだけれど

もというような若者の方たちに、どんな仕事が

向いているのかとか、どんなところに悩みを抱

えているのかとか、そういう相談に乗りながら

キャリアカウンセリングを行ったりしていると

ころを、まずはポイントにしておりますので、

委員のおっしゃったようなところまでは、なか

なか把握をしていないところです。

実際、仕事に就きたいという方についてはハ

ローワークのほう、場所はヤングＪＯＢサポー

トセンターにあるハローワークとか 一体的─

に同じ場所にあるような形に現在しております

ので、ハローワークと連携するところは連携し

てという形で、就業したい方はそちらを御紹介

するという形にしております。

③の地域若者サポートステーションにつきま

しては、これは国が設置している機関になりま

して、こちらのほうはさらに少し困り事を抱え

ていたり、就職まで、まだまだ行かないという

ような方たちの相談に乗ったりしている施設に

なります。

、 、ここについては 国が行っている事業の中で

都道府県もきちんと支援しなさいというところ

が法律で努力義務になっておりますので、国の

事業の中で、国の事業対象になかなかならない

、 、部分を 県として支援しているというところで

心理カウンセリングや、１～２日ぐらいの非常

に短期のＪＯＢトレーニングのようなところに

ついての支援をしている状況です。対象者につ

いては、国のサポートステーションを利用した

方々の中から、対象になる方をピックアップし

ているというような形になります。
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③に関しては、国が運営管理○工藤副委員長

していくということでよろしいですか。50歳未

満なので離職、就職をしてひきこもりになる方

というか、そこからずっと籠もる人の割合が一

番多くなるのが18歳、19歳、20歳、21歳が統計

上は多いみたいです。そこにつなげていくよう

な展開ができればと。また50歳を、どのように

ピックアップするのか関心がありましたので、

また教えていただければ思います。私も、調べ

てみたいと思います。

今の①のところの若者にキャリア○内田委員

、カウンセリングや就職に関する云々のところで

このキャリアカウンセリングはオンラインでも

できますか。やっていますか。

この若者サポートス○壱岐雇用労働政策課長

テーションにおける心理カウンセリングについ

ては、オンラインでも実施をしているというこ

とです。

オンライン希望をされている方は○内田委員

どれくらいいらっしゃいますか。

心理カウンセリング○壱岐雇用労働政策課長

を受ける方々が人数的に物すごく多いというわ

けではないんですけれども、少し数の内訳を確

認させていただきたいと思います。また後で御

発言させていただきます。

当初予算の総額が令和５年度と比○図師委員

べると大きく減っている。その内容は、貸付金

の減額が多かったと思うんですが、中小企業の

融資の対策費が140億円ほどとなっている経緯を

説明してください。

金融対策の中の貸付○児玉経営金融支援室長

金は395億円計上しているんですけれども、全体

で大幅な減になっております。この減少の理由

は、主に県融資制度の仕組みに係るものでござ

いますけれども、そもそも県の融資制度では、

県から事業者ではなくて、金融機関に資金を無

利子で貸し付けるということで、これが貸付金

というふうになっております。金融機関は、県

からの貸付金と独自に集めた資金を合わせて事

業者に融資をしているというところでございま

す。

したがいまして、金融機関から事業者への融

資額が減少すれば、それに連動いたしまして、

その原資の一部である県からの貸付金も減少す

るということになっております。

それで、今年度予算でいきますと、昨年、コ

ロナ関連融資につきまして、経営のよい事業者

の中で、かなり繰上償還が起きておりまして、

この結果、金融機関の融資残高が減少し、それ

に伴って県の貸付金が減少したという形になっ

ております。

令和５年度の貸付金の補正での返○図師委員

還が36億円程度だったと思うんですが、それか

らこの140億円につながるという、何か根拠があ

るのでしょうか。

395億円の積算でござ○児玉経営金融支援室長

いますが、今申し上げました過年度分 金融─

機関が過年度に貸した分が310億円、395億円の

うち310億円、令和５年度当初予算523億円のう

ちの過年度分は424億円でした。ですので、ここ

。が大幅に減少しているということでございます

これは繰上償還が多かったという○図師委員

こともあるんですが、企業側がこの融資制度、

貸付制度をあまり思ったほど利用せず、今後も

数が伸びないというような形で 令和５年度─

は予想を下回ったわけなんですが、もしこれが

この令和６年度、予想を上回って、貸付制度の

利用が多くなってきた場合というのは、補正で

また上乗せ等ができるもんなんでしょうか。

予算は恐らく補正予○児玉経営金融支援室長
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算でまたお願いすることになります。例えば令

和４年度に特別貸付けを行いましたけれども、

そこも補正でお願いしたところでございます。

先ほどの内田委員の○壱岐雇用労働政策課長

御質問で、私のほうが質問を勘違いしておりま

して、内田委員のほうは、①のヤングＪＯＢサ

ポートのキャリアカウンセリングのほうの件数

をお聞きになったという理解でよろしかったで

しょうか。私が③のほうと勘違いしておりまし

た。①のヤングＪＯＢサポートのほうは、もち

ろんオンラインでもやっております。ウェブで

のキャリアカウンセリングの相談自体は、今年

度の１月現在、680件ほどございます。

それはニーズがあるという判断を○内田委員

していいでしょうか。

我々としましても、○壱岐雇用労働政策課長

これだけ一応オンラインでも受けていただいて

いるので、そういった困り事を抱えている若

者、40歳未満の方が多いんだというところで、

必要性は感じているところです。

、○内田委員 事業は次のページに飛ぶんですが

もう一回、先ほどの確認なんですけれども、コ

ロナ中にもオンライン開催はしていたというこ

とで、次年度も、例えば就職説明会のオンライ

ン開催はしますということでいいですか。

委員がおっしゃると○壱岐雇用労働政策課長

おりです 今後も対面とオンラインのハイブリッ。

ト式でやっていきたいと考えております。

ほかにございませんか。ないで○佐藤委員長

すか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ありがとうございます。それで○佐藤委員長

、 、 、は以上をもちまして 商工政策課 企業振興課

雇用労働政策課の審査を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午前11時51分休憩

午前11時52分再開

委員会を再開いたします。○佐藤委員長

ここで、委員の皆様にお諮りいたします。質

疑は終わりました。今度は第２班、本日の午後

１時から行いたいと思います。いかがでしょう

か。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ございませんので、委員○佐藤委員長

会は午後１時から再開いたします。

休憩いたします。

午前11時53分休憩

午後０時59分再開

お疲れさまです。委員会を再開○佐藤委員長

いたします。

次は、企業立地課、観光推進課、国際・経済

交流課の審査を行います。

議案に関する説明を求めます。

○児玉企業立地推進局長

それでは、当課の令和６年度当初予算につい

て御説明いたします。資料の42ページを御覧く

ださい。

当課の当初予算額は、８億8,196万4,000円で

。 、 。あります 以下 主なものを御説明いたします

資料43ページを御覧ください。

（ ）目の２段目の工鉱業振興費の１段目の 事項

企業立地基盤整備等対策費2,128万5,000円であ

ります。これは、企業立地の促進を図るための

基盤整備の推進等に要する経費でありまして、

説明及び事業名欄の１、企業立地基盤施設整備

事業は、企業立地の受皿となる県営工業団地の

維持管理等に要する経費であります。

次の２、地域工業団地整備促進事業は、市町
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村等が実施する工業団地の整備や調査、分譲促

。進に係る経費の一部を補助するものであります

次に、２段目の（事項）企業誘致活動等対策

費3,065万4,000円であります。これは、企業立

地を促進するため市町村等と連携した誘致活動

に要する経費でありまして、説明及び事業名欄

の１、情報収集整備事業につきましては、企業

、 、誘致活動に係る職員の旅費 需用費等の経費や

県内各地域への企業立地促進協議会への負担金

などであります。

次の３、誘致対象企業開拓事業につきまして

は、インターネットサービスや民間企業のネッ

トワークを活用して、企業の地方進出の動きや

ニーズを的確に捉え、立地可能性のある企業を

効率的に新規開拓するために要する経費であり

ます。

次に ３段目の 事項 立地企業フォローアッ、 （ ）

プ対策費７億4,360万6,000円であります。これ

は、立地企業の県内定着及び県内での事業拡大

や、新たな企業立地の促進を図るために要する

経費であります。

説明及び事業名欄の２、企業立地促進補助金

７億4,276万円でありますが、これは事業概要説

明資料にて御説明いたします。資料の44ページ

を御覧ください。

この事業は、事業の目的にありますとおり、

企業の本県への投資を促し、魅力ある雇用の機

会を創出するため、工場建設や事業所開設等の

初期投資や、雇用者数等に応じた支援を行うも

のであります。

（ ） 、事業の概要の １ の事業内容でありますが

立地から一定期間が経過するまでに企業が行う

初期投資や新規県内雇用者数等の実績に応じて

補助をするものであります。

、 、主な補助内容でありますが 製造業ですとか

情報関連産業、流通関連産業などの補助対象業

種を選定しまして、それに対しまして、業種と

か規模などにより異なりますが、初期投資費用

に補助率を乗じた額と、新規県内雇用者数に補

助単価を乗じた額の合計を、補助金として交付

いたします。

なお、補助限度額につきましては、１億円か

ら50億円で、一括、または分割で交付いたしま

す。立地認定から補助金の交付申請までの流れ

につきましては、右側の図のとおりでございま

す。

（３）の成果指標ですが、この事業の実施に

より、令和５～８年度までの４年間で、新規企

業立地件数120件を目標としております。

観光推進課の令和６年度○河村観光推進課長

当初予算について御説明さしあげます。

資料の45ページを御覧ください。

令和６年度の当初予算額は、ページ一番上の

行、左から２列目の欄になりますが、観光推進

課として、21億4,789万5,000円となっておりま

す。

内訳でございますが、一般会計につきまして

は、その下の２行目、19億9,643万2,000円、特

別会計につきましては、８行目のえびの高原ス

ポーツレクリエーション施設特別会計が、5,236

万8,000円、さらに４つ下の県営国民宿舎特別会

計が、9,909万5,000円でございます。

主な事業について、それぞれ御説明をさしあ

げます。

資料46ページを御覧ください。

上から２つ目の（事項）県営宿泊休養施設改

善対策費9,448万9,000円は、説明及び事業名の

欄に記載のとおり、県営国民宿舎特別会計繰出

資金として、特別会計に繰り出す経費のほか、

えびの高原荘の給水施設に関する経費でござい
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ます。

次に （事項）観光・ＭＩＣＥ誘致促進事業費、

１億1,462万6,000円については、説明及び事業

名欄の１、宮崎県観光協会の運営費補助ですと

か、その次の２、ＭＩＣＥ強化として、開催経

費の支援等を行うものでございます。

資料47ページを御覧ください。一番上の（事

項）観光交流基盤整備費でございまして、２

億1,209万3,000円でございます。説明及び事業

名欄の１、改善事業「魅力あふれる観光地域づ

くり事業」につきましては、後ほど事業概要説

明資料を用いて詳細御説明いたします。

また、一番下の６、改善事業「みやざき観光

情報発信強化事業」につきましては、本県の公

式観光サイトの多言語化への対応などを実施す

るものでございます。

次の （事項）国内観光宣伝事業費２億5,543、

万6,000円でございます。説明及び事業名の欄５

の改善事業「宮崎の強みを生かした誘客事業」

につきましては、後ほど詳細を御説明いたしま

す。

資料48ページを御覧ください （事項）国際観。

。光宣伝事業費３億3,666万1,000円でございます

こちらも説明及び事業名の欄の３ 改善事業 外、 「

国人個人観光客誘客事業」につきまして、後ほ

ど御説明さしあげます。

続きまして、資料49ページでございます （事。

項）スポーツランドみやざき推進事業費７

億1,248万円でございます。説明及び事業名の欄

５の改善事業「スポーツランドみやざき全県展

開事業」7,038万1,000円については、大規模ス

ポーツイベントや大会開催等を支援するもので

ございます。

次の６、新規事業「スポーツキャンプ総合窓

口等設置事業」につきましては、後ほど詳細を

御説明いたします。

また、７の新規事業「スポーツランド誘客・

交通対策改善調査事業」2,000万円につきまして

は、以前から課題でありました県総合運動公園

、での大規模イベント実施時の交通対策ですとか

新たな誘客対策について調査検討を行うもので

ございます。

資料50ページでございます。

説明及び事業名欄11と12の事業については、

後ほど詳細を御説明いたします。

14の新規事業「市町村スポーツ展開支援事

業」2,000万円では、山などの自然環境を生かし

まして、国スポ・障スポ大会で選定されたスポ

ーツの受入れ拡大に必要な施設の整備等の支援

を行うものでございます。

続きまして、主な新規・改善事業について説

明いたします。資料51ページを御覧ください。

「 」改善事業 魅力あふれる観光地域づくり事業

でございます。予算額は2,972万4,000円でござ

いまして、財源は、国庫、宮崎再生基金、一般

財源でございます。

この事業は、事業の目的にありますとおり、

地域の観光人材を育成するとともに、県内の観

光周遊を促進し、魅力あふれる観光地域づくり

の推進を図るものでございます。

事業の概要ですが （１ 、事業内容の①のと、 ）

おり、県観光協会に専門人材を配置し、観光地

域づくり支援を行うとともに、②の県内の周遊

観光につながる旅行商品開発・情報発信の取組

に対する補助を実施します。

また、③の観光みやざき創生塾や観光ガイド

研修会を通じた観光人材の育成についても併せ

て行います。

事業の仕組みといたしましては （２）に記載、

のとおりでして （３）の成果指標でございます、
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が、本県の観光消費額につきまして、現状、令

和４年の1,243億円から、令和７年に1,830億円

まで増加させることを目標としております。事

業年度は令和７年度までとなっております。

資料52ページをお開きください。

改善事業「宮崎の強みを生かした誘客事業」

でございます。予算額は１億2,350万円でござい

まして、財源は、国庫と宮崎再生基金でござい

ます。

この事業は、事業の目的にありますとおり、

物価高騰等やデジタル化への対応を図り、神話

をはじめとする本県の強みを生かした誘客対策

等を実施することにより、本県観光の着実な再

、 。生と さらなる活性化を図るものでございます

事業内容でございますが、１）の誘客対策に

おいては、神話を生かした誘客対策として、こ

の①でございますけれども、拡張現実のデジタ

ル技術であるＡＲ技術を活用した神社等の観光

ガイドシステムですとか、デジタル技術を活用

したデジタル御朱印の作成等を行うほか、②の

自然、森林を生かした誘客対策、③の食を生か

した誘客対策に加え、④のスポーツを生かした

誘客対策として、合宿、キャンプ会場から県内

の観光地周遊を図るための企画等を新たに行う

こととしております。

また、２）に記載のとおり、交通機関や民間

事業者等とも連携しながらプロモーションを実

施することとしております。

事業の仕組みといたしましては、記載のとお

り、民間事業者への委託や県観光協会への補助

により実施いたします。

（３）の成果指標でございますが、国内在住

者延べ宿泊者数につきまして、現状、令和４年

の約327万人泊から、令和８年に424万人泊に増

加させることを目標としております。事業年度

は令和７年度までとなっております。

資料53ページを御覧ください。

改善事業「外国人個人観光客誘客事業」でご

ざいます。予算額は２億1,000万円を計上してお

りまして、財源は国庫、宮崎再生基金、一般財

源でございます。

事業の目的でありますが、昨今の訪日旅行の

形態が個人旅行にシフトする中、海外向けＳＮ

Ｓでの情報発信ですとか デジタルプロモーショ、

ンなどを強化いたしまして、外国人個人観光客

の誘客促進を図るものでございます。

事業の概要ですが （１ 、事業内容の①、海、 ）

外向けのＳＮＳに加え、②のオンラインの旅行

代理店である海外ＯＴＡと連携したデジタルプ

ロモーションの対象事業につきまして、これま

での中国・ＡＳＥＡＮに加え、韓国・台湾・香

港を追加して実施し、情報発信を強化するとと

もに、③のとおり、航空会社と連携したプロモ

ーションを実施いたします。

また、他県空港から九州に入る観光客を本県

への周遊につなげるため、④のとおり、二次交

通のデジタルチケット等の造成などに新たに取

り組みたいと考えております。

さらに ⑤のクルーズ船対策として ラグジュ、 、

アリー船の新たな誘致に向けたツアー造成等に

取り組むとともに、⑥のとおり、定期便化に向

けた台北線等の運航状況を踏まえながら、プロ

。モーション等に取り組みたいと考えております

事業の仕組みといたしましては （２）に記載、

のとおりでして （３）の成果指標ですが、外国、

人延べ宿泊者数につきまして、現状、令和４年

度の約２万3,000人泊から、令和８年に36万人泊

まで増加させることを目標としております。事

業年度は令和７年度までとなっております。

続きまして、令和６年度から本格展開いたし
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ます日本一挑戦プロジェクトのうち、スポーツ

観光プロジェクトの内容について御説明いたし

ます。

資料54～55ページにかけまして、総合政策部

が中心となって作成しております 「３つの日本、

一挑戦プロジェクト」に関する概要資料になり

ます。その内容も含めまして、資料56ページで

整理をしておりますので、御覧いただければと

思います。

一番上にあります、目指す姿（目標）といた

しまして 「スポーツ環境日本一への挑戦！」を、

掲げております。スポーツキャンプ・大会の受

入れ体制やスポーツ施設の整備など、ソフト・

ハード両面において、新たな施策による地域経

済の活性化や、観光振興などの好循環を創出さ

せたいと考えております。

上から２番目にあります取組の柱として、左

から柱の１つ目 「世界レベルのキャンプ・大会、

、 」、 、の戦略的な誘致 受入体制の強化 柱の２番目

「戦略的・計画的なハード整備 、柱の３番目、」

「県内全域のスポーツ環境の充実（全県化・通

年化・多種目化 」を掲げておりまして、目標を）

実現するための主な取組といたしまして、柱１

では、競技別誘致部会やスポーツキャンプ総合

窓口である「ひなスポステーション」の設置、

柱２では、ひむかスタジアムの両翼拡張などの

プロ仕様化などのスポーツ施設の高質化、柱３

に関しては、県内全域におけるスポーツツーリ

ズムの環境整備などによる市町村とのネットワ

ークの強化等に取り組みます。

また、その下にあります令和６年度当初予算

新規・改善事業一覧については、御覧のとおり

でございますが、このうち主な３事業について

事業概要説明資料を用いて詳細について御説明

。 。をさしあげます 資料57ページを御覧ください

新規事業「スポーツキャンプ総合窓口等設置

事業」でございます。予算額は1,070万4,000円

でございまして、財源は、日本一挑戦基金、一

般財源でございます。

事業の目的は、スポーツキャンプ・大会受入

れ体制を強化することで、新たなキャンプ・大

会を誘致し、誘客数の増加による経済効果を県

内全域に波及させることでございます。

次に、事業の概要についてです。プロチーム

や国内外の代表チームは、チーム関係者との信

頼関係の醸成が大切であり、宮崎の顔となるよ

うなキーマンの存在が求められているところで

ございます。

また、国スポ・障スポ施設の大会後の継続的

な活用を図るため、これらの施設に対し、誘客

やブランド力向上が見込まれる大規模な大会・

キャンプを誘致していくことが重要であると考

えています。

このため １ の事業内容 ①のスポーツキャ、（ ） 、

ンプ総合窓口設置事業におきまして、チームか

、らの問合せに対応する窓口を設置するとともに

②、競技別キャンプ・大会誘致部会設置事業で

は、市町村・競技団体などで構成する誘致部会

を設置いたしまして、大規模大会等の誘致活動

を行います。

、（ ） 、事業の仕組みは ２ に記載のとおりでして

（３）の成果指標については、県外からのキャ

ンプ・合宿延べ参加者数を、現状、令和４年度

、 、の約16万8,000人から 令和８年度に25万人とし

春季キャンプ延べ観客数を、現状、令和４年度

の約85万8,000人から令和８年度に100万人とす

ることを目標としております。事業期間は、令

和８年度までの３年間となっております。

資料58ページをお開きください 新規事業 市。 「

町村スポーツ施設等整備強化事業」でございま
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す。予算額は１億933万円でございまして、財源

は国庫と宮崎再生基金でございます。

事業の目的は、市町村のスポーツ環境の整備

を支援することで、誘客の増加による経済効果

。を県内全域に波及させていくものでございます

事業の概要の（１ 、事業内容にあります①、）

スポーツ施設・資機材整備事業は、市町村が実

施するスポーツ施設や資機材の整備に対して補

助をするものでございます。

次の②、スポーツ合宿所等整備事業は、今回

新たに取り組むものでございまして、本県初の

試みとなります。宮崎市などの都心部以外の地

域では宿泊施設が少なく、合宿の受入れに苦慮

するケースなどもあることから、県としては、

これらの合宿所等の整備に対して支援を行うも

のでございます。

③の受入れ施設の維持管理技術強化への支援

については、全ての市町村等を対象にスポーツ

施設の管理運営に関する研修などに要する経費

を計上しております。

（２）の事業の仕組みについては記載のとお

りでございまして （３）の成果指標につきまし、

ては、キャンプ・合宿受入れ市町村数につきま

して、現状、令和４年度の20市町村から、令和

７年度までに全ての市町村で受入れが実現する

ことを目指してまいります。事業期間は令和７

年度までとなっております。

資料59ページを御覧ください。

新規事業「スポーツランドみやざきプロモー

ション事業 でございます 予算額は932万9,000」 。

、 。円で 財源は国庫と宮崎再生基金でございます

事業の目的は、アミノバイタルトレーニング

センターや市町村が管理運営を行うスポーツ施

設などの施設の紹介ですとか、これらの施設に

てキャンプ等を実施している様子をＰＲ動画に

まとめ、誘致セミナーやＳＮＳ広告等を通じて

発信することにより、誘客の促進につなげてい

くものでございます。

事業の概要の（１ 、事業内容ですが、アミノ）

バイタルトレーニングセンターを中心に、スポ

ーツ合宿の誘致に関するＰＲ動画を、日本語版

と英語版の２種類作成いたしまして、ホームペ

ージやＳＮＳ広告等を通じて発信いたします。

また、先日リニューアルいたしました県公式

観光サイトに、県内のスポーツ施設を紹介する

ページを新たに開設いたします。

次に （２）の事業の仕組みですが、県が民間、

事業者に委託して実施いたします。

（３）の成果指標については、春季キャンプ

延べ観客数を、現状、令和４年度の約85万8,000

人から、令和８年度に100万人とすることを目標

と設定しております。

特別会計について御説明いたします。資料60

ページをお開きください。

まず、えびの高原スポーツレクリエーション

施設特別会計でございます （事項）県営えびの。

高原スポーツレクリエーション施設運営費5,236

万8,000円ですが、アイススケート場の運営に関

する経費でございます。

、 、主なものといたしまして 説明及び事業名欄

、 、１の施設維持費でございまして 令和６年度は

製氷車やスケート機材のシーズンオフ時の保管

場所として、アイススケート場に倉庫を設置、

増設するものでございます。

資料61ページを御覧ください。

県営国民宿舎特別会計でございます。事項別

では、国民宿舎「えびの高原荘」運営費とし

て8,270万4,000円をお願いしております。

主なものといたしましては、説明及び事業名

、 、欄１の施設維持費で 厨房機器の更新ですとか
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雨漏りが発生しております従業員寮の屋根の改

修を行うもののほか、３の火山活動の影響等に

よる収入減少の補塡のための補助金等が計上さ

れております。

次の 事項 国民宿舎 高千穂荘 運営費1,639（ ） 「 」

万1,000円ですが、主なものといたしましては、

説明及び事業名欄１の施設維持費で、入浴施設

の一部更新等を実施するものでございます。

資料62ページを御覧ください。決算特別委員

、会の指摘要望事項に係る対応状況につきまして

こちらで御説明いたします。

（３）の商工建設分科会、⑦のとおり 「県内、

で実施する教育旅行について、教育委員会と連

携し、県内の学校の利用の定着に取り組むとと

もに、県外の学校に対して積極的にＰＲを図る

」 。こと と指摘要望があったところでございます

、 、本県が 教育旅行先として選ばれるためには

本県ならではの教育体験プログラムの効果的な

情報発信や誘致への取組が重要であると認識し

ております。このため、県では、九州観光機構

や各県と連携いたしまして、東京や大阪などの

大都市圏におきまして、九州７県合同での説明

会を開催し、広域的なモデルコースや学習素材

の紹介等を行うとともに、台湾学校関係者を対

象といたしました招聘ツアーを実施しておりま

す。

また、県内外の小中学校等を対象に、貸切バ

スの借上げ費用や、旅行会社が本県での修学旅

行を受注・実施する際の商品企画開発費を支援

するとともに、教育委員会と連携し、県内の市

町村教育委員会や各学校への情報提供を行うな

、 。ど 県内校の利用促進に努めているところです

さらに、今年度は、国内外の学校や旅行会社

等に、より効果的に理解いただけるように、県

内でのマリンスポーツ体験や農家民泊といった

本県の教育旅行プログラムの魅力をＰＲするた

めの動画制作に取り組んでいるところでござい

ます。

今後は、これらの取組を生かしながら、本県

の魅力を活用したメニューの磨き上げや、セー

ルス活動の強化により、県内校に加え、海外も

含めた県外校のさらなる誘致促進につなげてい

きたいと考えております。

資料75ページを御覧ください。

こちら 「使用料及び手数料徴収条例の一部を、

」 、 、改正する条例 及び 資料76ページについては

「 」公の施設に関する条例の一部を改正する条例

について掲載しております。

、 、 、まず 資料75ページですが この条例改正は

１、改正の理由に記載のとおり、令和５年度中

に屋外型トレーニングセンターへトレーニング

機器を導入予定であることから、設置場所の名

称や使用料の見直しが生じているため、条例改

正を行うものでございます。

なお、本施設は、指定管理者制度を導入し、

利用料金制度を採用しているため、資料76ペー

ジに記載しております「公の施設に関する条例

の一部を改正する条例」につきましても、同様

に行うものでございます。

次に、２の改正の内容でございますが、現行

の料金区分としては 「ホール１時間につき780、

円」のみ設定されておりますが、今般のトレー

ニング機器の導入に伴いまして、現状の「ホー

ル」という名称を「トレーニングルーム」に改

めるとともに、料金区分につきましては、表に

記載しておりますとおり、専用使用の場合と専

用使用でない場合に分けて料金の設定をしてお

ります。

最後に、３の施行期日ですが、両条例ともに

令和６年４月１日となります。
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当課の令和６年度○山台国際・経済交流課長

当初予算について御説明いたします。

資料の63ページを御覧ください。

当課の令和６年度当初予算額は、ページ１番

上の行、左から２列目の欄になりますが、10

億2,059万円であります。以下、主なものを御説

明いたします。資料64ページを御覧ください。

１段目の 事項 海外渡航事務費6,784万1,000（ ）

円であります。これは、パスポートの発給など

を行う業務及び申請窓口の運営に要する経費で

あります。

次に、２段目の（事項）国際交流推進事業費

１億7,994万8,000円であります。

まず、説明及び事業名欄の５、多文化共生地

域づくり推進事業3,133万円につきましては、県

民と外国人住民が、共に地域の一員として協力

し合う「多文化共生」の地域づくりを推進する

ため、様々な普及・啓発事業や外国人住民の支

援に取り組むものであります。

次に９、外国人材受入れ環境整備事業4,094

万1,000円につきましては、外国人住民等からの

生活全般に関する相談対応を、多言語で一元的

に行う窓口の運営や日本語教育を実施するもの

であります。

11、新規事業「ブラジル宮崎県人会創立75周

年記念事業」2,652万5,000円につきましては、

令和６年度に創立75周年を迎えるブラジル宮崎

、 、県人会に 知事をはじめとする訪問団を派遣し

本県とブラジル宮崎県人会とのさらなる関係強

化を図るものであります。

次に 12 新規事業 宮崎県人会活性化・ネッ、 、 「

トワーク化事業」1,300万円につきましては、後

ほど事業概要説明資料で御説明いたします。

資料65ページを御覧ください。

３段目の 事項 貿易促進費１億3,575万4,000（ ）

円であります。

まず、説明及び事業名欄の１、みやざき海外

拠点運営強化事業3,869万2,000円につきまして

は、上海、香港の海外事務所におきまして、現

地のマーケット情報の収集や人的ネットワーク

の構築などを行い、県産品の輸出拡大と本県へ

の観光誘客を図るものであります。

次に３、みやざきＳＨＯＣＨＵ輸出促進事

業2,583万2,000円につきましては、国内外での

焼酎のプロモーションや情報発信を行うことに

より、県産焼酎の輸出額や出荷額の拡大を図る

ものであります。

次に４、みやざき加工食品海外販路拡大支援

事業1,970万2,000円につきましては、輸出に取

り組む県内の地域商社及び食品加工業者等が行

う海外への販路開拓に係る活動経費を補助する

とともに、企業の販路拡大に向けた支援のため

の体制づくりを行い、海外での販路拡大のサポ

ートを行うものであります。

次に、７の新規事業「 チームみやざき」によ「

る経済交流事業」１億1,106万8,000円につきま

しては、後ほど事業概要説明資料で御説明いた

します。

資料66ページを御覧ください。

（事項）県産品販路拡大推進事業費３億5,038

万2,000円であります。

説明及び事業名欄の１、県産品振興事業１

億6,239万1,000円につきましては、宮崎・新宿

アンテナショップに係る維持管理費等でありま

す。

次に４、県産品ＰＲイベント・フェア展開事

業5,164万9,000円につきましては、県産品ＰＲ

イベント・フェア等を開催することにより、県

産品の販売促進、認知度向上、販路開拓に取り

組むものであります。
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次に７、新規事業「世界の活力を取り込むア

ンテナショップ機能強化事業」684万9,000円に

つきましては、後ほど事業概要説明資料で御説

明いたします。

資料67ページを御覧ください。

２段目の 事項 県外広報対策費6,801万1,000（ ）

円であります。

説明及び事業名欄の４、新規事業「メタバー

スで「日本のひなた」ＰＲ事業」2,083万円につ

きましては、後ほど事業概要説明資料で御説明

いたします。

それでは、資料68ページを御覧ください。

新規事業「宮崎県人会活性化・ネットワーク

化事業」であります。予算額は1,300万円、財源

は宮崎再生基金であります。

この事業は、事業の目的にありますとおり、

県人会世界大会の開催を契機に、新たに築かれ

たつながりを活用し、県人会の活性化や次世代

への継承、ネットワークの強化により、本県施

策のさらなる展開を図るものであります。

事業の内容ですが、①の県人会の活性化及び

次世代への継承では、県人会の次代を担う人材

を本県に招聘し、交流会などを実施するほか、

国内県人会の活性化等に向けた取組を促進しま

す。

②の県人会相互・県とのネットワーク強化で

は、県人会の公式ホームページを作成し、各県

人会の情報等に誰でもアクセスできる環境を整

備します。

③の本県の魅力情報の発信など、本県施策の

さらなる展開では、本県施策と関連した取組を

実施する海外県人会を支援します。

成果指標ですが、この事業の実施により、外

国人との交流行事等に参加したことのある県民

の割合を、現状の14％から20％へ、また、県人

会と連携した取組を、現状の３件から20件へと

それぞれ増加させることを目標としています。

事業年度は令和７年までとしております。

資料69ページを御覧ください。

新規事業「 チームみやざき」による経済交流「

事業」であります。予算額は1,106万8,000円、

財源は、宮崎再生基金であります。

この事業は、事業の目的にありますとおり、

県が物産貿易団体等と連携し、輸出に取り組む

県内事業者を「チームみやざき」体制で支援す

ることにより、県産品の輸出のさらなる拡大を

図るものであります。

事業の内容ですが 「チームみやざき」で取り、

組む海外市場開拓チャレンジ支援として 今年11、

月に幕張メッセで開催予定の国内輸出商談会 日「

本の食品輸出ＥＸＰＯ」出展に向け、県内事業

者が輸出に取り組むきっかけづくりを、県や支

援団体が、それぞれの分野で支援していくもの

であります。

成果指標ですが、この事業の実施により、商

談会等での成約事業者数を、令和７年度には30

件へ、また、商談会等での成約金額を、令和７

年度には3,000万円へと、それぞれ増加させるこ

とを目標としております。事業年度は令和７年

までとしております。

資料70ページを御覧ください。

新規事業「世界の活力を取り込むアンテナ

ショップ機能強化事業 であります 予算額は684」 。

万9,000円、財源は、宮崎再生基金であります。

この事業は、事業の目的にありますとおり、

コロナ禍を契機に変化した国内・海外ニーズや

ＥＣ市場の拡大を捉えたアンテナショップの機

能強化を行うことにより、アンテナショップを

。拠点とした外貨の取込みを図るものであります

事業の内容ですが、①で、アンテナショップ
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、における外国語表示や個食ニーズへの対応など

国内・海外ニーズを捉えた機能強化を図るとと

もに、②で、県産品の売れる商品づくりのため

の新たな高単価、高付加価値の県産品発掘とＥ

Ｃ機能の強化を図るものであります。

成果指標ですが、この事業の実施により、ア

ンテナショップの売上げを現状の５億円から６

億円へ、また、宮崎県物産貿易振興センターの

免税手続件数を、現状の29件から100件へと、そ

れぞれ増加させることを目標としております。

事業年度は令和７年度までとしております。

資料71ページを御覧ください。

新規事業「メタバースで「日本のひなた」Ｐ

Ｒ事業」であります。予算額は2,083万円、財源

は、国庫及び宮崎再生基金であります。

この事業は、事業の目的にありますとおり、

主に若い世代に多く利用されている新たなデジ

タル空間でありますメタバースを活用した観光

ＰＲを行うことにより、本県の認知度向上を図

るとともに、観光誘客の増加につなげるもので

あります。

事業の内容ですが、20代を中心とします若い

世代をターゲットとした新たなＰＲツールとし

て、メタバース空間に本県の観光地２か所を再

現いたします。これにより利用者は、自分の分

、身であるアバターというキャラクターを通じて

高千穂峡のボートこぎや鵜戸神宮の運玉投げな

ど、宮崎を疑似体験することができるほか、メ

タバース上のガイドによる地域の魅力を掘り下

。げた案内を受けることができるようになります

成果指標ですが、この事業の実施により、認

知度ランキングの順位を、現状の38位から18位

へ、また、観光入り込み客に占める20代の割合

を、現状の15.1％から20％へと、それぞれ向上

。 、させることを目標としております 事業年度は

令和７年までとしております。

執行部の説明が終了しました。○佐藤委員長

議案について質疑はありませんか。

企業立地推進補助金の件をお聞か○荒神委員

せください。

この業種によって１％～20％ １人当たりが20、

万円～100万円とかあるんですが、それぞれ

ちょっと詳細に教えていただけますか。

まず、製造業につき○児玉企業立地推進局長

、 。ましては 基本的には補助率は４％になります

新設の場合が４％、増設の場合は１％です。あ

と、システム会社とか情報関連産業があります

けれども、そういった場合には、それぞれ一般

案件としましては８％が補助率となります。最

高で20％というのがございます。これは、新設

や増設などいろいろございまして、詳細は、か

なり込み入っています。後ほど資料で御説明し

たほうがいいと思います。一般的に１％～20％

といった内訳になります。雇用のほうは、製造

業でいきますと、まず、新設の場合の県内の新

、 。規雇用者が 一般案件では40万円でございます

情報関連産業でいきますと、１人当たりは加算

がございまして、一般案件は10万円なんですけ

れども、それに加えて加算がございまして、最

低が20万円 補助単価としましては、新規雇─

用の雇用者割といいますけれども、20万円。そ

して、困難立地案件といいまして、県内に、過

去５年間に立地がない地域がございます。そこ

に立地があった場合には、雇用者割としまして

は、雇用者に対して補助単価として100万円を用

意しています。

それぞれの体系で業種で違うとい○荒神委員

うことですが、これは県外ではなくて県内の雇

用者が対象だと思います。県外は、どうなるん

ですか。



- 34 -

令和６年３月６日(水)

県内に立地した企業○児玉企業立地推進局長

が、県内の方を採用した場合の対象が県内雇用

者になりますので、県内の方になります。

当然、県外から就職で企業に来られますけれ

ども、その方は、当然、住民票を移されて来ら

れますので、県内に住民票があり、新規で県内

の方を雇用したということになります。

どちらにせよ県内になるわけです○荒神委員

よね。

私がいつも思っているのは、県内の絶対数が

少ないので、県外から県内に雇用していただく

方にとっては、こういう制度というのは生きた

金を使う気がするということです。この人手不

足の中で、人口増につながるとすれば、県外の

ほうから雇用していただいて、そして、このこ

とが転嫁すればいいのかなと思っているんです

が、それとは全く違うんですね。

当然、県内から就職○児玉企業立地推進局長

していただければ、それもカウントさせていた

だきます。対象になります。

だから、県内も県外も一緒という○荒神委員

ことですね。私が言いたいのは、県外を対象に

。していただければどうかなと思っているんです

この令和５～８年度は120件という目標なんです

が、減ってきているんですけれども、壁に来た

という考え方なんですか。どういう考え方でい

いんでしょう。

今年度、補助金の要○児玉企業立地推進局長

綱、制度を見直しました。その大きな見直しの

１つが、県のコールセンターがございますけれ

ども、コールセンターをそれまで対象にしてい

ましたが、都市部に進出が進みまして、集積化

がかなり進んだという判断の下に、コールセン

ターについては補助金の対象から外しました。

例年コールセンターの立地が、過去のケース

で行きますと、年間で７件ほどございました。

それが制度を見直した１つの大きな要因なんで

すけれども、それで減るだろうということを見

立てたというところが１つあります。

あと、立地いただく企業については、安い方

を雇用するのではなくて、一定の給与水準の方

13等級という言い方をしていますが、これ─

まで12等級までよかったんだけれども、これか

らは13等級以上の給与水準の方を採用した場合

に、立地企業として認定しますというふうに制

度を見直しました。給与水準が13～14万円だっ

たところが、15～16万円ぐらい払っていただか

ないと立地企業として認定しませんという制度

に改正しました。

それで見ますと過去、そこに該当してくる企

、 、業が数件あるので 今度見直したことによって

恐らく減っていくだろうという見立てをしまし

た。

制度の改正に伴って、年間10件弱ぐらいは件

数が減るのではないかと考えまして、前回の目

標としましては150件だったのに対し、今回の令

和５～８年度の目標としては120件にした理由で

ございます。

それぞれの観光などで、観光消費○荒神委員

額とか、延べ宿泊数とか、この算定にはどのよ

うに出るんですか。以前も、やはり観光客の沖

縄の件が１つの例として違うんだというような

内容もあったんですが、こういう試算はどのよ

うな内容なんでしょう。

それぞれのデータにつき○河村観光推進課長

ましては、まず１つ目、観光消費額につきまし

ては、ある意味、全国統一のルールの下で、県

がパラメータ調査をいたしまして、そこから全

。体の数値を推計しているものになっております

先ほど議論になった観光ですが、沖縄県とは
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少し基準が違っているといいますか、沖縄県は

独自のルールの下でやられていて、私どもは観

、光庁が統一的な調査ルールを定めていますので

それに基づいて消費額については計算をさせて

いただいています。

宿泊者数については、観光庁が全国的に調査

をしております。こちらについては国から一定

規模の各宿泊施設に対しての調査と、あと少し

小規模な宿泊施設についてはサンプル的に調査

をしています。

端的に言いますと宿泊者数は観光庁が調査を

していまして、消費額ですとかそういったとこ

ろについては、県が調査をしているようなもの

になっています。

県は調査されていないということ○荒神委員

ですか。全国的な調査に基づいて出していると

いうことですか。

観光消費額の調査につい○河村観光推進課長

ては、入込客統計調査と言いまして、全国的に

行っておりますので、各県が もちろん都道─

府県によっては、行っていないところもあるん

ですが、私どもはそのやり方にのっとって行っ

ています。

宿泊者数については、観光庁がデータを取っ

ていまして、各県ごとのデータもまとめて公表

をしていますので、ある意味、我々が独自調査

しなくても各県ごとのデータが観光庁のほうで

出ているという状況になっています。

最後に、この外国人個人の観光客○荒神委員

ですけれども、この指標では令和４年が２

万3,000人の宿泊で、令和８年には36万人とい

う16倍ぐらいなんですが、これはどういう内容

ですか。例えば、令和９年であれば国スポ、障

スポなどがカウントされるかなと思うんですけ

れども、これはどういう意味の内容なんでしょ

う。

こちらは、コロナ禍前の○河村観光推進課長

数字を御説明したほうがイメージがつきやすい

かと思います。

令和元年の外国人宿泊者数が、33万人泊でご

ざいまして、コロナの影響でかなり数字が落ち

込んでおります。この資料の公表時 令和４─

年には２万3,000人泊となっておりましたが、延

べ宿泊者数のデータについては、令和５年の速

報値を、直近で観光庁のほうで公表しておりま

して、その数字が大体約11万6,000人泊となって

おりました。

徐々に回復はしているんですけれども、さら

、に伸ばしていく状況が必要と思っておりまして

、令和元年の33万人泊をさらに超える数字として

理想としては令和７年までにコロナ禍前の数字

に戻して、その上でさらに上積みを図りたいと

いう意味で、観光の計画の中でも位置づけてお

りますので、そういった考えで目標数値は設定

をしております。

コロナ前に輪をかけて、人数を期○荒神委員

待しているということですね。ありがとうござ

います。

スポーツキャンプ総合窓口等設置○中野委員

事業についてお尋ねします。

これは、新たなキャンプ大会の誘致というこ

とですが、そのうちのテニス男女のナショナル

チームの合宿を誘致したいという取組ですが、

どの辺まで具体化されているかお尋ねします。

このテニスに○伊東スポーツランド推進室長

つきましては、今、県総合運動公園のほうに新

しいテニス場を整備していくというお話になっ

ております。その動きと併せまして、日本テニ

ス協会にお邪魔しまして、どういった大会や合

宿が呼べるかというお話を直接させていただい
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ております。

ただ、いろいろな宿泊や選手の集まり具合な

ど、いろいろな条件がございますので、今後も

詳細を詰めていくというような現状でございま

す。

まだ、具体的なところが進んでい○中野委員

ないということですね。

それで、県の総合グラウンドのテニス場をハ

ードコートにする事業が進むわけですね。その

事業が終わり、テニス場がハードコートになっ

てから、誘致をしたいということですか。それ

とも、それまでの間にナショナルチームを誘致

したいということですか。

完成した後に○伊東スポーツランド推進室長

お呼びしたいということで進めております。

だから、それまでの間にいろいろ○中野委員

と協議をしておこうと、こういうことですか。

そのとおりで○伊東スポーツランド推進室長

ございます。

いろいろと進められていると思う○中野委員

んですが、せっかくだから、合宿ももちろんし

てもらいたいと思います。屋内を含めて多くの

ハードコートが完成すれば、非常にすばらしい

テニス場ができるわけです。

有名選手 例えば伊達公子さんとか、ああ─

いうお名前を冠につけた国際大会を目指すぐら

いの合宿、大会を目指すようなことを進めてほ

しいと思います。

私、伊達さん○伊東スポーツランド推進室長

とお会いしまして、いろいろな意見交換もさせ

ていただいたところでございますので、委員が

おっしゃるような大会を、今後実現できるよう

に頑張っていきたいと思っております。

そのためには、コートの完成がま○中野委員

だずっと先ですから、国体に間に合うようにつ

くるわけですね。３年半、あるんです。

できたらその手前で、何かちょっとしたこと

を、合宿も含めてしてほしいなと思うんです。

宮崎国スポ・○伊東スポーツランド推進室長

障スポ局のほうで、本大会の前にプレ大会等が

開催される予定ですので、そのあたりと含めて

できるだけいい大会、いい合宿を誘致していき

たいと思っております。

ぜひ実現するように、毎年具体化○中野委員

して進めてください。お願いしておきます。

資料49ページの説明をもう一度聞○図師委員

かせてほしいんですが、９のスポーツランドみ

やざき推進施設改良事業の内容を教えてくださ

い。

こちらにつき○伊東スポーツランド推進室長

ましては、本年度の６月補正でもお願いしたん

ですけれども、木の花ドームの不陸の解消とい

うことで、今年度と来年度にかけて改修させて

いただくという事業になっております。

不陸といいまして、人工芝の床なんですけれ

ども、これが波打っているような形になってお

りまして、特にプロ野球なんかではボールがイ

レギュラーしたりするということで、そこを平

らな状態に改修するというイメージでございま

す。

了解しました。○図師委員

続けて、資料53ページなんですが、説明の中

にもあったんですけれども、誘客の対策として

他県の空港からの二次の交通デジタルチケット

等を開発されるということなんですが、これは

他県が「はいどうぞ、一緒にやりましょう」と

言ってくれる内容が既にあるのか。どういうプ

。ランを考えていらっしゃるのか教えてください

まず、前提からお話しい○河村観光推進課長

たします。コロナ禍前の外国人の本県への来県
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について使われている空港を分析しますと、大

体、ざっくり言いますと４分の１程度が宮崎空

港のインアウト、鹿児島空港のインアウトが４

分の１、福岡空港のインアウト４分の１くらい

を占めていました。他県からの宮崎イン 宮─

崎に来ていただくというのは一定のボリューム

があったところです。

それを狙って、今回、二次交通のデジタルチ

ケットを仕込んでいこうという形で組み立てて

、 「 」いるんですが 全県としまして 九州ＭａａＳ

という取組ございます。九州全体、各県ももち

ろん参加をして、九州全体で誘客をしていく。

─そのための、九州全体のデジタルチケット

周遊パスをつくっていこうという動きがござい

ます。

具体的には、協議会というか、受皿自体が来

年度の４月からスタートをして、九州全体の周

遊チケット デジタルチケットの造成が夏ご─

ろからスタートする見込みでございます。

ただ、地域間の誘客チケットというのが開始

当初はないものですから、我々独自の取組とし

て、こういった周遊チケットを造成していこう

という形でおります。

具体的なルート、あるいはどういった事業者

を使うかというのは、これから調整していくこ

とにはなろうかと思いますが、そういった全体

の機運の中で、例えば鹿児島県、熊本県の話を

聞いていると、そこだけで完結する旅行商品と

いうのはインバウンド向けにはなかなか厳しい

ところもあるので、そこは協力していただける

のではないかなと思っていますが、具体的な調

整はこれからしていきたいと思っています。

ビジョンとしては悪くないし、九○図師委員

州ＭａａＳで取り組むということはいいんです

が、周遊の通過点で終わっては何もならず、こ

れから地域の綱引きでいかに止めるか、飲食さ

せるか、宿泊させるかというところが、大きな

インセンティブになるので、ぜひ、これは商工

観光労働部だけではないと思うんですが 実─

は私、飲食店のほうの組合から、風営法の改正

もしてくれないか つまり営業時間をもうちょっ、

と長くさせてくれないかなど、そのような要望

も来ているんです。

そこら辺も一緒になって、いかに宮崎県で飲

み食いをしてもらうか、そして泊まってもらう

かというところに、デジタルチケットもインセ

ンティブを設けるという形にしていかないと、

来てくれたはいいが、次に泊まるところは鹿児

島県ですよとか、宮崎インだけど福岡県に泊ま

りますでは何の意味もないので、そういうプラ

スアルファのデジタルチケット化をぜひ考えて

いただければと思います。今のうちに何かプラ

ンがあれば教えてください。

九州ＭａａＳの枠組みの○河村観光推進課長

中では、飲食店までについては、なかなかそこ

まで議論が至っていないところであるんですけ

ども、おっしゃるとおり、周遊をさせて、そこ

に降りてもらって観光してもらうという意味で

は、観光施設ですとかそういったところの入場

チケット、割引チケットも連動して、パッケー

ジにして何とか売り出せないかという議論もし

ているところでございます。

どこまで観光施設サイドで希望されるかとい

うところは個別の調整になると思いますが、そ

ういった仕掛け 交通だけにとどまらない仕─

掛けというのは議論が今、進んでいるところで

す。

それ以外にも、宿泊施設ですとか観光地、飲

食を含めて、情報を知ってもらうということも

必要だと思いますので、そういった意味では今
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、 、回 国内向けにホームページは更新しましたが

海外向けも更新したいと考えていますし、ＳＮ

Ｓの発信を含めて取り組んでいきたいと思って

います。

他県と足並みをそろえる必要は全○図師委員

くありませんので、ぜひ宮崎県だからここのプ

ラスアルファがありますというようなチケット

化をしてほしいと思います。

資料58ページなんですが、市町村が今後、国

スポ、障スポに合わせてスポーツ施設並びに合

宿所とか宿泊施設を含めた改修とか整備をして

いくのに、苦慮されている話をよく聞きます。

特に、小規模自治体になりますと、財源やも

、 、ともとの宿泊施設がないところが この国スポ

、障スポのために合宿場を増設できるかというと

現実的ではなくて、仮設になる。ただ、仮設に

なったとしても、プレハブとか基礎まで打って

いるとやはり経費はかさむということで 実─

、 、はこの間 地元の自治体から相談があったのが

、 、土地を用意するので 県内各地に移動が可能で

災害向けにもなるトレーラー型の宿泊施設を、

期間中呼び寄せて、それを宿泊所代わりにした

いという考えも１つあるんだが、そういうもの

が補助事業、強化事業の対象事業になるだろう

かと聞かれたのですが、いかがでしょう。

今 委員がおっ○伊東スポーツランド推進室長 、

しゃったような細かいところまで、まだ進んで

おらず、今から詰めていく段階になると思いま

す。私も西都市のトレーラー型の宿泊施設を見

せていただいたんですけれども、１つの方法と

しては普及していく形ではあるのかと思ってお

りますので、今後、自治体と協議しながら研究

していきたいと思っております。

ぜひ、前向きに検討いただいて、○図師委員

そういう柔軟な事業の強化策を図っていただけ

ればと思います。

資料65ページなんですが、ぜひこの貿易推進

を図っていただきたいというのも常々思ってい

るところで 目 貿易振興費の１にあります み、（ ） 「

やざき海外拠点運営強化事業」ですが、これの

内容の説明はあったんですが、ぴんとこなかっ

たんですけれども、例えばプロパー職員を雇っ

て、宮崎県の販路拡大をした金額に応じて報酬

を払うとか、そういうような取組を以前からし

たらどうかという提案をさせてもらっているん

ですけれども、実際、強化事業の目指すものと

か、具体的な内容を教えてください。

みやざき海外拠点○山台国際・経済交流課長

。 、 、運営事業でございます この事業は 目的には

国内市場が縮小する中で、海外の活力を取り込

。むという目的はこの事業の中に当然ございます

現実にこの予算で何をしているかと申し上げ

ますと、香港事務所に県職員を２名派遣してお

ります。それから、現地スタッフを２名採用し

ております。そこで、海外事務所の強化といい

ましょうか、そういったことで充実を図ってお

りまして、見本市の出店支援ですとか、バイヤ

ーの招聘、レストランフェア、あと教育旅行、

それらのアテンド、そういったところもさせて

いただいております。

それから、上海事務所にも現地スタッフを常

駐で１名採用させていただいておりますので、

これらのマンパワーといいましょうか、その辺

りをしっかり充実させた上で拠点の強化を今、

図っているところでございます。

その内容は以前とあまり変わりな○図師委員

いですよね。例えば香港が重点地域になって４

名に増え、現地スタッフも入れて、８名になり

ましたとか、それから上海が増えたとかじゃな

くて、今度は第三の強化地域としてジャカルタ
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に設けましたとか、次はインドに、ドバイにと

かいうような、さらに強化していくというのが

見えてくるのかなと思ったんですが、事業とし

ては現状維持のように映りますけれども、何か

違うものがあるんでしょうか。

この事業を単体で○山台国際・経済交流課長

考えますと、今、言った事務所の運営等という

ふうなところに考えが及ぶんですが、実際は海

外での戦略に基づくそれぞれの予算というのは

別途計上とかしながら、輸出の支援であります

とか、それから海外のバイヤーを招聘して県内

の商品の魅力発掘なんかに取り組んでいただく

ような事業とか、そういったところがありまし

て、この事業を単体で見ますと、委員おっしゃ

るように、大きく変わった部分があるかと言わ

れるとそうではないんですけれども、総合的に

海外戦略は立てていきたいと思っております。

強化と銘を打っていらっしゃる以○図師委員

上、プラスで次の戦略もさらに進めていただき

たいですし、今の海外事務所にとどまることな

く、次の事務所の開設とかいうところも、しっ

かり調査をしながら進めていっていただければ

と思っております。

続けて資料67ページの３ですが、ナッシーリ

ゾートin宮崎事業で1,400万円以上使うとは、こ

れはどんなことをするんでしょうか。

ナッシーというの○山台国際・経済交流課長

がローカルＡｃｔｓというか ポケモン社か─

らの承認を得て 九州では今 宮崎県がこのキャ、 、

ラクターを使用させていただいております。

予算としましては、ナッシーを活用した誘客

イベント、そういうものにナッシーを派遣した

り、それから「ポケふたスタンプラリー」のよ

うなイベント そういうのも市町村も一緒になっ、

て展開しております。

あと、新宿みやざき館ＫＯＮＮＥでイベント

を開催する際に登場して、そこでのＰＲとか、

そういったことも今、やっているところでござ

います。

この効果をどの程度、評価されて○図師委員

いるものでしょうか。

私、ポケモンとかあまりやらないので分から

ないんですが、周りでやっている人もいるとは

聞きますけれども、その費用対効果をどう見ら

れているかを教えてください。

この取組を県とポ○山台国際・経済交流課長

ケモン社のＳＮＳ等で発信したところ、それら

の発信の閲覧数が合計で900万回視聴されるとい

うことで、非常に認知度の向上にはつながって

いると認識しております。

宮崎県に来たら、ポケモンＧ○工藤副委員長

Ｏでナッシーが当たりやすいということがある

のか。

至るところに、世○山台国際・経済交流課長

界各地にポケモンがいるんですけれども、そこ

でアプリを使えばいろいろなポケモンがゲット

できるということで、うちの職員も結構やって

おります。非常に面白いゲームだと思います。

宮崎県でナッシーが当たりやすいということ

は特にないです。

資料65ページの先ほどの「み○工藤副委員長

やざき海外拠点運営強化事業」で、知事もニュ

ーヨークに行かれて宮崎牛の宣伝をしたという

ことですが、2040年問題もあり、内需がどんど

ん減ってきている中で、中国は基本、和牛は輸

入はしていないんですが、東南アジア、カンボ

ジアを経由して中国では和牛をよく食べている

状況にあります。

図師委員も一般質問で質問されましたけれど

も、今後、多分ハラールとかイスラム教の方た
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ちも和牛を食べていただけるというところがあ

るので、インドネシアも含めて人口が３億人、

５億人と膨れ上がってくるところでの宮崎牛の

戦略は、東南アジア圏、中国圏、インド イ─

ンドは牛を食べないですけれども 豚も含め─

て、どう考えていらっしゃるのか教えてくださ

い。

今、委員御質問の○山台国際・経済交流課長

宮崎牛の戦略につきましては、農政水産部のほ

うで所管しております。

当課としては、引き続きアジア、それから北

米とか、そういったところもターゲット国・エ

リアとして、グローバルプランにも位置づけし

ておりますので、県産品の振興という立場では

そういう方面の目標を今、立てているところで

ございます。

ありがとうございます。○工藤副委員長

焼酎も同じように考えているということです

か。中国を調べましたら、焼酎はちょっと匂い

がしますので、ほとんど需要がなく、どちらか

といったらアジア圏のほうが需要が多いイメー

ジなんです。

焼酎につきまして○山台国際・経済交流課長

は、委員御指摘のように、今アジアで一番流通

しております。

中国はまだ、そのあたりだと少し遅れている

んですけれども、今後、いろいろな規制等が緩

やかになったり あと焼酎そのものの流通で─

いきますと、今、先駆け的にアメリカのほうで

も焼酎そのものを販売するというよりか、カク

テルの形にして飲んでいただくようなイベント

を開催したり、そういったことでアメリカへの

進出も進めているところでございます。

焼酎の主な輸出先としては、令和３年の実績

でいきますと、中国が１億8,500万円余の輸出実

績ございます。アメリカが8,900万円と、ベトナ

ムが1,500万円、台湾が1,400万円。先ほど私の

認識が間違っておりました。中国が５割以上の

輸出先と今、なっているということで、大変申

し訳ありません。修正させていただきます。

今後ともお願いしたいところ○工藤副委員長

で、日本酒が売れた一つの理由が、フランス料

理とセットにするなら、白ワインよりも日本酒

のほうが合うというふうに言われている。料理

と観光でもあったり 料理とセットで焼酎を売っ、

ていくというポイントもあっていいのではない

かなと思います。よろしくお願いいたします。

資料52ページの「宮崎の強みを生○内田委員

かした誘客事業」です。

まず、事業内容の（１）の強みを生かしたと

いうところの②、中山間地域等のインフラ施設

等を巡るキャンペーンのインフラ施設とは、委

託先が民間事業者となっているのですが、予定

されているところがあるんですか。それとも、

これから決めていくんでしょうか。

今年度も、同様の枠組み○河村観光推進課長

でインフラツーリズムという形でやらせていた

だいてまして、今年度は耳川周辺のインフラ施

設を中心に、ダムを含めてコースとして設定を

して、デジタルスタンプラリーという形で周遊

の企画をさせていただきました。

今回、試行的にデジタルスタンプラリーを活

、 、用させていただいたのですが 来年度はさらに

県内全域の各種インフラ施設をピックアップし

て、そこへの周遊を図るための仕組みとして実

施をしていきたいと思っています。

企画としては民間事業者に出していただくん

ですが、それぞれの県内のインフラ施設に行っ

てもらい、そこで、何かスタンプラリーなど、

周遊を図る仕組みを考えていただくようなやり
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方になろうかなと思っています。

それぞれの①から⑧までの事業に○内田委員

おいて、委託先とか補助先が違うんですが、民

間事業者、また県の観光協会等がこれらの事業

を、市町村、観光業界や市町村観光協会などと

の連携をしっかり取れる仕組みになっているの

かどうかの確認をさせてください。

事業ごとに会議体で何か○河村観光推進課長

をやっているとか、そういったところはなかな

かないところではあるんですけれども、一応、

事業自体の情報提供というのは、この事業にか

かわらず、常に市町村の方々にさせていただい

ていますので、そういったところで連携をしな

がらやるというところと、あと実際、今回のホ

ームページを国内向けに公開・更新したときに

は、自治体の持っている情報や観光地の情報な

どを、積極的に我々にも情報共有いただきたい

というふうにお願いをしておりまして そういっ、

たところで、自治体が推したいものを我々とし

ても集めて、こういった事業の参考にしていく

という枠組みが、ある意味、連携の在り方かと

は思っております。

例えば、①の神話なんですけれど○内田委員

も、連携ということを質問したのは、以前、宮

崎市がつくった空港での神話の看板の中に、延

岡市の神話が入っていなかったということもあ

りました。神話でいえば、例えば鹿児島県と宮

崎県でも、天孫降臨の地から御船出の地から全

然違ったりということもあります。県内におい

ても霧島説と高千穂説があったり どっちも─

あっていいと思うんですけれども、それによっ

てルートも変わってきます。いろいろなパンフ

レットで入っているもの、入っていないものが

あります。

もう、神話だけではなくて、自然においても

、 、食においても 市町村が売り出しているものと

県がつくったり、いろいろな協会がつくったり

しているものの中身が違うものがたくさんある

と思うんです。

本当に市町村が売り出したいものが、その事

業者にしっかりと伝わっていくのかどうか。事

業が実行されたときに 蓋を開けてみたら 入っ、 「

ていないじゃん」ということがあったり、知ら

ない間にツアーが組まれていたり、観光関係の

業界の方とかが分からないところで、いろいろ

コースが決まってしまう ずれが起こること─

もあるので、全てにおいて、しっかりと市町村

から組み上がってきたものを事業者や県の観光

協会に教えていただきながら、一緒に進めてい

きますという体制をつくってもらいたいと思い

ます。

しつこいんですけれども、日向神話の延岡市

の部分は、しっかり入れていってほしいと思っ

ていますのでよろしくお願いします。

この事業にかかわらず、○河村観光推進課長

ほかの事業も同じような、非常に重要な観点だ

と思います。

そこについてはやり方を含めて、連携の仕方

を考えていきたいと思います。

資料53ページの「外国人個人観光○内田委員

客誘客事業」なんですが、先日、観光庁から観

光地域振興課の安部勝也課長の御講演を聞かせ

ていただいたときに、今、訪日外国人の旅行の

消費額が、５兆円が15兆円まで見込まれるとい

うことで、これからまだまだ伸び代があるとい

うようなお話の中で、宮崎県は本当に資源が豊

富で、プロモーションの組み方も幾らでもある

んだというようなお話がありました。

課長が言われたのは、福岡空港から、いかに

宮崎県のほうにゴールデンルートでつないで
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引っ張ってくるかという、そのコースづくりが

大事なんだというお話もありました。

それを踏まえて 事業内容の中にプロモーショ、

ンという言葉が何回も出てくるんですが、それ

こそ委託先、補助先が違う中で、このプロモー

ションをつくるのをそれぞれの業者や協会に任

せているのか。それとも、宮崎県としては、こ

ういう引っ張り方、ゴールデンルートでいくぞ

というようなものが決まった上で進めていくの

か。まだ、これは道なのかどうかというところ

が決まっているのか、これから決めていくんだ

というのか、教えていただきたいと思います。

なかなか一言で表しづら○河村観光推進課長

いところはあるんですが、国と、あとどういっ

たところをターゲットにするかは それぞれ違っ、

てきているところはあります。例えば、台湾で

言いますと、もちろん個人観光客の誘客という

ところと併せて、団体の旅行会社の送客の力も

ある程度あるものですから、そういった方々に

対してはもちろん 今、直行便が復便してい─

、 、 、ない状況の中で 隣県から どちらかというと

団体ツアーの場合は貸切バスでごそっと空港に

入って、そこから周遊してもらうようなルート

になりますので、そういった旅行会社を含めて

連携をしていくようなやり方があろうかと思い

ます。

確かに、福岡県の福岡空港のボリュームは非

常に大きくて、例えば先ほどの台湾あるいは韓

国のお客様もそういったところから来ている方

は多くございます。団体向きには、貸切バスを

使ったルートを提示するとか、我々の魅力をお

伝えするとか、そういったところがあると思い

ますし、個人のお客様については、どちらかと

いうと公共交通機関やレンタカーが多いと思い

ますので、そういった乗り方を含めて発信して

いくというのが必要かなと思っています。

このＯＴＡと連携したプロモーションの中で

、 、は 例えばＡＳＥＡＮの事例を御紹介しますと

今年度はシンガポールのインフルエンサーをお

呼びして招聘したんですが、シンガポールから

だと恐らく福岡インになるので、そこからの動

線を含めて御紹介をさせていただいたり、そう

いったマーケットごとのルートを頭に置きなが

ら、実施をしていくような形になろうかと思い

ます。

プロモーションについては、かなり国別の対

策・傾向といいますか、こういったものが好ま

れるとか、あるいはこういった表現はやめたほ

うがいいというのは我々も知見として持ってい

ますし、あるいは委託先の事業者もそれぞれノ

ウハウを持っていますので、そこは連携しなが

らやる形になると思います。

それと、先ほどの安部課長のお話○内田委員

の中では、最低限Ｗｉ─Ｆｉ、洋式トイレや多

言語化の３つは必要だということでしたが、そ

この３点について、特に売り出したい県内の観

光地では整備ができていますか。

、○河村観光推進課長 Ｗｉ─Ｆｉで言いますと

Ｍｉｙａｚａｋｉ Ｆｒｅｅ Ｗｉ─Ｆｉとい

う名称で、各自治体が観光地に整備をしている

ものがございます。ホテルに関しては、全体の

数を正確に、何％整備されたとか、そういった

ところを把握しているものではありませんけれ

ども、サービス向上ですとか、宿泊事業者向け

の支援策もありますので、そういったところも

含めてサポートしていくような形になると思い

ます。

多言語化については、英語の壁 語学の壁─

があるところは現実でございまして、よくお話

をお聞きするのは、最近は、スマートフォンの
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翻訳アプリは、グーグルを含めて非常に精度が

高いので、そういったところでやり取りをして

いただいているという声も多く聞きますし、私

どもの事業で、多言語のコールセンターを整備

しておりますので、フロントなどに電話してい

ただいてつないでいただくとか、そういった体

制づくりもさせていただいているところでござ

います。

事業の仕組みのところで、また民○内田委員

間事業者と観光協会と、補助と委託先が書いて

あるんですが、この③と⑤、⑥の観光協会とい

うのは、県ではなくて市町村の観光協会になり

ますか。

こちらは、基本的には県○河村観光推進課長

の観光協会になります。

海外の旅行会社ですとか、そういったところ

を相手方とするので、県の観光協会が一元的に

対応するという形で考えています。

、○内田委員 熊本空港とか福岡空港のほうから

いかに宮崎県に引っ張ってこれるかというとこ

ろが大事になってきますけれども、周遊させる

、 、 、に当たって 直接 宮崎県に入るのではなくて

他県に寄りながら引っ張ってくると思うので、

そこ辺の営業というか、アピールをしっかり努

力していただいて、できるだけ宮崎県の魅力が

伝われば、リピーターにつながってくると思い

ます。ぜひ観光庁などと連携を取って頑張って

いただきたいと思いますのでよろしくお願いし

ます。

新規事業、宮崎県初の事業「メタ○中野委員

バースで「日本のひなた」ＰＲ事業 、これは宮」

崎県の知名度あるいは認知度を高めようという

事業ですが、目指す認知度ランキングが 再─

来年度までの２年の間に18位を目指すというこ

とで、かなり躍進するような数字ですが、何で

このような中途半端な18位なのか気になったも

ので、お尋ねします。

18位の理由でござ○山台国際・経済交流課長

います。実は、ブランド総合研究所というとこ

ろが認知度ランキングの調査というのを行って

おりまして、本県の最高位の順位は平成21年度

の18位でございました。ここをまずは目指して

いきたいということで、18位という位置づけに

させていただいたところでございます。

現在の数字が38位 38位といっ○中野委員 ─

たらワースト10位ですから、これはいかがなも

のかと思うけれども、目指すんだったら挑戦し

て、せめてベストテン入りを目指されたらとど

うかなと思いました。

委員御指摘のよう○山台国際・経済交流課長

に、できればさらに上位をということで、しっ

。かりこの事業に取り組んでいきたいと思います

ありがとうございます。

ほかにはございませんか。○佐藤委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

次に、その他報告事項に関する○佐藤委員長

説明を求めます。

令和６年度商工観光労○佐々木商工政策課長

。働部の組織改正案について御説明をいたします

資料の77ページでございます。

今回の組織改正は、資料の上段のオレンジ色

の見出しの表題に記載しておりますとおり、日

本一挑戦プロジェクトの１つであるスポーツ観

光プロジェクトの推進を図るため、スポーツラ

ンド推進課を設置するものでございます。

具体的には、下の黒丸に記載してありますよ

うに、スポーツキャンプや大会の誘致活動の強

、 、化に加えまして 各種団体・施設との調整など

様々な業務の増加に対応するため、観光推進課

スポーツランド推進室をスポーツランド推進課
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に再編するものでございます。

、 、なお その下に組織図を掲載しておりますが

左側が現在の組織、右側が改正後の組織となり

ます。

この組織改正によりまして、スポーツ環境日

本一に向けて、より一層しっかりと取り組んで

まいりたいと考えております。

執行部の説明が終了しました。○佐藤委員長

。その他報告事項について質疑はありませんか

よろしいですか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもちまして企○佐藤委員長

業立地課、観光推進課、国際・経済交流課の審

査を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後２時29分休憩

午後２時35分再開

委員会を再開いたします。○佐藤委員長

、各課の説明及び質疑が全て終了しましたので

これより総括質疑を行います。商工観光労働部

全般について、質疑はありませんか。

先ほど、前半の商工○児玉企業立地推進局長

政策課、企業振興課、雇用労働政策課の部で、

中野委員から半導体関連人材育成事業のことで

御質問をいただきました。内田委員からも関連

で、その推進体制のことについての質問もいた

だきまして、後藤委員からは、それの情報発信

の大事さとか、工藤副委員長からは、人材確保

に向けてのＵＩＪ促進の取組というところの質

問をいただいたのですが、総括して発言させて

いただきます。

予算につきましては、人材の育成確保につい

ては、各部署で人材育成の取組をやっておりま

す。県だけではなくて大学もですし、各企業、

工業界も含めた企業も、一生懸命人材の確保に

取組をされているというところで、先ほど御質

問いただいた半導体関連人材育成事業について

は、それに加えて、またこの事業をやっていこ

うということでございます。

中野委員が言われるように、５億円ほどの予

算を投じてはなかなか難しいのですけれども、

人材の育成確保については、取り組んでいこう

ということでございます。

その上で、体制のことになりますけれども、

昨年末、県のほうが企業立地推進本部会議を開

きまして、全庁を挙げて企業立地、企業推進と

、 。いうことで 一番の大きな問題は人材確保です

企業が求める人材が、県内で獲得できないとい

うことだったので、関連部署に人材の確保につ

いて、スピード感を持って、しっかり取り組む

ようにと、そういう会議を行いました。

企業振興課も当然、コンソーシアムも立ち上

げて取り組むようにするんですけれども、雇用

労働政策課の就職説明会とか企業説明会でしっ

かり取組をします。我々、企業立地課も企業誘

致をする中で、人材の確保については各市町村

に向けて発信をしたり、学校や大学に向けて

人材の就職あっせんではないんですけれど─

も、いろいろな紹介をしたりするというところ

で、それぞれでしっかり取り組んでいるんです

が、それをしっかり連携してやろうということ

で、そこはしっかりやらないといけないと思い

ます。

まさに、国富町のほうにロームグループが進

出をするのが、かなりのインパクトがありまし

て、今のタイミングを逃しては、ほかの県内の

事業者に対しても、もったいないというか、こ

こは絶対 チャンスを逃さずにスピード感を持っ、

て取り組みたいと思っています。



- 45 -

令和６年３月６日(水)

、その上で情報発信の話になるんですけれども

県の取組としましては、ＳＮＳ上で的確にやる

というのが実際やれていません。今、何をやっ

ているかというと、就職する対象を高校生とし

たときに、一番効果的だと考えているのは、親

御さんです。親御さんに県内の企業をどう知っ

てもらうかとか、こんな企業があっていいねと

思ってもらうかがポイントで、そのためには何

がいいかというと、テレビコマーシャルになり

ます。企業にも県内のテレビコマーシャルに出

してくださいと言っています。それで印象がよ

くなりますという話をしていて、実際、ローム

グループも今年に入って、ＣＭを打つようにな

りました。

それと、新聞でいうと夕刊デイリーが、県北

の立地企業の企業紹介を、特集で組まれたりし

ています。そういったのを目にすると、親御さ

んは意外と安心するんです。この企業はちゃん

としているなとか、そういうところから、子供

に就職したらどうだと言っているというのがあ

るので、今はそこをしっかりやろうとしていま

す。

我々も、県内の企業を紹介したパンフレット

を作成して、高校の全３年生の子供には配るよ

うにしていますので、そういったところから何

とか県内への定着を促しているのが今の取組で

ございます。

１つ言うと、今年、本庄高校では70名ほど卒

業されて、そのうち30名が就職しました。あと

は進学らしいんですけれども、70名中30名が就

職をして、その30名は全て県内に就職したとい

う実績があります。

これは何かというと、県内の高校の就職担当

の先生も、かなり危機感を持ち、真剣に考えて

いただいていまして、我々も就職コーディネー

、 、ターを含めて 県内の高校の就職担当の先生と

県内にこんな企業があるんですよ、どんどん紹

介してくださいというようなことをしているん

ですが 県の高校の先生方もかなり意識が上─

がってきている。

だから このタイミングで 教育委員会もしっ、 、

かり巻き込んで、オール宮崎でやりたいと思っ

ています。ただ、事業としては、企業振興課な

り労働政策課が、それぞれ御説明させていただ

きましたけれども、当然、全体一丸となって、

しっかり連携して取り組んでいますし、さらに

またしっかり取り組んでいかなければいけない

と思っていますので、引き続き御指摘よろしく

お願いします。

しっかり頑張ってください。それ○外山委員

、 。 、 、と同時に ＴＳＭＣです つまり 菊陽町とか

いろいろすごい状況になっています。これから

先、我が県も企業誘致に取り組んだり、新たな

事業を展開する中で、考えないといけないこと

は、人材の取り合いにもなるし、あと、人件費

も相当高騰して、思いがけない弊害が、いろい

ろなところに出てくると思います。

特に今回、ある人は黒船という表現もしてい

ますが、あんな形で刺激があって、瞬間的に経

済が向上していいように見えるけれども、反動

も相当なものがあると思うんです。ですから、

我が県も人口減少を前提においた企業誘致や企

業推進、観光推進について、その範囲できちっ

と、できるものをよく加味した上で進めていく

べきだと思うんです。

官民を含めて、そういうことは非常にウェル

カムでいいんだけれども、熊本県の状況を見て

。 、いると怖いです いいものは向こうに取られて

その余波として余計なものばかり宮崎県に来る

ような気がして、ちょっと心配ではありますけ
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れども、それに負けないように、商工観光労働

部はしっかり頑張ってもらいたいと思います。

ほかにございませんか。○佐藤委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

次に、請願の審査に移ります。○佐藤委員長

請願第５号について、執行部から何か説明は

ありますか。

請願につきまして○山台国際・経済交流課長

は、私のほうからは特にございません。

関連して、委員から質疑はあり○佐藤委員長

ませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、 、○佐藤委員長 ない それでは 以上をもって

商工観光労働部を終了いたします。

暫時休憩をいたします。

午後２時45分休憩

午後２時45分再開

委員会を再開いたします。○佐藤委員長

明日の委員会は午前10時の開会とし、県土整

備部の審査を行います。よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもちまして、○佐藤委員長

本日の委員会を終了いたします。

午後２時45分散会
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午前９時59分再開

出席委員（８人）

佐 藤 雅 洋委 員 長

工 藤 隆 久副 委 員 長

中 野 一 則委 員

外 山 衛委 員

後 藤 哲 朗委 員

内 田 理 佐委 員

荒 神 稔委 員

図 師 博 規委 員

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

県土整備部

原 口 耕 治県 土 整 備 部 長

県土整備部次長
串 間 俊 也

（ 総 括 ）

県土整備部次長
桑 畑 正 仁

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
金 子 倫 和

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 栗 山 健 作

市 成 典 文部参事兼管理課長

塩 田 隆 英用 地 対 策 課 長

迫 節 夫技 術 企 画 課 長

否 笠 友 紀工 事 検 査 課 長

山 浦 弘 志道 路 建 設 課 長

山 下 明 男道 路 保 全 課 長

松 山 英 雄河 川 課 長

ダ ム 対 策 監 山 田 清 朗

戸 田 正 人砂 防 課 長

明 比 健一郎港 湾 課 長

空 港 ・ ポ ー ト
小 川 美智夫

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 黒 木 正 行

美しい宮崎づくり
松 田 豪 紀

推 進 室 長

松 田 真 二建 築 住 宅 課 長

下温湯 盛 久営 繕 課 長

中 武 英 俊設 備 室 長

岩 切 道 雄高速道対策局次長

事務局職員出席者

澤 田 彩 子議 事 課 主 査

山 本 聡議事課主任主事

それでは、委員会を再開いたし○佐藤委員長

ます。

本委員会に付託されました議案等について、

県土整備部長の説明を求めます。

○原口県土整備部長

説明に入ります前に、高速道路について御報

告申し上げます。今月１日、国土交通省から、

「 」 、東九州自動車道 南郷～奈留 間につきまして

新規事業採択時評価手続に着手するとの発表が

ありました。これにより、令和６年度の新規事

業化に向けた手続の最終段階に入ることとなり

ます。

この区間が事業化されますと、東九州自動車

、道の未開通区間が全て事業化されることとなり

全線開通に向け、大きく前進しますことから大

変期待しているところであります。これまで力

強い御支援をいただいております県議会の皆様

方に、心よりお礼を申し上げます。今後とも、

県内高速道路の一日も早い全線開通を目指し、

取り組んでまいりますので、引き続きどうぞよ

令和６年３月７日(木)
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ろしくお願い申し上げます。

それでは、今回の委員会で御審議いただきま

す県土整備部所管の議案等につきまして、委員

会資料により御説明いたします。

お手元の商工建設常任委員会資料２ページの

目次を御覧ください。１の予算議案につきまし

ては、一般会計、特別会計合わせて３件お願い

しております。２の特別議案につきましては、

「使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する

条例」など、７件お願いしております。その他

報告事項では 「河川パートナーシップ事業にお、

ける報奨金の見直しについて」の報告をさせて

いただきます。

資料の３ページを御覧ください。

県土整備部令和６年度当初予算一覧の部の総

括であります。令和６年度当初予算額は、太線

囲みのＣの覧であります１行目、一般会計が818

億円余。下から４行目、特別会計が22億円余。

１番下、部予算合計841億円余となります。その

左欄、前年度６月現計予算額と比較いたします

と、0.5％増となっております。

資料の４ページを御覧ください。

説明につきましては省略し、御紹介だけさせ

ていただきますが、資料の４～８ページに、令

和６年度県土整備部の主な事業につきまして、

宮崎県総合計画アクションプランにおけるプロ

グラム別に整理しております。なお、議案及び

決算特別委員会の指摘・要望事項に係る対応状

況等につきましては、担当課長等から説明させ

ていただきます。

部長の概要説明が終了いたしま○佐藤委員長

した。

引き続き説明をお願いしますが、４つの班に

分けて議案の説明と質疑を行い、最後に総括質

疑の時間を設けることといたしますので、御協

力をお願いします。

、 、 、また 歳出予算の説明については 重点事業

新規事業を中心に、簡潔明瞭に行い、併せて令

和４年度決算における指摘・要望事項に係る対

応状況についても、説明をお願いいたします。

それでは、管理課、用地対策課、技術企画課

の審査を行います。

議案に関する説明を求めます。

県土整備部の令和６年度当初○市成管理課長

予算の概要について御説明いたします。

委員会資料の９ページを御覧ください。

、 、 。まず ２ 補助公共・交付金事業であります

太枠のＣの欄が、令和６年度当初予算額になり

ます。１番下にありますとおり、385億3,280

万2,000円であります。このうち、日本一挑戦プ

ロジェクトとして、ひなた宮崎県総合運動公園

にあります施設の整備・改修を行う経費、１

億7,590万円を計上しております。

資料10ページを御覧ください。

３、県単公共事業であります。太枠のＣの欄

が、令和６年度当初予算額になります。１番下

にありますとおり179億2,769万7,000円であり、

こちらにも、日本一挑戦プロジェクトとして、

。 、５億3,008万5,000円を計上しております なお

ひなた宮崎県総合運動公園の施設の整備・改修

についての詳細は、後ほど担当課より御説明い

たします。

資料11ページを御覧ください。

４、直轄事業負担金であります。太枠のＣの

欄が、令和６年度当初予算額になります。１番

下にありますとおり、65億4,919万1,000円であ

ります。右隣の対前年度の増減額は６億4,347

万9,000円、8.9％の減となっております。これ
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は、東九州自動車道の「清武南～日南北郷」間

が完成したこと等によるものであります。

資料12ページを御覧ください。

５、災害復旧事業であります。太枠のＣの欄

が、令和６年度当初予算額になります。１番下

にありますとおり100億7,049万5,000円となって

おり、右隣の対前年度の増減額は10億円、９％

の減となっております。これは、令和４年度の

台風第14号により、令和５年度、通年より多く

の予算を計上しておりましたので、それを減額

したものであります。

資料13ページを御覧ください。

６、課局別内訳であります。これは、当初予

算の金額を課ごとに集計したものであります。

資料14ページを御覧ください。このページか

ら17ページにかけまして、債務負担行為を設定

する事業を掲げておりますが、これは、トンネ

ルや道路、橋梁などの工事期間が年度をまたが

りますことから、債務負担行為の設定をお願い

するものであります。これらの合計は、資料17

ページの１番下にありますとおり、22件、137

億1,770万円であります。

資料69ページを御覧ください。

議案第51号「土木事業執行に伴う市町村負担

金の徴収について」であります。令和６年度の

土木事業に要する経費に充てるため、こちらの

５つの事業について、記載の負担率のとおり、

市町村負担金を徴収することにつきまして、地

方財政法第27条等の規定により、議会の議決に

付すものであります。なお、これらの負担金の

徴収につきましては、既に関係市町村から同意

を得ているところであります。

県土整備部の当初予算の概要等につきまして

は、以上であります。

続きまして、管理課の令和６年度の当初予算

について御説明いたします。

資料の19ページを御覧ください。

当課の当初予算額は、１番上の行、管理課計

の１番左の欄ですが、20億9,909万2,000円をお

願いしております。

以下、主なものを御説明いたします。

資料20ページを御覧ください。

まず、上から１段目の（事項）職員費は15

億4,862万1,000円で、管理課及び土木事務所な

どの人件費であります。

次に、中ほどの（事項）建設技術センター費

は２億9,942万8,000円であります。この主なも

のは、説明欄３の建設技術センターの施設設備

等の維持管理費や、４の産業開発青年隊の運営

業務に伴う指定管理費であります。

次に、１番下の（事項）建設業指導費は２

億3,443万6,000円であります。これは、説明欄

１の建設業の許可や、２の経営事項審査に要す

る事務費、また、３のみやざき建設産業経営基

盤強化支援事業は、建設業者の経営基盤の強化

等を図るため、資金調達に対する支援や建設業

者に対する法令等の制度周知や指導等を行う事

業でありますが、これに要する経費を計上して

おります。

４の未来へつなぐ建設産業担い手確保・育成

支援事業では、建設産業の担い手不足に対応す

るため、働き方改革や生産性向上への支援、建

、 、設産業の魅力発信など 担い手の確保・育成に

、産学官一体で連携して取り組むこととしており

これに要する経費であります。

６の新規事業につきましては、資料21ページ

で御説明いたします。資料21ページを御覧くだ

さい。新規事業「建設産業外国人材定着支援事
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業」であります。予算額は580万円で、財源は全

額宮崎再生基金であります。

次に、事業の目的でありますが、本県の建設

産業で働く外国人の相談窓口を設置して、働き

やすい環境を整えることにより、人材の定着を

促進するとともに、支援体制や受入れ企業の情

報などを発信して、県内建設産業の担い手の確

保を図るものであります。

次に、事業の概要でありますが （１ 、事業、 ）

内容は、①、外国人材サポート事業では、建設

産業で働く外国人の総合相談窓口として、外国

人コンシェルジュを設置し、生活面や就業面で

の不安を解消するとともに、相談内容や対応策

を集約して、建設業団体や受入れ企業へフィー

ドバックし、受入れ環境の改善に努めるもので

あります。また、②、外国人材受入支援体制発

信では、昨年度構築しました建設産業魅力発信

ポータルサイト「ビルド・ミヤザキ」 通称─

ビルミヤに、英語やベトナム語などの多言語対

、 、応ページを構築し 県内の外国人受入れ企業や

建設産業で働く外国人を紹介するなど、本県の

受入れ支援体制や働く環境を国内外の外国人へ

向けて発信します。

次に （２ 、事業の仕組みは、民間企業等へ、 ）

の委託を考えております。また （３ 、成果指、 ）

標は、建設分野における外国人材数を、令和４

年の516人から、令和７年に800人とすること、

及び相談窓口を利用した外国人材が１年後に継

続雇用されている割合を、90％以上とすること

としております。なお、事業の期間は、令和６

～７年度を予定しております。

続きまして、決算特別委員会の指摘・要望事

、 。項に係る対応状況について 御説明いたします

資料の22ページを御覧ください。

⑧ 「建設産業の担い手の確保について、建設、

産業の魅力発信にとどまらず、関心を持つ学生

に継続的な働きかけを行うなど、実際に就業に

つながるよう、より一層取り組むこと」につい

てであります。少子高齢化が進む中、建設産業

で担い手不足が深刻化しており、実効的な担い

。手確保・育成に取り組んでいく必要があります

このため、県では、令和４年度から「未来へ

つなぐ建設産業担い手確保・育成支援事業」と

して、県建設業協会に担い手コーディネーター

を設置し、高校生を対象とした出前講座や現場

見学会、保護者も含めた企業説明会を開催する

など、県内建設産業への就職促進に取り組んで

いるところです。このような学生や保護者等へ

、の直接的な働きかけは大変重要であることから

より多くの学生が、実際に建設産業の仕事に触

れ、ものづくりの魅力や、やりがいを実感でき

るよう、現場見学会等の実施方法や内容につい

て工夫や拡充を図ってまいります。

今後とも、建設業関係団体や教育機関等と連

携を図りながら、県内建設産業の担い手の確保

・育成に取り組んでまいります。

資料の23ページを御覧く○塩田用地対策課長

ださい。当課の当初予算額は、一般会計が５

億7,330万2,000円、公共用地取得事業特別会計

が８億4,597万6,000円、合わせまして14億1,927

万8,000円をお願いしております。

以下、主なものを御説明いたします。

資料24ページを御覧ください。

まず、一般会計であります。土木総務費の２

段目の（事項）収用委員会費1,971万5,000円で

あります。これは収用委員の報酬のほか、収用

裁決に必要な不動産鑑定等に要する費用など、

委員会の運営に要する経費であります。
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次に その下の 事項 用地対策費492万5,000、 （ ）

。 、 、円であります これは 登記事務委託料のほか

事業認定に関して土地収用法に基づく公聴会や

審議会への開催経費など、用地対策の推進に要

する経費であります。

次に、一番下の（事項）特別会計繰出金４

億8,299万円であります。これは公共用地取得事

業特別会計への事業費として、一般会計から特

別会計への繰出金であります。

資料25ページを御覧ください。

特別会計であります。

事項 公共用地取得事業費８億4,597万6,000（ ）

円でありますが、これは九州中央道、五ヶ瀬・

高千穂道路等の先行取得などに要する経費と、

先行取得用地等の引渡しに当たって得られる収

入の一般会計への繰出金であります。

当課の令和６年度当初予算○迫技術企画課長

について、御説明いたします。

委員会資料26ページを御覧ください。

当課の当初予算額は４億5,858万2,000円であ

ります。

以下、主なものについて御説明いたします。

資料27ページを御覧ください。

表の２段目 （事項）土木工事積算管理検査対、

策費１億3,248万円であります。このうち、１の

労務及び建設財単価の調査9,833万4,000円であ

りますが、これは、公共事業の積算に用いる設

計単価を設定するために、建設労働者の賃金や

建設資材の価格など、実態調査を行うものでご

ざいます。また、３の公共工事品質確保推進事

業3,171万円でありますが、これは公共工事の品

質確保のため、監視チームによる施工体制の点

検などを行うものでございます。

次に、表の下から２段目 （事項）インフラＤ、

Ｘ推進事業1,779万円であります。これは、建設

産業における担い手の育成確保や、生産性の向

上を図るため、民間技術者や産業開発青年隊を

対象としたＩＣＴ活用工事の研修を行うほか、

公共施設の管理台帳などを集約管理するポータ

ルサイトの構築に向けた設計などを実証するも

のでございます。

資料28ページを御覧ください。

新規事業「災害時早期復旧のための土砂仮置

場等整備事業」についてであります。予算額

、 。は2,250万円であり 財源は一般財源であります

まず事業の目的ですが、下の写真にありますよ

うに、台風等の災害時において、道路ののり面

等が被災した場合、まずは崩土の搬出を速やか

に行い、早期復旧・開放を図るための土砂の仮

置場等の整備をするもので、中山間地域におけ

る災害対応力強化を図るものでございます。

次に、事業の概要でありますが、まず（１ 、）

の事業内容としましては、土砂仮置場等の整備

に係る測量・調査設計などを行うものでござい

ます。

次に （２）の事業の仕組みにつきましては、、

県からコンサルタントなど民間事業者に委託を

して実施をするものでございます。

次に （３）の成果指標でありますが、令和８、

年度までに３村４町の７か所に整備をしたいと

考えております。

最後に事業の期間でありますが、令和６～８

年度を予定しております。

執行部の説明が終了しました。○佐藤委員長

議案について、質疑はありませんか。

資料21ページの件を、もう少し詳○図師委員

しく教えていただきたいのですが、この事業の

仕組みの中で民間企業に委託とありますが、こ
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れはどちらの企業でしょうか。

こちらについては、今の時点○市成管理課長

で明確に決まっているわけではありませんけれ

、 。ども 公募により募集したいと思っております

要件としましては、多言語に対応できるところ

とか、あるいはそういった外国人材の受入れの

あるような団体であるとか、民間企業を想定し

ているところでございます。

各建設会社が既に、技能実習生や○図師委員

特定技能の外国人の方を併せて入れられている

ところがあるのですが、そういうところが重複

してこの事業というか、この受入れ企業体とし

て参加することは可能なんでしょうか。

特に受入れ企業について制約○市成管理課長

を考えているわけではございませんので、結果

として、そういった重複するようなことになる

可能性はあると思っております。

外国人材を受け入れる際には、最○図師委員

低賃金をクリアするのは条件としてあろうかと

思うんですが、その最低賃金プラスアルファの

諸経費がかかりますよね。例えば、本国からこ

ちらに来てもらうための渡航費とか、渡航後に

、日本語研修を受けるための経費とか宿泊費とか

そういうもろもろの経費を含めた場合の時給を

換算したときに、幾らになるかとか御存じです

か。

申し訳ありません。そこにつ○市成管理課長

いては把握しておりませんが、今回のこの事業

につきましては、一応相談対応すると、定着を

支援する 今、本県に来ていただいている外─

国人の方に対し、より就労環境を整備したり、

悩み事を相談するような窓口を設置したいとい

う事業でございまして、まずは働きやすい環境

を整備していきたいと思っているところです。

もちろん相談は必要なことなんで○図師委員

すが、相談を受けたときに必ず出てくるのは、

賃金プラスアルファの経費が多くかかりすぎる

ということです。例えば、私が知っている、受

入れ企業は、最低賃金プラスアルファ 例え─

ば住む場所の確保、食費や家賃設定など、そう

いうのをもろもろ合わせて、先ほど言った渡航

費の負担、あと何年かおきに帰国するための費

用負担とか、受け入れる企業体が全部するわけ

なんですが、それをした場合に時給換算にする

と、1,200円とか1,300円になるそうです。

つまり、外国人を雇うよりは地元 日本の─

若者や高齢者の募集をしたほうが手っ取り早い

上、経費も安く抑えられるということを聞いた

ことがあるので、恐らく相談を受けられる際に

も、せめて最低賃金プラスアルファが1,000円以

下になるぐらいの契約をさせてくれる受入れ団

体、組合を探してくれないかなど、そういうの

が絶対出てくると思うんです。

なので、受入れ団体をどこに選定されるか、

これから公募ということなんですが、その経費

を全部ひっくるめて、時給換算が幾らになるの

かというところも含めた公募条件を設定される

といいと思うんですが、そういうような考えと

かあれば教えてください。

御指摘は 重要なことだと思っ○市成管理課長 、

。 、ております 実際に受入れをするに当たっては

現場のそういったニーズと言いましょうか、時

給換算とか経営面の話というのがついて回る話

だと思っております。そういった相談の内容等

も踏まえながら、そこについては、今回は相談

を受ける体制を整備するということですけれど

も、そこから先の定着に向けて、もしくは採用

に向けての話についてはしっかりと御意見、相
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談の内容を踏まえて また関係するところとしっ、

かりと協議していくということになると思って

おります。

課長が、今言われるとおりなんで○図師委員

す。この事業は入り口としてはいいと思うんで

すが、恐らくこの相談を受けた後の対応にも、

予算が出てくるのは間違いないと思われます。

ちなみになんですが （３）にあります１年後、

に継続雇用が90％以上を目指すということなん

ですが、今何パーセントになっているんでしょ

うか。正確な数字でなくてもいいです。

すみません。数字は把握して○市成管理課長

おりませんけれども、今来られている方は技能

実習あるいは特定技能ということで、本県の建

設業の実態としましては、技能実習が約８割と

いうことです。技能実習生につきましては、最

長で５年ということでありますので、どこで雇

用期間を切るかということで、継続していらっ

しゃるところは、期限満了で終了することもあ

りますので、その在留資格の内容であるとか、

状況で変わってくるとは思っております。いず

れにしてもしっかりと滞在していただけるよう

に、悩みを解消していければと思っております

し この外国人の在留資格につきましては、─

今、国のほうでまた見直しが進められていると

いう状況もございまして、技能実習の制度その

ものが変わっていくようなお話も伺っておりま

す。

、そういった国の状況をしっかりと捉えながら

今、御意見いただいたような、相談の次につな

がるような事業をしっかりと検討してまいりた

いと思っております。

90％以上に設定されているという○図師委員

ことは、現状は90％以下なんでしょう。それも

１年後にというのが非常に短いなと思います。

今、課長がおっしゃられるように、国も今、技

能実習とか特定技能の在留期間を伸ばそうとし

ているので、ここでいう継続雇用というのは最

低でも３年後に90％とか、５年後に90％ 90─

％は難しいのかもしれませんが、高めの設定を

されるべきだろうと思います。１年後にいたか

らといって、その仕事・技能が習得できている

という可能性も非常に低いので 現場でも必─

要とされる一人前の人材になるには、やはり３

～５年は、最低かかるだろうとは思われます。

先ほどの話にもつながるんですが、私が聞い

ている情報が全てではないと思うんですが、土

木作業というのは苛酷なので、日本人も長続き

する方が少ない、特に若者が少ないようです。

技能実習生に関しても長続きしない人が多いよ

、 、 、うで 私がこの間 建設会社の社長と話した時

２人雇ったけれども、半年もしないうちに、２

人ともいなくなってしまったと聞きました。

ただ、それを聞くと、やはり監理団体が非常

に粗悪なんです。日本に送り出してしまえばい

い、受け入れてしまえば終わり、あとは外国人

の方々がネットでいろいろな情報を回しますの

で、行方をくらまして、いなくなるというよう

なことが続いたものだから、うちの会社は外国

人をもう雇わんでいいというようなことを言わ

れている経営者の方もいらっしゃいました。全

てではないと思いますが。

ですから、公募で委託をされる民間団体、組

合というのは、よほど質のいいというかレベル

が高い団体が求められます。ただ、そうなると

イコール 先ほど私が言いました経営費も高─

くなるんです。月に１回必ず巡回指導をしてく

れるとか、面接をするとか、日本の文化とか習
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慣までもちゃんと教えてくれるような民間団体

になると 最低賃金プラスアルファで500円も600、

円もかかってしまうというところがあるんです

、 。が そういうところほど定着率はいいものです

安ければいいというものでもないことを一応

認識していただいて、できることなら、ここが

入り口の事業としてはいいんですけれども、こ

の後、発生するのは間違いなく、給料が高すぎ

ますという話になるので、時給が高くなった分

の何割かでも、県が負担をしましょうというと

ころまでたどり着くのが理想的だと思っていま

す。神奈川県はもうやっています。先進的に取

、り組んでいるところなんかの情報を入れられて

少しでも定着が実現できますように大いに期待

をしております。また、この後の事業の展開を

見守らせていただきます。

今の関連ですが、この事業が九州○中野委員

初で、新しい事業なんですが、いま一つ理解で

きません。この概要の中の（２）です。事業の

仕組みで、県が民間企業等に委託とあるんです

が、民間企業というのはどういう種類の企業な

のか、どういう内容を委託するのかということ

がこの全体の事業だと思うんですけれども、も

う一度説明願えませんか。

、○市成管理課長 事業の概要として大きく２つ

①がサポート事業ということで、相談窓口を設

けたいと思っております。そして②のほうが、

、それを発信するという事業を考えておりまして

そのいずれも民間の力を借りて委託を考えてお

りますけれども、①は相談の対応する窓口とい

うことで、これについては対面がいいのか、も

しくはオンラインのほうが相談者にとっていい

のか、いろんな方法があると思っておりますの

で、そこについても提案をいただきたいと思っ

ておりまして、民間 その企業のイメージと─

しましては、既に外国人材の受入れをされてい

るようなところであるとか、学校法人とか、そ

ういったところの外国人の受入れについて、知

見があるようなところを想定はしております。

そういったところから手が挙がってくるといい

かと思っております。

今説明されたことが、よく分から○中野委員

ないです。人材の定着を促進するためにあるん

ですが、その民間企業、今そういう企業がある

わけですか。インターネットがいいとか何とか

ではなくて、そのことがイメージできないとい

うような……。

相談窓口を設けたいと思って○市成管理課長

。 、います 外国人の一元的な相談窓口というのは

全県的なところでは１つ、国際交流協会にサポ

ートセンターという窓口があります。ただ今回

この事業では、建設産業で働く方の相談窓口と

いうことで 建設産業で実際に働いていらっしゃ、

る外国人の方が困ったことであるとか、悩み事

を母国語で相談できるような窓口を設けたいと

思っています。

そして相談の内容であるとか、対応について

インターネット等で情報発信 もちろん匿名─

という形ですけれども、こういう悩みが多くあ

ります、それについては、こういう対応ができ

ますよということを、ＳＮＳ、インターネット

で発信して、今働いていらっしゃる外国の方に

共有できるといいのかなと思っております。建

、設業団体なども通じて働いていらっしゃる方に

バックしていくというふうに考えています。

そういう相談をする窓口は具体的○中野委員

にどこがあるんですか。それを聞かないと、ど

ういうところに委託したいのかが分からないで
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す。

委託で考えているところは、○市成管理課長

多くの留学生、外国人の方を受入れ対応してい

る宮崎総合学院や、民間企業の中で外国人を受

け入れている企業もございますので、そういっ

たところから手が挙がってくることを期待をし

ているところでございます。

県内各地に、外国人の方を受け入○中野委員

れる企業がありますよね。そういう企業をイメ

ージすればいいんですか。

１つには、今実際に外国人の○市成管理課長

方の受入れに関わっていらっしゃる企業、そし

てもう１つは、そうではなくても相談を受けら

。 、れるような企業を想定しています できれば今

外国人の方と関わっていらっしゃるような企業

というところが、まずは我々としても思ってい

るところでございます。

受け入れる会社というのは県内に○中野委員

もあるし、そこの先のビルの中にもありますよ

ね。あれはインドネシアの人を受け入れる会社

だと思うんですが、その他あちこちにあると思

うんです もともとは 宮崎県にはあまりなかっ。 、

たけれども、鹿児島県、熊本県、福岡県にあっ

たんです。

実際は、そういう受け入れる会社があって、

そこから要望すれば、企業は受け入れてやるわ

けだけれども、技能実習生を受け入れて、研修

させるという形になっているわけですよね。昔

は宮崎県にはあまりなかったけれども、今はで

きております。

さっきの話では、働いてもらって、大体最低

賃金を支払って、そのほかのいろいろな経費も

払わないといけないから、受入れ会社は大変だ

という話でしたけれども、そういう受け入れる

会社に手数料を全部、それも大したお金をそれ

はそれで払わないといけないですよね。それと

最低賃金というけれども、宮崎県の業者から、

その実習生を受け入れれば宮崎県の最低賃金、

福岡県の業者から受け入れれば福岡県の最低賃

金で払わないといけないわけですよね。宮崎県

の最低賃金ではないです。そうなっているんで

しょう。

だから東京都だと、もう今で本人に1,000円以

上ものを払わないけないのです。宮崎県の最低

賃金は該当しない。東京都を経由したものは、

東京都の最低賃金を実習生にも払わないといけ

ない。それに見合うものを受け入れた中間企業

というか、国内にもあるし、海外にもあって、

またその研修所も日本人が出資してできた会社

もあって、そういうところもそういうので賄っ

て、会社は成り立っているわけです。

だから、一個一個の企業にどのくらい資質が

あるかというのも研究されて、こういうのをつ

くられたと思うから、百も承知だと思うんです

が、本人に払うものと相当額を払わないといけ

ないというのが、実質、企業だと思うんですよ

ね。南九州を含む宮崎県の最低賃金が今のとこ

ろ低い、安いですからね。南九州から受け入れ

たら、その分だけ安いんですよね。そういう仕

組みになっていると思うんですよ。私の勘違い

かもしれませんが、どこから受け入れてきたか

という受入れ会社の県の最低賃金が適用される

と、こう思っているんです。

だから、海外の人を安くで受け入れるという

と、イメージが悪いですからね。今韓国などで

。戦時中のことでいろいろ問題がありますからね

将来そういうことがまた発生しないのかなと、

私はそういう危惧の念もないことではないんで
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すよね 最低賃金で働かされたということになっ。

ているわけですからね。そこの中間のマージン

を取る会社 受け入れた会社だから、かなり─

ものを払っているんだけれども、本人に払うも

のは、受け入れた日本企業の所在する県の最低

賃金ですからね。

その辺のことを含めて、定着を図ろうという

事業だと、そういう中で、事業の仕組みを委託

するという訳がまだ理解できない。そういう民

間企業というのは、これは県内だけを指してい

るわけではないんですがね。県内をイメージし

ているわけですか。

この委託先は特に県内に限っ○市成管理課長

ているというわけではございません。

そういう事業というのは、580万円○中野委員

で足りるのかなという気がしましたがね。

私の説明が悪くて申し訳あり○市成管理課長

ません。この事業は、図師委員と中野委員から

も御指摘がありました受け入れた後の賃金の話

で、大変重要だと思っております。この事業に

つきましては、あくまでも今本県で働いていた

だいている外国人が、生活の中で悩みがあった

りとか、困ったことがあったことを話す先とし

ての相談窓口を設置したいという事業でござい

ます。

ですから、図師委員も先ほどおっしゃられま

、 、したように まずは入り口の事業ということで

今働いている外国人の方の日常の悩みを聞く窓

口をつくりたいという事業でございます。

そういうところは、カリーノの地○中野委員

下にありますよね。あれとの関係はどうなって

いるのですか。

おっしゃるように、カリーノ○市成管理課長

。 、の地下にサポートセンターがございます ただ

そこで行っているのは、産業にかかわらず対象

者は、宮崎県で働く外国人で、全ての外国人の

方の相談を受け、然るべき機関に御案内すると

いった対応をしていただいているということで

すが、それぞれの産業の中で特性がございまし

て、建設産業でいくと定着を図るためには技能

のアップということでスキルアップ、資格を取

、 、 、るとか そういった業界の個別の相談 支援が

どうしても必要だと思っております。今回、我

々としては、建設業に特化した相談の窓口を設

置して、きめ細やかに資格の取得であるとか、

そういったことに対応していきたいと思ってい

るところでございます。

説明される思いは分からんでもな○中野委員

いですが、回りくどく説明せんと分からんよう

な事業は成功しないですね。

成功しないですよ、こんなのは。聞いてイメ

ージするものが、単なる民間企業では成功しな

いと思います。一番手っ取り早いのは、建設業

、 、協会とか ああいうところでしてもらわないと

うまくいかないのではないですか。

おっしゃられるように、相談○市成管理課長

の内容によって、産業の専門的なところの話に

もなると思っております。生活全般の相談であ

れば、その場でお答えすることもできますが専

、 、門的なところになってくると 内容によっては

我々管理課のほう、もしくはその業界団体、今

、おっしゃっていただいたような建設業協会など

そちらへ相談することになるかと思います。

さっきは、県外も該当するような○中野委員

話をされたように思うんですが、皆さんがイメ

ージするような委託先はやはり県内でないと駄

目じゃないですかね。

、○市成管理課長 この相談窓口の委託先として
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まず最初の相談を受け入れているところは、県

内かどうかにかかわらず受けていただいて、中

身によって、対応先をしっかり考えていく必要

があると思っております。特に相談を受けると

いう業務については県内に限定しているわけで

はございませんけれども、当然県内で働く方の

ことということで、中身によっては県内の団体

なりに、我々のほうとしても対応するために相

談すると、協議するというようなことはあろう

かと思っております。

いろいろ説明されるけれども、あ○中野委員

まり理解はできませんでした。

ちなみにここの海外の国ですよね、このユニ

オンジャックみたいな国は あと３つは知っ─

ているけれども、どこの国ですかね。

参考に載せているこの図の国○市成管理課長

旗のやつですか。

旗の国を、教えてください。○中野委員

ベトナムと、上はイギリスで○市成管理課長

すね。それからバングラディッシュ、インドネ

シア……。

それで、左上はどこなんですか。○中野委員

イギリスからも外国人が来ているのですか。

本県で今働いていらっしゃる○市成管理課長

、 。外国人で 一番多いのがベトナムでございます

あなたたちは簡単にそういうけれ○中野委員

ども、イギリスはユニオンジャックじゃなかっ

たと思って。東南アジアをイメージしてあるか

ら……イギリスからも来るのですか。

本県の実態で申しますと、一○市成管理課長

番多い国がベトナム、そして２番目がインドネ

シア、３番目がミャンマーといったようなこと

になっております。

何でイギリスの旗を書いたの。○中野委員

─○市成管理課長 この国旗の意味は多言語

英語という意味で書かせていただいているとい

うことでございます。

今、県内で働く技能実習生とか、○図師委員

、特定技能者の受入れ団体は幾つかあるんですが

福祉とか農業とか、製造業に関しては専門の団

体があるんですが、私が知る限り、建設人材と

しての受入れ団体は、県内に恐らくないと思わ

れます。なので今、建設業界の方々が外国人材

を受け入れているのは、県外の受入れ団体を通

して入れられていることが多いと思われます。

私は、ちょっと先入観があったんですが、こ

の民間企業に委託されるというのは、私は先ほ

ど言った国際交流センターとかサポートセンタ

ーみたいなところには出されないだろうと思っ

ています。ましてや、先ほど課長が言われたよ

うな企業にも出したとしても、建設に特化した

形の相談窓口となりますと、一般の生活のこと

、 、ではなくて 先ほど言われた資格取得の件とか

この現場ではこういう扱いをされているけれど

も、これは正当なのかとか、より専門的な相談

が来ると思われますので、私はてっきり建設人

材を入れているような受入れ機関を募集するん

だろうと思っていました。

でないと、知識がそこにないことには相談に

も乗れないので、日常生活のごみ捨てのことと

、 、 、か 分別のこととかであれば 国際交流協会の

サポートセンターで全然いいんですが、ここの

場合ですと、より専門性の高い企業に委託をさ

れるべきだと思います。

、建設業界に聞かれると分かると思うんですが

全国の建設業界の団体が受入れ機関となって、

建設人材用の受入れ団体、組合をつくられてい

ますので、恐らくそういうところに１回オファ
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、 、ーをされて こういう相談窓口をつくるんだが

、どこか適当な団体がないか推薦してほしいとか

公募をかけるにはどこに声をかけたらいいかと

か、そういうような事業にされないと、一般的

な外国人の相談窓口ではないので、中野委員が

言われるように、しっかりとした成果を上げる

ためには、そういう団体をしっかり選ばれてい

く必要があろうかと思います。

ありがとうございます。事業○市成管理課長

を進める上では、しっかりと関係団体に意見を

求めてまいりたいと思っております。

、 、あと 県内にも建設業の外国人材を受け入れ

マネジメントする企業もございますので、そう

いったところにも実態の意見などもお聞きした

上で、検討してまいりたいと思っております。

よろしくお願いします。○図師委員

こういう旗もイギリスの旗を書く○中野委員

言語が英語だからといって受け入れ先でな─

い国を書く必要はないと思うんです。一事が万

事、旗に現れて、この事業はあまり感心しない

です。大きな見直しをしてもらわないと。説明

もぐだぐだしないでほしいです。日本人の私に

説明するのに分からないことを、外国人が相談

できるはずがないと思うんです。

大切なことだからもっと簡潔に分かるような

事業に組み替えてもらわないと、これでは何か

やっていることが明確ではないと思います。

─今から進められる中で、海外から来る人

こういう技能実習生は建設業ばかりじゃないで

すからね、農業関係も来たり、福祉分野も含め

ていろいろな分野で来ています。様々な分野で

働く外国人の悩みや相談に応える事業というの

は、県土整備部ではなくて、全ての人に関係す

る部署で進めてもらったほうがいいと思うんで

す。この建設業に特化する必要はないと思うん

ですが……。

今回、建設産業に特化したと○市成管理課長

いうのは建設業の人材不足が深刻であるという

ことと、先ほども申し上げましたけれども、そ

の定着を図る上では、資格を取ったりというと

ころも必要になってくると思っておりまして、

そういったところを個別に丁寧に対応していく

必要があるので、今回この運営を構築したいと

思っているところであります。

見直しも含めて、事業をしてみて○中野委員

ください。うまくはいかないと思います。

しっかりと皆さんの意見を聞○市成管理課長

きながら、目的を達せられるように、しっかり

進めてまいりたいと思っております。

資料22ページをお願いします。要○内田委員

望事項で挙げさせていただいていたものに対す

る回答だと思います。私たちのほうからの要望

において、皆さんのお考えとかが書かれている

と思うんですが、この中で直接的な働きかけが

重要だということで、教育機関と連携を図りな

がら、これまでやってこられたことなど継続し

てこれからもやっていきますよというようなこ

とだと思います。

昨日も商工観光労働部で、雇用労働政策課と

か企業振興課のほうに申したんですが、若者が

情報をキャッチする術というか、ＳＮＳなどを

利用して情報をつかんでいるという意向という

か、そういうところがしっかり皆さんが調査で

きているのかなということを感じているんです

けれども、あえてここは直接的な働きかけをと

いうことを書いているのかと思いましたが、私

は間接的なアプローチ、ＳＮＳ等を使ったもの

を、しっかりやっていくべきではないかと思っ
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ています。

この就業につながるような取組のところで、

直接的というところに絞っているのは、どう解

釈すればいいのかなと思っているのですが、間

接的な取組をやっていますよということであれ

ば、ここに書くべきではないかと思うんですけ

れども、いかがでしょうか。

委員御指摘のとおり、今の若○市成管理課長

者はＳＮＳにたけていて、そういったところか

らの情報を取っているということは承知してお

ります。取組として、建設産業の魅力を発信し

ている「ビルミヤ」という専用のポータルサイ

トを令和４年度末に設置いたしまして、そちら

についてもかなり見ていただけているという情

報を把握しております。

、その中のコンテンツとしてＩＣＴであったり

外国人が働いていたり、若者向けに女性が働い

ていたりとか、新たに関係職員が作成している

ユーチューブ動画も一緒にアップして そういっ、

たところでより身近な形で捉えてもらえるよう

な内容をＳＮＳで発信している状況でございま

す。

先ほどの外国人材の定着のところ○内田委員

でも、ポータルサイトのお話が出ていたのです

が、開設して１年ぐらいになると思います。ア

クセス数は増えていっていますか。特に、この

年度が増えていないとおかしいと思うんですけ

れども、１年間でどうですか。

、○市成管理課長 新たに開設ということなので

開設前の数字は把握しておりませんが、今、ア

クセス数は月に900人程度、約1,200回のアクセ

ス数があるところでございます。

人材の確保・育成が大事なんです○内田委員

けれども、若者に宮崎県に定着していただくと

、 、いうところが本当に大事なところで その定着

魅力 宮崎県に住もうという魅力があってか─

らの人材確保になってくると思います。ただ、

そこに建設業だけの魅力を書いていくとか アッ、

プしていくということだけではなくて、他県と

─の差別化となる宮崎県の魅力というものが

ここに住みたいなと思えるようなところまで、

ワーク・ライフ・バランスまで含めて、しっか

りとそこに書いてあったほうがいいのではない

かと思います。

保護者としても、直接会社に行って子供の就

職先を見学させてもらうきっかけづくりも大事

だと思うし、自分から行こうとはなかなかしな

いから、どうしても親もＳＮＳを頼って見ると

思うんです。例えば今、国土交通省もエックス

に 常にいろいろな情報を上げているので かっ、 、

こいいなと思って見たりしています。

あと、建設業の皆さんも努力されて、ＣＭを

盛んにアップされているというのも目につくの

で、それも保護者や子供たちに対しても、建設

業って何かかっこいいなというイメージにつな

がっているのではないかなとも思います。

またビルミヤのほうも見せていただいたんで

すが、オンラインでトークを開催したり、若者

がヒットしやすいような取組などもやっている

なと感じたりするんですけれども、賃金もこれ

だけいいんだよとか、他業種よりも、これだけ

建設業っていいんだよということ、災害の現場

でこうやって活躍しているんだと、誇りに感じ

られる部分など、いろいろ売り方はあると思う

ので、ぜひＳＮＳでそういう魅力がしっかりと

伝わるように ユーチューブも効果があると─

思うんですけれども、ワーク・ライフ・バラン

スのところもしっかりと見せていただきたいな
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と思います。

ですから、この要望事項の中に、できれば間

接的なところも、しっかりやっていくというも

。 、のが含まれていたらいいと感じました それと

若者の意向について アンケート調査などをしっ、

かりと行っていただいて、企業側の就職担当の

方の考え方もあると思うし、学校の先生たちが

感じていることもあると思います。生徒がどの

ように情報をキャッチしているかなど、やはり

聞いてみないと分からないし 年々意向が変わっ、

てきたりもするので、そういうものを敏感に

キャッチしていただきながら、ＳＮＳに反映し

ていただきたいと思います。

他県に流れるのではなくて、他県から宮崎県

に移り住んでもらって、そして建設業の魅力と

いうものを、しっかりとつかんでもらえるよう

な、間接的なアプローチとしてのＳＮＳの強化

。 。をお願いしたいと思います いかがでしょうか

ありがとうございます。若者○市成管理課長

に向けて、やはりＳＮＳというのが有力なツー

ルであると思っております。若者への訴求とい

う意味では、学校、教育機関との連携も重要で

あると思っておりまして、今、建設業協会にコ

ーディネーターを設置しておりますけれども、

そこの活動も通じて、また関係教育機関等とも

、 、連携し 若者の意向をしっかりと把握しながら

若者に届くような発信の仕方をしっかりと考え

てまいりたいと思っております。

ほかにございませんか。○佐藤委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは以上をもちまして、管○佐藤委員長

理課、用地対策課、技術企画課の審査を終了い

たします。

暫時休憩いたします。

午前10時59分休憩

午前11時２分再開

委員会を再開いたします。○佐藤委員長

それでは、道路建設課、道路保全課、高速道

対策局の審査を行います。

議案に関する説明を求めます。

○山浦道路建設課長

資料の29ページを御覧ください。

当課の当初予算額は、203億732万2,000円をお

願いしております。

以下、主なものを御説明いたします。

資料30ページを御覧ください （目）道路橋梁。

総務費の２段目の 事項 直轄道路事業負担金19（ ）

億6,921万3,000円であります。これは、国道10

号や国道220号で行われている国の直轄事業に対

する県の負担金であります。

次に、中ほどの（目）道路新設改良費の１段

目の（事項）公共道路新設改良事業費166億181

万1,000円であります。これは、県が管理してい

る国県道の道路改良を行う事業でありまして、

主な事業内容といたしましては、国道219号や県

道えびの高原小田線などでの整備を予定してお

ります。

次に、一番下の（事項）県単特殊改良費14

億1,500万円であります。これは、西都南郷線な

どの県道において、局部的な改良や待避所設置

などの整備に要する経費であります。

当課の令和６年度当初予○山下道路保全課長

算について、御説明いたします。

資料の31ページを御覧ください。

当課の当初予算額は164億8,256万円をお願い

しております。

以下、主要なものにつきまして御説明いたし
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ます。

資料32ページを御覧ください。

（目）道路橋梁総務費の２段目の（事項）道

路管理費でございます。8,886万1,000円であり

ます。これは、県管理の道路の管理に要します

費用でございまして、道路台帳の修正や、ボラ

ンティア団体等が行う活動への支援などを行う

ものでございます。

次に、中ほどの（目）道路維持費の一番上の

（事項）地域総合メンテナンス事業費12億2,428

万5,000円であります。これは、道路の巡視、巡

回パトロールや応急的な維持工事に要する費用

であります。

次に ２段目の 事項 公共道路維持事業費71、 （ ）

億7,183万5,000円であります。これは、国の補

、 、助金等で行う橋梁 トンネルなどの点検補修や

。交通安全施設等の整備に要する費用であります

次に、一番下の（事項）県単道路維持費33

億8,558万9,000円であります。これは、県が管

理する道路の日常的な維持補修に要する費用で

あります。

資料33ページを御覧ください。

一番上の（事項）県単舗装補修費22億5,400万

円であります。これは、ひび割れやわだち掘れ

など、傷んだ道路舗装の部分的な補修工事や、

打換工事を行う費用であります。

２段目の（事項）沿道修景美化推進対策費９

億5,051万4,000円であります。これは、沿道の

植栽の維持管理や除草を行い、良好な道路環境

の保全を行う経費であります。

一番下 （目）橋梁維持費の（事項）県単橋梁、

維持費２億円であります。これは、橋梁の点検

結果に基づき、補修を行う経費であります。

当初予算の説明は以上であります。

資料63ページを御覧ください 議案第23号 道。 「

路占用料徴収条例の一部を改正する条例」につ

いてであります。

１の改正の理由であります。道路に電柱など

の工作物を設置し、継続して道路を使用する場

合、占用を行う者は、道路管理者の占用許可を

受けなければならず、道路管理者は、その占用

物件ごとに、条例で定められた額を占用料とし

。て徴収することができることとなっております

今回の改正は、国が令和５年４月に、国が管

理する道路の占用料の額などを改定したこと、

そして、前回の単価改定を行いました、令和３

年４月以降の地価の変動をはじめとする経済情

勢の変化を受けまして、占用料の額などの改定

を行うものであります。

、 。 、次に ２の改正の内容であります １点目は

占用料の額の改定であります。占用料の額の改

定につきましては、昭和57年度以降、九州各県

とともに、各県の土地の価格などの平均値を基

に算定し、九州統一の単価にて改定してきてお

りまして、今回も同様に、算定基礎となる最新

の土地の価格などの変動を反映した額に改定す

るものであります。

２点目は、所在地区分の改正であります。占

用料は、各自治体の人口や固定資産税評価額な

どに基づき、１級地から５級地までの５つの区

分に、所在地区分ごとに額を設定しております

が、令和５年４月の国の区分が改定されたこと

に伴いまして、県内市町村の一部について、国

に準じた改定を行うものでございます。

、 。３点目は 道路法改正に伴う改正であります

令和３年３月の道路法の改正によりまして、占

用許可対象物件として、防災拠点自動車駐車場

内に設けられた物件が追加されたことから、そ
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の占用料を規定するものでございます。

なお、改定の詳細につきましては、お手元の

令和６年２月定例会提出議案（令和６年度当初

分）の129～139ページにお示ししております。

次に、３の施行期日でありますが、令和６年

４月１日からの施行を予定しております。

資料の60ページを御覧○栗山高速道対策局長

ください。

当局の当初予算額は28億8,906万7,000円をお

願いしております。

以下、主なものを御説明いたします。

資料の61ページを御覧ください。

初めに、上から２段目の（事項）高速道路網

整備促進費になります。２億8,561万4,000円で

ございます。これは、高速道路網の早期整備の

実現に向けまして、用地国債を活用した用地先

行取得に係る分の公共用地取得事業特別会計へ

の繰出金や、建設促進大会の開催に必要な経費

の負担、また、国と関係機関への要望活動など

を行うものでございます。

次に、その下の（事項）高速自動車国道等直

轄事業負担金でございます。こちらは25億2,166

万7,000円でございます。こちらは、東九州自動

車道及び九州中央自動車道につきまして、国が

実施する高速自動車国道等の事業に対する県の

負担金で、これらの整備促進を図るものでござ

います。

執行部の説明が終了しました。○佐藤委員長

議案について質疑はありませんか。

高速道路についてお尋ねします。○中野委員

今、直轄事業の負担金の説明がありましたが、

県の割合は何パーセントになるんですか。

県の負担金ということ○栗山高速道対策局長

でございますが、まず、新直轄方式の高速自動

車国道事業につきましては13.75％となります。

また、高速自動車国道に並行する一般国道自動

車専用道路事業につきましては、23.33％となっ

てございます。

この負担金が25億円ちょっとある○中野委員

んですが、全体の事業費は、そのパーセントか

ら見て幾らの事業費になるんですか。

令和６年度の事業費の○栗山高速道対策局長

見通しでございますが、我々としましては104億

円を見込んでおります。

この高速道路事業が開始されて、○中野委員

現実はなかなか予算がつきませんよね。事業を

開始しても、計算上は100年もかかるようなのが

中央道路なんかにありますよね。それで、予算

があれば事業が進むんですよね。これは、国が

ここをするから県は幾ら負担しなさいとなって

いるのか、県は幾ら出すから、この事業でやっ

てくれとなっているのか、どうなっているんで

すかね。

県のほうで想定する国○栗山高速道対策局長

の事業規模につきましては、関係機関、主に国

等の協議等を通じまして、事業にどれくらいの

事業進捗が図られるかをお互いに情報交換しな

がら、事業の規模をこちらのほうで想定してい

るといったものでございます。実際のところ、

配当の段階において、差異が出ることはありま

すけれども、なるべくそれに近い値になるよう

に、我々としても精査はしているというところ

でございます。

予算を増やしてもらわないといけ○中野委員

ないわけですけれども、県は、25億円余の負担

金なんですよ。これではなかなか高速道路の開

通はおぼつかないと思うんです。せめてこの倍

ぐらいは負担して、促進化を図ってもらわない



- 63 -

令和６年３月７日(木)

といけないと思うんですよね。その場合に、県

は50億円払うから、国の全体の予算をぱっと広

げられるもんですかね。

実際は、現場の進捗状○栗山高速道対策局長

況に見合ったものをしっかりつけていくという

のが基本かと思います さっき委員がおっしゃっ。

たとおり、国に対して県が倍の予算をつけるか

ら進めてくれというふうに申し上げたとして、

現場の状況、例えば用地の取得状況ですとか、

現場の施工の状況とかで、なかなかお金をつけ

ても事業、工事自体が進まない。用地の取得が

。なかなか進まないといったケースもございます

なので、そういった進捗状況に合わせて、我々

としても負担をしていくというのが妥当なとこ

ろだとは思いますが、意気込みとして、県とし

ては、とにかくしっかりと必要な額は、手当て

していきたいと思っているので、国とはしっか

りと、今よりも事業の推進を図ってくれと強く

訴えていきたいという気持ちでございます。

要は、事業の促進化を図ってもら○中野委員

わないといけないと、こう思うんですよね。で

、 、すから 県への負担がこれ以上はできないから

なかなかということではなかろうと思うけれど

も、割合が決まっているわけだから、少しでも

県の負担を上げることで、国の事業も進むと思

いますので、そこ辺りを一生懸命頑張ってほし

いと思います。来年はこれが50億円になるよう

に期待しております。

ここに上がっている道路保全課の○荒神委員

中で、交通安全等対策事業があるんですが、こ

れは例えばセンターラインとか、追越し禁止と

かラインがあるわけですけれども、それは県土

整備部のほうと警察のほうとすみ分けがしてあ

、 、るみたいなんですけれども 巡回パトロールや

消えかかったラインの整備は、どこが担当する

んですかね。この交通安全の中に入っているん

ですか。

今、委員から御質問があ○山下道路保全課長

りました件につきましては、外側線 道路の─

外側と、あとセンターラインの白の点線部分に

つきましては、道路管理者、県のほうで、交通

安全施設整備費の中で区画線等を引かせていた

だいているところでございます。

規制線 センターの黄色であったり、横断─

歩道を新設する場合につきましては、公安委員

。会のほうで設置していただいているところです

舗装をやり直した場合に、また舗装をはいだた

めに、舗装をかけた後にまた引くということに

なりますと、舗装を施工した道路管理者のほう

で、同じような引き直しといいますか、それは

させていただいているところでございます。

よく県民の人たちから、声が届く○荒神委員

のは、地域性もあるかもしれませんが、霧や濃

霧の場合、センターラインが一番役に立つとい

うことです。だからそういうのは、警察である

─とか、どちらであるとかいうものではなく

今言われたように、道路を舗装したときには原

型に戻すという意味からされるのでしょうけれ

ども、逆に薄くなっている場合は、すみ分けさ

れるわけですが、安全対策ということで、速や

かに警察と連携できる方法を取っていただきた

いという声があります。道路舗装をしてくれる

のが一番なんですが、道路舗装をしてくれでは

なくて、その地域によって、安全対策の中で、

濃霧の出やすいところは巡回パトロールもある

わけですけれども、この辺の考えというのは今

まで取り入れたことはあるのでしょうか。

委員御指摘のセンターラ○山下道路保全課長
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インであったり、区画線につきましては、交通

安全上、重要な問題だということも思っており

、 、ますし 地域の公民館等からの御意見だったり

市町村からの御意見で、消えかかっているとこ

ろがあるということは、県としましても、重々

存じておりますので、年間約350キロメートル程

度、区画線が、消えかかっているところにつき

ましては引かせていただいているところでござ

いますが、それ以上に、なかなか追いついてい

ないというのが現状でございます。

どうしても規制線、要するに追越し禁止区域

の黄色の線になりますと、警察にも、公安委員

会のほうにも情報を提供いたしまして、うちが

ここを施工する場合には一緒にどうでしょうか

というお話もさせていただき 連携しながらやっ、

ていっているところでございます。先ほども申

したとおり、なかなか追いついていないという

こともございますので、交差点であったり、カ

ーブ区間であったり、そこを優先的に、施工さ

せていただいているところでございます。

県民から見ると、町道、市道、県○荒神委員

道、国道があった場合は、市道とかはある程度

は予算的なものがあると。県はどちらかという

と、まだそこまで傷んでない道路が修正される

ので、その金をライン整備など、そっちのほう

に持っていったらいいのではないかという声も

あります。また警察はライン整備で、そういう

規制線の予算を持っていないはずで、土木のほ

うが予算は柔軟にあると思うから、こういうの

は連携して、県土整備部のほうが率先してやる

べきではないかという声もあるわけですけれど

も、先ほど課長がおっしゃったように、連携は

うまくいっているのかなということが地域の声

ですので、規制線とセンターライン等はしかと

連携していただきたいと思っております。地域

性があるわけですけれども、その辺の安全対策

のためには取り入れていただきたいなと思うん

ですが、いかがでしょうか。

各土木事務所に対して、○山下道路保全課長

区画線等の消えているところ、交通安全上必要

なところについては、毎年こういうところが消

えているというデータもいただいております。

その土木事務所についても、地域性に基づいて

予算の配分を考えていっているところでござい

ますし、先ほど委員からも御指摘のありました

とおり連携が大事だと思っておりますので、必

ず所轄の警察とも連携しながらやっていきたい

と考えているところでございます。

よろしくお願いします。○荒神委員

道路保全課長に１点だけお尋ねし○中野委員

ます。この道路巡視業務ですが、４億5,000万円

強の予算が組んでありますが、この巡視は、211

路線ということですが、毎日必ず変わっている

ものか、巡回頻度についてお尋ねします。

道路巡視業務につきまし○山下道路保全課長

ては、年間306日間、回らせていただいていると

ころです。道の通行量の5,000台以上については

週５日、1,000台～5,000台のところにつきまし

ては週２日、1,000台未満につきましては週に１

日巡回させていただいているところでございま

す。

週１回は、とにかく巡回されてい○中野委員

るということ、全線を巡回しているという理解

でいいんですよね。

全線週１日は巡回してい○山下道路保全課長

るところでございます。

それで、道路というのは劣化して○中野委員

いきますよね。それによっていろいろアスファ
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ルトを舗装したり、あちこち陥没があればそれ

、 。を修繕する そういう補修があるはずですよね

。その劣化状況も巡回中に見られるわけですよね

それは業務外になるわけですか。

委員御指摘の劣化状況等○山下道路保全課長

につきましても、その巡視業務で異常箇所を見

つけて、土木事務所のほうにちゃんと連絡いた

だいておりまして、土木事務所としても、そこ

が悪いというデータとして予算要求して、補修

をするという形を取らせていただいているとこ

ろでございます。

そういう状況は刻々変化して、急○中野委員

激に、いろいろな災害等があれば変化するんで

すが、通常の場合は、毎週最低１回巡回してい

、 。れば その劣化状況が分かると思うんですよね

しかし、地域住民から要望がないと、なかなか

補修しない、改修しないというのもありますが

ね。週１回巡回すれば、そういうことはあり得

ないと僕は思うんだけれども……。

巡視業務で見つけたとこ○山下道路保全課長

ろは、もちろんデータとして残して、地域住民

の方や市町村等から要望等があったところにつ

いては、巡回で得たデータと重ね合わせて、優

先順位をつけさせていただいて、予算の中で補

修等を行っているところでございます。

多々要望しないと補修しない案件○中野委員

というのは多いですよね。だから毎週最低１回

巡回すれば、その変化状況というのは分かるん

。 、だと思うんですよね あまり毎日巡回するから

昨日の今日でかえって劣化状況が分からないの

かもしれませんけれども、こういうのはどうだ

。という劣化状況の目安があると思うんですよね

４億5,000万円では少ないのかなと思ったんです

よね。それで巡回頻度を聞いたんですが、実際

は４億5,000万円のほとんどが人件費ぐらいで

しょう。

巡視業務に係る車両で○山下道路保全課長

あったり、人件費だったりというのを計上させ

ていただいております。この事業の中には緊急

時における道路巡回パトロールという形で、台

風とか梅雨前線のときに大雨が降った後に、倒

木等がないかというのも巡視・巡回業務も含ま

れておりますし、例えば、倒木があったのを除

去する応急的な工事も含まれて、この金額を上

げさせていただいているところです。

緊急性のあるところは、その段階○中野委員

でぱっぱとしてもらうからいいんですが、言い

たいのは、せっかく計画的に巡回されているか

ら、地域住民から要望がなくても、きちんと計

画的に道路補修はしてほしいなと、このように

思います。それでお尋ねしました。それで予算

、 。が少ないのであれば 上げてほしいと思います

先ほどの区画線と同じな○原口県土整備部長

んですけれども、緊急的に車に支障を来たすよ

うな補修についても、至急やってしまうんです

が、経年的な劣化とか、そういうのについては

追いついていないのが状況です。そこはしっか

り計画的に、より傷みのひどいところから、住

、民の方から苦情が来る前に補修ができるように

、しっかりそこはパトロールと計画を組みながら

予算もしっかり確保していきたいと思っており

ます。よろしくお願いします。

冬は道路凍結がありますが、路線○中野委員

ごとに凍結剤の散布も含めて、民間に委託され

ていますよね。あれもこの中に組んでいられる

んですかね。

、○山下道路保全課長 委員がおっしゃるとおり

、 、この業務の中で 融雪剤をまいたりする費用も
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この中に含まれているところです。

資料61ページをお願いします。高○内田委員

速道路の利活用促進・整備促進ＰＲ費です。こ

のＰＲに要する経費ということなんですが、継

続事業ではありますけれども、すごく大事な予

。 、算になると思っております 宮崎県内の活性化

企業の進出とか販路拡大においてもですし、観

光においても、昨日もインバウンドの事業など

、 、いろいろ聞かせていただいたときに 福岡空港

熊本空港からいかにして外国人の団体、個人の

観光客の方々にルート ゴールデンルートと─

いう言い方を昨日したんですけれども、どのよ

うにルートをたどらせて宮崎県まで来ていただ

くかというようなところにおいては、このＰＲ

はすごく大事だと思っております。

また、整備事業でも、医療分野・災害対応時

における医師確保についての対策を考えた上で

も大事ですし、先ほどからも挙がっております

若者の定住というところにおいても、便利な宮

崎県をつくっていくという上においても、大事

なＰＲになると思っております。そこで、これ

までも行ってこられた事業なんですが ターゲッ、

トがどこなのか、どこに向けてＰＲをされてい

るのかをお伺いしたいと思います。

ＰＲにつきまして御質○栗山高速道対策局長

問いただきました。主な内容としましては、例

えばスポットＣＭなどの映像作成ですとか、あ

とは身近なところで県庁やデパートで懸垂幕な

どを掲示するなどして、県民はじめ多くの方々

に高速道路の整備効果ですとか、利用の促進等

の周知を広く行ってきているところでございま

す。ほかにも、直近で令和４年度末に清武町か

ら日南市まで開通したときに合わせまして開通

記念事業などを行ったりとか、そういったもの

も行っていますし、なるだけ多くの方々が目に

つくような形で、ＰＲをできるように取り組ん

できているところでございます。

何かイベント的にアンケートに答○内田委員

えてとかいうのを、サービスエリアとかで見た

りするんですが、ああいうものも含んでいるん

ですか。

イベントの出展等も○栗山高速道対策局長

行っていまして、その際にアンケートなども行

わせていただいております。

今回の事業内容が、もし決まって○内田委員

いたら教えてください。

詳細の内容につきまし○栗山高速道対策局長

ては、まだ詰めているところでございますが、

主な内容としまして、利活用の促進ＰＲという

、 、ことで 例えば先ほどの懸垂幕の設置ですとか

新聞広告 映像作成 あとそれからウェブメディ、 、

アを使ったＰＲなどができないかということを

考えております。

また併せてリアルなイベント関係、宮崎県内

に限らず、福岡県等のイベントにも出展できな

いかと考えているところでございます。そのほ

かにも、フリーペーパー等でのＰＲですとか、

それから細かいところではイベント等で使用す

るＰＲ資材、例えばウェットティッシュとかパ

ンフレット等の作成なども考えているところで

ございます。

できれば観光と連動したような取○内田委員

組をしていただきたいと思います。何か県民に

対する機運づくりみたいなものも これまでやっ、

てこられたことであるんですけれども、より効

果を生めるような 宮崎県に期待があって 思っ、 、

ていただけるようなＰＲ事業、おもしろい取組

などを、派手な感じで目立つようにしていただ
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きたいと思います。できれば、観光と連動して

いただけるとありがたいと思います。

、○栗山高速道対策局長 観光部門ということで

我々としましても重要な分野と思っております

ので、これからもしっかりと実施していきたい

と思います。

これまでの実績でいきますと、例えば市町村

と連携した高速道路が低額料金で乗り放題とな

、るドライブパス等の連携事業も行っていますし

また、ＮＥＸＣＯ西日本とも連携して、例えば

サービスエリア等で使用できる地域通貨への協

力なども行っています。そういったものを今後

も広くいろいろな形で行っていけたらなと思っ

ておりますので、ぜひ検討させていただければ

と思います。

特に高速道路においては、ほかの○内田委員

課の事業とか政策的なものと連動する部分があ

ると、より効果を生めると思うので、県庁内の

横断的な取組、今年度何の事業をやるのかとい

うのももくろみながらやっていただきたいと思

います。

若者を定住させるというところは 人材不─

足というところにおいては、宮崎県は１番力を

入れて取り組まないといけないところだと思う

ので、そういう若い方々にも引っかかっていく

ようなＰＲ事業になっていただきたいし、観光

客にも宮崎県に来ていただけるようなところも

しっかりと捉えていただいて、このＰＲという

ところは、特に力を入れて頑張っていただきた

いと思いますので、よろしくお願いします。

おっしゃるとおりで、○栗山高速道対策局長

様々な世代の求心力というのが大事な事項だと

思いますので、引き続き考えていきたいと思っ

ております。

ほかにございませんか。○佐藤委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないですね。○佐藤委員長

それでは以上をもちまして、道路建設課、道

路保全課、高速道対策局の審査を終了いたしま

す。

暫時休憩いたします。

午前11時38分休憩

午前11時40分再開

委員会を再開いたします。○佐藤委員長

それでは、河川課、砂防課、港湾課の審査を

行います。

議案に関する説明まで求めます。

資料の34ページを御覧くださ○松山河川課長

い。

当課の当初予算額は196億6,697万4,000円をお

願いしております。

以下、主なものを御説明いたします。

資料35ページを御覧ください。

初めに、一番下の（事項）ダム施設整備事業

費５億6,900万円であります。これは、ダム管理

施設の改良や更新を行い、機能の向上を図るも

のであります。

資料36ページを御覧ください。

上から２段目の（事項）公共河川事業費32

億5,690万8,000円であります。これは、国の補

助により実施する河川改修などに要する経費で

あります。

次に、一番下の（事項）県単河川改良費21

億7,064万7,000円であります。これは、国の補

助対象とならない河川改修や堆積土砂の除去な

どを実施するものであります。

資料37ページを御覧ください。
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下から５段目の（事項）直轄河川工事負担金

７億4,511万5,000円であります。これは、国が

実施する大淀川などの直轄区間の河川改修や、

岩瀬ダム再生事業に対する県の負担金でありま

す。

資料38ページを御覧ください。

上から３段目の 事項 ダム施設管理事業費15（ ）

億1,690万円であります。これは、国の補助対象

とならないダム管理施設の改良や堆積土砂の除

去を実施するものであります。

次に その下の 事項 公共土木災害復旧費92、 （ ）

億3,400万円であります。これは、道路や河川な

どの公共土木施設が被災した場合の復旧に要す

る経費であります。

お手元の委員会資料の39ペー○戸田砂防課長

ジを御覧ださい。

当課の当初予算額は58億5,070万1,000円をお

願いしております。

続きまして、主なものを御説明いたします。

資料40ページを御覧ください。

まず上から３段目の 事項 公共砂防事業費32（ ）

億7,963万5,000円であります。これは、土石流

のおそれがある渓流において、砂防堰堤などの

整備を行ったり、地滑りのおそれがある箇所に

おいて対策工事を行う事業であります。

次に、その下の（事項）公共急傾斜地崩壊対

策費15億137万円であります。これは、急傾斜地

の崩壊のおそれがある箇所で、溶壁工やのり面

工などの整備を行う事業であります。

次に （事項）県単公共砂防事業費２億6,780、

万円であります。これは、国庫補助の対象とな

らない小規模な砂防工事などを行う事業であり

ます。

資料41ページを御覧ください。

上から２段目の（事項）県単公共急傾斜地崩

壊対策事業費４億4,745万7,000円であります。

これは、既存の急傾斜地崩壊防止施設の維持修

繕に係る工事などを行う事業であります。

次に、その下の（事項）直轄砂防工事負担金

２億4,476万6,000円であります。これは、霧島

火山群からの土砂流出による被害を防止するた

めに、国が実施する直轄砂防事業に対する負担

金であります。

（事項）土砂災害防止啓発推進事業費182

万9,000円であります。これは、土砂災害に関す

る防災知識の普及啓発活動などに要する経費で

あります。

当課の令和６年度当初予算に○明比港湾課長

ついて御説明いたします。資料の42ページを御

覧ください。

当課の当初予算額は、一般会計が 59億9,220※

万3,000円、中段の港湾整備事業特別会計が14

億708万7,000円、合わせまして74億429万円をお

願いしております。

以下、主なものを御説明いたします。

資料44ページを御覧ください。

まず一般会計であります （目）土木総務費の。

（事項）空港整備直轄事業負担金４億1,573万円

であります。これは、宮崎空港の耐震化等に係

る直轄事業に対する負担金であります。

次に （目）海岸保全費の（事項）公共海岸保、

。 、全港湾事業費５億5,125万円であります これは

台風等により海岸に漂着した流木等の処理や海

岸の津波対策を行うための経費であります。

次に （目）港湾管理費の上から２段目の（事、

項）港営費３億6,413万6,000円であります。こ

れは、県内港湾施設の管理運営やポートセール

ス活動等に要する経費であります。
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資料45ページを御覧ください。

（事項）港湾維持管理費５億1,603万6,000円

であります。これは、岸壁や臨港道路等の港湾

施設の維持補修に要する経費であります。

次に （事項）港湾調査費１億9,329万6,000円、

であります。これは、船舶等の安全な航行のた

めの深浅測量や、港湾に関する調査等を行うた

めの経費であります。

次に （事項）直轄港湾事業負担金６億270万、

円であります。これは、細島港及び宮崎港の防

波堤等の整備に係る直轄事業に対する負担金で

あります。

次に （目）港湾建設費の（事項）公共港湾建、

設事業費19億1,310万円であります。これは、国

庫補助及び交付金事業により、防波堤や岸壁な

どの整備を行うための経費であります。

資料46ページを御覧ください。

一番下の（目）港湾災害復旧費の（事項）港

。 、湾災害復旧費７億4,741万円であります これは

公共港湾施設が被災した場合の復旧に要する経

費であります。

一般会計については、以上であります。

資料47ページを御覧ください。

港湾整備事業特別会計について、主なものを

御説明いたします。

まず （目）港湾管理費の（事項）細島港管理、

。 、運営費２億4,461万5,000円であります これは

細島港の荷役機械、引船等の管理運営に要する

経費であります。

次に （事項）宮崎港管理運営費１億6,947、

万8,000円であります。これは、宮崎港のフェリ

ーターミナルビルや、マリーナ等の管理運営に

要する経費であります。

次に （目）港湾建設費の（事項）細島港整備、

事業費３億8,500万円であります。これは、細島

港の港湾機能施設の整備に要する経費でありま

すが、細島港で整備をしております岩壁の背後

の、ふ頭用地を造成するほか、荷役機械の整備

・修繕等に要する経費であります。

、（ ） 。次に 目 元金２億643万1,000円であります

これは、荷役機械や上屋等の港湾機能施設の整

備に要した起債の元金償還に要する経費であり

ます。

港湾整備特別会計については、以上でありま

す。

資料の49ページを御覧ください。

決算特別委員会の指摘要望事項に係る対応状

況について御説明いたします。

⑨の「港湾施設使用料の適切な納付により、

収入未済額が縮減されるよう、引き続き、滞納

者に対して厳格に対応すること」についてであ

ります。

港湾施設使用料のうち、収入未済が発生して

いるプレジャーボート係留施設などの一部の使

用料につきましては、これまでも滞納者に対す

る電話や訪問、文書による督促などにより、継

続的な納付交渉を行いながら、未収金の回収に

取り組んできたところでございます。

また、港湾施設使用料は、地方自治法に基づ

き、地方税の滞納処分の例により徴収すること

ができるとされていることから、税務部門とも

連携しながら、滞納者の財産調査を行い、資力

があると判明した場合には、差押えをするなど

の厳格な対応も行ってきております。

今後とも、継続的な納付交渉を行って、未収

金の回収に努めるとともに、悪質な事例につい

ては厳格に対応し、収入未済額の縮減に取り組

んでまいります。
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暫時休憩をいたします。○佐藤委員長

午前11時51分休憩

午前11時52分再開

委員会を再開いたします。○佐藤委員長

ここで、委員の皆様にお諮りをいたします。

質疑については、本日の午後１時10分から行い

たいと思いますが、いかがでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ございませんので、委員○佐藤委員長

会は午後１時10分から再開といたします。

暫時休憩いたします。

午前11時52分休憩

午後１時９分再開

委員会を再開いたします。○佐藤委員長

執行部の説明が終了しました。議案について質

疑はありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

次に、その他報告事項に関する○佐藤委員長

説明を求めます。

河川パートナーシップ事業に○松山河川課長

おける報奨金の見直しについて御説明いたしま

す。

資料70ページを御覧ください。

まず１の概要でございます。河川パートナー

シップ事業は、自治会等が行う草刈り作業に対

して、報奨金を支給するものでありますが、近

年の物価上昇等の影響を受け、活動団体の方々

より、報奨金の見直しを求める意見をいただい

ており、今年度、アンケート調査を実施したと

ころであります。アンケートでの御意見といた

しましては、一番下の段の左側に記載しており

ますが、主な意見として、物価が高騰している

ので、報奨金を上げてほしい、２回目の金額を

上げてほしい、参加者の高齢化、活動の担い手

減少を心配しているなどがございました。

この２回目の金額を上げてほしいとの御意見

を補足しますと、報奨金は原則２回目までの草

刈りに対してお支払いしておりますが、１回目

と２回目で支払いの金額差があることから、こ

のような御意見をいただいているものと考えて

おります。

これらの御意見などを踏まえまして、令和６

年度より、設定金額を見直すことといたしまし

た。

次に、２の見直しの内容でございます。

記載のとおり、報奨金をおおむね現行の1.1倍

といたします。

中段の左に （例）と書かれている表を御覧く、

ださい。

表の一番左に区分と書かれておりますが、こ

れは１回当たりの草刈り面積を示したもので、

標準的な例として、6,000平米以上6,500平米未

満の区分で２回の草刈りを行った場合の①、現

行の設定金額と、②、新方針による設定金額を

示しております。

表のとおり、１回目は据え置き、２回目を増

額し、合計の金額で現行の1.1倍となるよう設定

しております。

設定金額を１割増しとした根拠でございます

、 。が 右下の消費者物価指数の表を御覧ください

現行の報奨金は、平成20年に金額を設定して

いることから、平成20年と令和５年の年平均の

消費者物価指数を比較しております。

宮崎市と全国の指数を記載しておりますが、

宮崎市においては、表の真ん中の列にあるよう

に7.7ポイント増加しており、最新の令和５年12

令和６年３月７日(木)
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月のデータで比較すると、9.4ポイント増加して

おります 全国のデータにつきましても 平成20。 、

年から令和５年で約１割増加しております。

次に、その下、草刈り機の燃料となる混合油

価格の変動ですが、平成20年が１リットル当た

り153円に対し、令和５年は172円であり、こち

らも約１割増加となっております。

以上の理由から、報奨金の合計額を現行の1.1

倍としたところであります。

最後に、３の見直しにより期待できる効果に

つきましては、活動団体の費用負担の軽減、意

欲の向上、新規に活動いただける団体の獲得を

考えております。

今後とも、河川パートナーシップ事業を推進

、 。し 良好な河川環境の確保に努めてまいります

執行部の説明が終了しました。○佐藤委員長

。その他報告事項について質疑はありませんか

今、教えていただきました河川パ○荒神委員

ートナーシップ事業ですが、これは、県内にど

のくらいの団体があって、どういう内容でしょ

うか。

令和４年度の実績でいきます○松山河川課長

と、活動している団体が735団体ございます。こ

ちらのほうで、主に地元の地域の河川の草刈り

。を年１～２回程度実施していただいております

735団体は自治公民館とか、個人と○荒神委員

か、いろいろな団体があると思うんですけれど

も、その分析はどういう内容ですか。

基本的には個人ではなくて、○松山河川課長

自治会等とか、そちらの地域の方々の団体にお

願いしております。

中には、そういう河川の近くの人○荒神委員

が、少人数でしていらっしゃる人も聞いている

んですが、この1.1倍というのは、本当に妥当な

のかなというふうに考えるんですが、この団体

が請け負っていない河川はどこがやっているん

でしょうか。

団体が請け負ってないところ○松山河川課長

、 、につきましては 県のほうで民間業者委託とか

あと企業のボランティアで、アダプト制度とい

うのがございまして、そちらのほうで対応して

おります。

その団体と地域の自治会等の単価○荒神委員

は一緒なんですか。

一律パートナーシップ事業に○松山河川課長

ついては、草刈り面積に応じて段階的に単価設

定をしておりますけれども、基本的には団体に

区別なく、単価は一緒でございます。

これをもし造園業者にお願いした○荒神委員

ときは、単価は違うと思うんですが、今ここに

も書いてありますように、参加者の高齢化、地

域の希薄化が進む中で、それを一つの核にして

地域まちづくりにつなげる方法もあると思うん

です。この1.1倍が妥当かというのを疑問に考え

て、今後は地域が希薄にならないような地域づ

、 、くりという観点から 手を挙げやすい形にして

次世代につなげる方法も取っていただきたいと

思っているんですが 当事者のほうからも、─

この単価ではというのも聞こえてきますので、

その辺を今後の方針の中に取り込んでいただけ

、 。ればと思っているんですが いかがでしょうか

もともと河川パートナーシッ○松山河川課長

プ事業の目的が、自分たちの住むまちの川を守

り育てるという自治会等に対しての報奨金とい

うことで、ある意味、今までも継続的にやって

いただいた団体に対して報奨金を支払う、ボラ

ンティア的なところもありますので、どちらか

というと、草刈りの燃料代や、弁当代など、そ
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ういったものに対する報奨金でございます。ア

ンケート等もやっているんですけれども、近年

の燃油などの物価上昇もあるので、少しでも上

げてほしいというようなアンケート結果があり

ましたので、今回少しでも上げて、こういうパ

ートナーシップに参加していただける団体を増

やしていきたいと考えております。

今おっしゃるように、過去であっ○荒神委員

たらそういう気持ちも出るんですけれども、次

世代になる人たちが、そう考えるかという疑問

も出てくるわけです。だから、そういうのを踏

み込んだ事業にしていただければと思っていま

す。

ほかにありませんか。○佐藤委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもちまして、○佐藤委員長

河川課、砂防課、港湾課の審査を終了いたしま

す。

暫時休憩いたします。

午後１時19分休憩

午後１時21分再開

委員会を再開いたします。○佐藤委員長

それでは、都市計画課、建築住宅課、営繕課

の審査を行います。議案に関する説明を求めま

す。

当課の令和６年度当初予○黒木都市計画課長

算について説明いたします。

資料の50ページを御覧ください。

当課の当初予算額は、48億7,400万8,000円を

お願いしております。

以下、主なものを説明いたします。

資料51ページを御覧ください。

（ ） 、（ ）目 都市計画総務費の上から４段目 事項

住みよいふるさと広告景観づくり事業費5,879

万6,000円であります。これは、屋外広告物監視

員がパトロールを行い、監視指導するための経

費であります。

次に （事項）美しい宮崎づくり推進事業、

費1,121万3,000円であります。説明欄にありま

す改善事業「みんなで取り組む「美しい宮崎づ

くり」事業」につきましては、後ほど説明いた

します。

次に、中ほどの（目）街路事業費の一番下の

（事項）公共街路事業費17億4,133万8,000円で

あります。これは、都市における安全で円滑な

交通の確保や良好な市街地の形成を図るため、

街路の整備を行う経費であります。

次に、一番下の（目）公園費であります。

資料52ページを御覧ください。

上から２段目の（事項）県単都市公園整備事

業費13億6,408万5,000円であります。これは、

老朽化した公園施設の更新などを行うための経

費であります。説明欄にあります新規事業「宮

崎県総合運動公園スポーツ施設改修事業」につ

きましては、後ほど説明いたします。

歳出予算説明資料の説明は以上であります。

資料53ペー○松田美しい宮崎づくり推進室長

ジを御覧ください。

新規事業「宮崎県総合運動公園スポーツ施設

改修事業」について説明いたします。

予算額は７億598万5,000円であります。

まず事業の目的ですが、ひなた宮崎県総合運

、動公園における施設の整備・改修を行うことで

世界基準スポーツランドみやざきの実現を図る

ものであります。

次に、事業の概要ですが、事業内容はＷＢＣ

侍ジャパンキャンプなど ターゲットとするキャ、
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ンプや大会での使用を想定しておりますサンマ

リンスタジアムや木の花ドームなど、７施設の

整備・改修を実施するものであります。

なお、主な工事内容につきましては、右上の

、写真にありますサンマリンスタジアムにおいて

老朽化した施設の更新として柵や手すり、スタ

ンド屋根の改修などを行います。

また、右下の写真にありますラグビー場にお

いては 芝の張り替えと同時に 硬く締め固まっ、 、

た土をほぐすことで、足の負担を軽減するため

の再整備などを行います。そのほか、ひむかス

タジアムでは、両翼を92メートルから100メート

ルに拡張する工事や、スコアボードの改修など

を行います。

事業の仕組みは、工事請負や業務委託により

実施いたします。

次に、成果指標ですが、３つの日本一挑戦プ

ロジェクトの一つであります、スポーツ観光プ

ロジェクトに掲げる指標となっております。

最後に、事業期間は令和６～８年度を予定し

ております。

資料54ページを御覧ください。

改善事業「みんなで取り組む「美しい宮崎づ

くり」事業」について説明いたします。

予算額は1,121万3,000円であります。

まず、事業の目的ですが、地域住民や企業な

どの多様な担い手の連携・協働への仕組みづく

りや人材育成等を通じ、良好な景観の保全・創

出・活用による愛着と誇りを持てる美しい宮崎

の創造と継承を図ることとしております。

次に、事業の概要ですが、事業内容は、改善

点として、① 「美しい宮崎づくり」の連携・協、

働の推進の１ポツ目、景観形成活動団体への市

町村を通じた補助は、これまでは景観の保全、

創出等に係る活動を広く対象としておりました

が、連携・協働や観光地づくりに寄与する取組

であることなどを要件とし、地域の活動が効果

。 、的な取組となるよう促してまいります また②

「美しい宮崎づくり」の普及啓発及び人材育成

の１ポツ目、景観学習への支援は、これまでは

小学生から高校生を対象としていましたが、今

後は大学生まで対象を拡大し、普及啓発を行っ

てまいります。

事業の仕組みは、市町村を通じた団体への補

。助や小中学校等への補助などとなっております

次に、成果指標ですが、連携・協働などによ

る効果的な取組の実績を令和８年度に30件、普

及啓発、人材育成事業等の参加者数を令和８年

度に900人としております。

最後に事業の期間は、令和６～８年度を予定

しております。

資料64ページを御覧ください。

議案第24号「都市公園条例の一部を改正する

条例」について説明いたします。

まず１、改正の理由ですが、都市公園に公園

施設以外の工作物、その他の物件または施設を

設けて都市公園を占用しようとするときは、公

園管理者の許可を受けなければならず、許可を

受けた場合は、都市公園条例第10条で定める使

用料を納付していただくこととなります。

この占用許可による使用料につきましては、

、道路占用料に準じて設定しておりますことから

「 」議案第23号の 道路占用料徴収条例の一部改正

に伴いまして、使用料の額の改定を行うもので

あります。

次に２、改正の内容ですが、使用料の納付を

定めた条例第10条に関する別表第１の一部を改

定するものであります。
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改定例としまして、第１種電柱の場合、県が

管理します都市公園は、宮崎市と西都市にあり

ますので、それぞれの表の一番右列にあります

金額に改定となります。

今回改定の対象は、米印のとおり電話柱や電

線類、ガス会社等の地下埋設物など、全部で39

件となります。

最後に３、施行期日は、令和６年４月１日か

らの施行を予定しております。

当課の令和６年度当初予○松田建築住宅課長

算について御説明いたします。

資料の55ページを御覧ください。

。当初予算額は23億5,844万6,000円であります

以下、主な事業について御説明します。

資料56ページを御覧ください。

（目）建築指導費の上から４段目の（事項）

建築物防災対策費3,906万2,000円であります。

これは、地震や崖崩れ等による建築物の被災を

。未然に防止するための対策等に要する経費です

この事項の中で、事業名の欄の３にありますと

おり、木造住宅等の耐震化の事業を行います。

次に、その２段下の（目）住宅管理費の（事

項）県営住宅管理費12億6,274万9,000円であり

ます。これは県内に約8,800戸あります県営住宅

の管理に要する経費で、入退居管理や建物の維

持管理・修繕に要する経費などです。

次に （目）住宅建設費の（事項）公共県営住、

。 、宅建設事業費７億7,554万円であります これは

県営住宅の整備に要する経費で、宮崎市の出来

島団地や、延岡市の一ヶ岡団地の建て替えを進

めるとともに、既存の団地の外壁改修やバリア

フリー化などを行うものであります。

予算関係につきましては、以上です。

、 。続きまして 資料の62ページを御覧ください

議案第21号「使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例」について御説明します。

１の改正の理由は、脱炭素社会の実現に資す

るための建築物のエネルギー消費性能の向上に

関する法律等の一部を改正する法律が施行され

ることに伴い、所要の改正を行うものでありま

す。

２の改正の内容であります （１）は、建築物。

のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規

定に基づく認定申請等を行う際に納める手数料

、 、を定めており 関係する条項及び別表について

法律の題名を引用して記載しておりますことか

ら、法律の題名改正に伴い、お示ししておりま

す表のとおり改正を行うものでありまして、手

数料の改正はございません。

（２）につきましては、過去の条例改正に伴

い生じた号ずれについて、改正を行うものであ

ります。

３の施行期日は （１）の法律題名の改正につ、

きましては、令和６年４月１日 （２）の号ずれ、

の改正については、公布の日からであります。

資料の65ページを御覧ください。

議案第35号「宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する条例」について

御説明します。

こちらの条例改正につきましても、建築物の

エネルギー消費性能の向上に関する法律の題名

改正に伴うものであり、当該条例の別表部分に

法律の題名を引用して記載をしておりますこと

から、お示ししております表のとおり改正を行

うものであります。

３の施行期日は、令和６年４月１日でありま

す。

、 。続きまして 資料の66ページを御覧ください
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議案第43号「建築基準法施行条例の一部を改

正する条例」について御説明します。

１の改正の理由は、脱炭素社会の実現に資す

るための建築物のエネルギー消費性能の向上に

関する法律等の一部を改正する法律が施行され

ることに伴い、所要の改正を行うものでありま

す。

この改正法につきましては、令和４年に公布

されておりますが、関係法令の施行につきまし

ては、令和７年４月までに段階的に施行される

ものであります。

今回の条例改正は、令和６年４月１日に施行

される建築基準法改正への対応であり、カーボ

ンニュートラルに向けた取組の一つである建築

分野での木材利用を促進するためのものであり

ます。

２の改正の内容は、建築基準法の耐火建築物

、 、の規定が改正され 建築物の主要構造部のうち

火災時に損傷によって建築物全体への倒壊・延

焼に影響がない部分については、耐火構造等と

することを求めないとされたため、条例で耐火

建築物の規定を引用している条項の改正を行う

ものであります。

資料67ページを御覧ください。

木材利用促進のための建築基準法の改正に係

るイメージ図でございます。左側に簡易な立面

図で示している耐火建築物において水色で示す

部分は、今回の法改正で特定主要構造部という

表現になりまして、延焼を防止できる壁等で区

画される場合 この図では白抜き部分になり─

ますが、右側のイメージ図のように、床や階段

等を木造で造ることが可能となります。

資料68ページを御覧ください。

議案第44号「宮崎県営住宅の設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例」について御

説明いたします。

１の改正の理由ですが、近年、身寄りのない

、単身高齢者が増加していることを踏まえまして

保証人を確保できないために県営住宅に入居が

できないといった事態が生じないようにするた

め、連帯保証人に関する規定を削除するもので

あります。

２の改正の内容ですが、これまで県営住宅に

入居する際には、連帯保証人を１名立てること

を必要としておりましたが、今後は入居時の連

帯保証人を不要とし、代わりに緊急連絡人の登

録をもって入居を認めることとするものであり

ます。

３の施行期日でありますが、令和６年４月１

日であります。

当課の令和６年度当初予算○下温湯営繕課長

について御説明いたします。

資料の58ページを御覧ください。

当課の当初予算額は３億2,992万5,000円をお

願いしております。

以下、主なものを御説明いたします。

資料59ページを御覧ください。

上から２段目の（事項）営繕管理費1,633

万6,000円であります。これは、主に営繕工事に

係る設計書の作成や工事管理などの業務に関す

る事務経費でございます。

執行部の説明が終了しました。○佐藤委員長

議案について質疑はありませんか。

資料68ページの県営住宅への○工藤副委員長

入居の円滑化を図るため連帯保証人に関する規

定の削除のところなんですが、今後は、最終的

に機関保証なども使わないということをお伺い

しているんですが、最終的なその家賃の滞納と
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かは、結局誰が保証されるのですか。

保証人をなくすというこ○松田建築住宅課長

とになりますので、本人が全ての債務を負担す

るということになります。

では、保証人とかつけず、滞○工藤副委員長

納とかした場合は、しっかりと本人に追及して

払ってもらうという、本人だけということです

か。

はい、そのとおりでござ○松田建築住宅課長

います。緊急連絡人のほうは、債務負担は生じ

ませんけれども、連絡員としてしっかり、もし

そういう状況がございましたら、協力していた

だきたいと考えております。

今の関連ですが、全国的にこうい○荒神委員

う制度になっているわけなんですか。県として

は、不納欠損とかいろいろある中で、こういう

状況に至った大きな要因というのは何でしょう

か。

まず全国的な動きでござ○松田建築住宅課長

いますが、これは、都道府県に限りますけれど

も、令和５年４月１日現在で、21都道府県が同

じように保証人の廃止をしております。これに

つきましては、国のほうから、連帯保証人を義

務づけないというところでの通知もございまし

て、それに沿いまして、いろいろな状況を踏ま

えまして、今回、条例改正させてもらうことに

なりました。

全国的に21とすれば、各自治体、○荒神委員

市、町、それもそういうような流れになってい

くわけでしょうか。

市町村営住宅の方につき○松田建築住宅課長

ましては、各地方自治体のお考えもいろいろあ

ると思いますので、そちらは、我々としてはい

ろいろ相談が来た場合には受けますが、こちら

から積極的にそういった取扱いにしなさいとい

うことは、今のところは考えていないところで

、 、ございますけれども 全国的な動きから見ると

市町村営住宅も、連帯保証人をなくすという動

きのようでございます。

先ほど言った家賃の滞納、私は逆○荒神委員

に、そういう地域、また人間と人間のつながり

が希薄化する中で、お互いさまというような精

神も大事なことであって、行政自らそれを用意

するような流れというのはいかがなもんかなと

思ったりします。もし不納欠損がないとすれば

いいんですけれども、そこに結びつくのには、

何かしっくりいかないところもあるんですが、

今までの保証人をした人たちは、無効という取

り方でいいんでしょうか。

既存の入居者の連帯保証○松田建築住宅課長

につきましては、これまでどおり連帯保証の保

証人として、い続けられます。

そうしたら、今回新規に入居する○荒神委員

人たちだけが該当して、今まで入居されている

人は、ずっとその保証人が続くということでい

いんですか。

基本的には、今おっしゃ○松田建築住宅課長

られた内容になりますけれども、既存入居者で

連帯保証人の状況がいろいろ変わったりしてお

りますので、例えば債務保証の能力がない状況

になっているとか、そういったところの申し出

があった場合には、連帯保証人をなくすことで

検討しております。

ほかにございませんか。○佐藤委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもちまして、○佐藤委員長

都市計画課、建築住宅課、営繕課の審査を終了

いたします。
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暫時休憩をいたします。

午後１時44分休憩

午後１時46分再開

委員会を再開いたします。○佐藤委員長

、各課の説明及び質疑が全て終了しましたので

これより総括質疑を行います。県土整備部全般

について質疑はありませんか。

能登半島地震において、いろいろ○内田委員

な課題が見えてきたところであります。地方の

インフラ整備、インフラ投資は急務だと思いま

す。特に過疎地域においての問題、課題等がた

くさん浮き彫りになっているところです。道路

やのり面、橋など、あと県道、市町村道の陥没

がとても多かったように感じます。国土交通省

などが石川県の県道の調査をされたと聞いたん

ですが、調査中にも、雪が降ったりして調査が

進まないとかいった感じで、過疎地域は住民の

救出が遅れたり、支援物資が届かなかったり、

今もまだ復旧・復興に至っていない状況が続い

ています。今回、能登半島地震を受けてインフ

、ラの投資をしっかりと行っていくぞというのが

この当初予算の中で示されているのか、私はあ

まり見えないなと感じたりもしているんですけ

れども 災害予算においては、台風第14号な─

どの予算が以前ついていたということで、減に

、なっているというような説明もあったんですが

今回の地震を受けて、ここはしっかりやってい

くぞということで、投資を行っているというと

ころがあったら、お示しいただきたいと思いま

す。

委員御指摘のことで、今○山浦道路建設課長

回の能登半島の地震でいきますと、特に道路の

ネットワークが大変重要だということが、復旧

・復興活動でも、道路の災害が主要となってい

るということで 宮崎県においては、特に北─

部でいきますと中央道でありますとか、先ほど

予算のことも御説明いたしましたけれども、中

間の横軸で行けば国道219号が熊本県側からのア

、クセスでも大変重要な道路でもございますので

予算もしっかりと確保していきたいと考えてお

ります。さらに南のほうに行きますと、都城志

布志道路が、今年度国も含めて全線開通になる

んですけれども、逆に行きますと、国道268号が

九州縦貫道につなぐんですけれども、それから

先の国道３号であるとか、南九州の西回り道に

アクセスを強化するということで、特に国道447

号の真幸工区をしっかりと進めて、隣県からの

そういった復旧・復興活動にも、いち早く対応

できるような道路整備をしっかり進めていきた

いと考えております。

ありがとうございます。心強く感○内田委員

じました。

宮崎県は地震もそうですが、豪雨災害の多い

ところだと思います。河川において、例えば延

岡市でいえば、北方町の曽木のほうで今回予算

つけていただいているのかなと感じたりもして

いたところなんですが、これまで起こった災害

に対する対策で、予算がついているところと、

あと予算をつけられずに待たせているところと

か、計画に今回予定できなかったというところ

も、保留したところもあると思うんです。例え

ば延岡市でいったら祝子川のほうが 道路予─

算をのり面とかたくさんつけていただいている

んですけれども、河川のほうがなかなかつかな

いといったような現状もあります。確かに北方

町の曽木のほうを急いでほしいと思っているん

ですけれども、保留しているところは県内には
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たくさんあるんですか。それとも、災害対策と

して可能性がある堤防、土砂の除去や掘削のほ

うもしっかり、台風第14号も踏まえて、今回の

予算で十分反映した予算になっているのかどう

かをお示しいただいたらと思います。

今、委員から出ました延岡市○松山河川課長

の曽木については、台風第14号で被災しており

ますことから、現在、まず河川の整備計画を検

討している状況でございます。その整備計画等

ができました後に、予算要求、新たな新規事業

などを獲得していきたいと考えております。

ただ、新規事業もあるんですけれども、既存

の河川の掘削などについては、国土強靱化の中

で、今現在もずっと継続して行っている起債事

業等があります。こちらについては、県単河川

改良事業という項目の中で 県内30河川等のしゅ、

んせつ等を今実施しております。

、 、また祝子川については 平成17年の災害以降

計画的に現在実施をしているところでございま

す。

土木事務所のほうに地域の方々が○内田委員

多分、毎年要望に行っていると思うんですが、

河川のほうは、なかなか予算がつかないからと

─いうことで、ずっと待たされているような

ダムの当初計画で40年前にあったものがなかな

かできない、進まないというような御意見もよ

く伺っているので、今回もそういうことを言わ

れているようなことも聞いています。待たせる

ところと、急がないといけないところの予算の

つけ方がどうなのかなと思ったので、確認させ

てもらいました。

近年、気候の温暖化とかで激○松山河川課長

甚な災害とかも増えてきております。その中で

国のほうが国土強靱化事業ということで 平成30、

年度から、特別にそういう災害対応については

強靱化予算を別途つけていただいております。

以前はなかなか河川の予算もつかなかったとい

う時代もあったんですけれども、平成30年度以

降は、この強靱化事業で、従来より非常に大き

な予算をつけていただいているので、その辺に

ついては最近はかなり河川事業は強化されてい

ると感じております。

ほかにございませんか。○佐藤委員長

今回議案の第23号、第24号である○荒神委員

第１種電柱にかかる占用料が改正で上がってい

るんですが、今この時代に地下の埋設の整備事

業というのは、本県はどういうような状況なん

でしょうか。

今回条例の改正というこ○山下道路保全課長

とで、道路占用料という形を取らせていただい

ておりますのは、道路の地上部に設置してある

電柱で、今回占用料とさせていただいておりま

す。それと、あと占用物件には、下水道管や水

道管も、地下埋設物にも含まれておりまして、

地下埋設されている 例えば共同溝、電線の─

共同溝、あれにつきましても占用という形で占

。用料を頂いているということになっております

そういうふうに頂いているという○荒神委員

ことですが、県として、災害に強いということ

で、いろいろな自治体で埋設する事業が入って

いるんですけれども、宮崎県としての埋設地下

ケーブルの整備事業というのはどういうふうに

なっているんでしょうか。

電線の地中化 要する○山下道路保全課長 ─

に電線共同溝につきましては、電気事業者と通

信事業者と道路管理者の協議の中で、負担金も

頂きながらやっているところでもございます。

今回の能登半島地震でも、電柱が倒れて道路
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が封鎖されたという事案もございますので、ど

んどん進めていきたいとは感じております。国

のほうも、メーター当たりの単価が高いという

ことで、もっと安価な方法があると示されてお

りまして、県といたしましても進めてまいりた

いとは思っているところなんですが、現在、宮

崎市内のほうもやっておりますし、順次協議が

整ったところから進めているところでございま

す。

進めていくということでございま○荒神委員

すが、年次計画というのはどういうふうな形に

なっているんでしょう。

先ほども少し述べさせて○山下道路保全課長

いただいたところなんですが、道路管理者がこ

こをやりたいということだけでやっていくわけ

ではなくて、電線管理者と通信管理者との協議

で整ったところからやっていくところです。年

次計画ももちろん立てさせていただいておりま

して、市街地のほうから順次させていただいて

いるところでございます。

管理者である県、業者である例え○荒神委員

ば電話局、いろいろあるわけですけれども、主

導権を握ってやるのは道路管理者であると思う

んですが、中心部なり、今後拡幅とかいろいろ

な事業がある中で、こういう計画を持っている

というのはないんでしょうか。

県の無電柱化推進計画と○山下道路保全課長

、いうのを2021年～2025年で策定しておりまして

第一に、先ほども申しましたが道路が塞がって

しまうということもあるので防災、安全な円滑

な交通確保、景観形成ということも含めて、観

光振興、無電柱化を進めることとしておりまし

て、現在８路線、８区間のほうで整備に関する

合意をいただいているところでございます。

現在８工区中の７区間が事業化になっており

まして、新たに都城で、令和７年度以降に、一

部事業化の方向で進めているところでございま

す。

以前にも、無電柱化計画の中で、平成30年の

ときに設定しているところでは約8.7キロの無電

柱化に着手しているところでもございます。

ほかにございませんか。○佐藤委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

その他で何かありませんか。○佐藤委員長

○内田委員

金子次長に質問したいと思います。延岡市出

身でいらっしゃって、西環状線もああやって進

めていただいて、工藤副委員長も、後藤委員も

いらっしゃる中で、本当にありがたいと思って

おります。西環状線も、めどが見えてきている

んですが、それに続く延岡市の都市計画という

か、何かこういう計画を立てていかんといかん

という思いとかがあったら聞きたいなと思いま

す。昔は東環状線の計画もなくなったというよ

うな質問をさせていただいたんですけれども、

こうすれば延岡市はもっとよくなるという都市

計画的な御意見を最後に声が聞きたいので、聞

かせてもらえたらありがたいです。

○金子土整備部次長（都市計画・建築担当）

わざわざお時間をいただきましてありがとう

ございます。多分今年で退職ということで振っ

ていただいたと思うんですけれども、私も一応

延岡市出身ということで、先ほどの東環状線の

話とかをお聞きしまして、そういう計画道路の

考えもあるんだというふうに思っております。

あと先ほど話がありました西環状線につきまし

ては、街中を迂回する道路として、私も地元に

帰ったときは、よく利用させていただいており
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ます。

それから、延岡南駅前の道路拡幅とか、無電

柱化とかだと思いますけれども、そういった事

業も進んでいまして、旧10号線沿いについては

道路混雑が激しかったんですけれども、大分解

消してきているということで、県も地元延岡市

のほうも、道路整備に御尽力されていただいて

いるかと思います。

私もその辺のほうは詳しくありませんので、

今の事業が進捗することを願っていきたいと

思っております。

西環状線なんですが、愛宕山、笠○内田委員

沙の岬の話をすると、土木事務所にお願いをし

たのかとか言われるんですけれども、まだして

いない中で、ぜひ笠沙の岬公園もあそこの環状

線の目の前に見える山のところにあるんです。

南延岡駅で降りた方々が、ここが出会いの聖地

かと分かるような大きなモニュメントとかいう

ことではないんですけれども、そういう皆さん

に愛されるような歩道だったり、道路になって

ほしいので、そういう神話をイメージしたもの

を、ぜひ雰囲気というか景観をつくっていただ

きたいと思っております。後藤委員も一緒に神

話の活動もしている、工藤委員もすごい興味を

持っていただいている中で、延岡市内では、本

当に神話の取組をされている方々がたくさんい

らっしゃって、そういう思いがあるので、ぜひ

次長の心残りにならないように 皆さんにそ─

ういう思いを市民が持っているということをお

伝えいただければと思いますので、お願いしま

す。

、○黒木都市計画課長 安賀多通線の街路事業は

今行っていますので、そのことでお答えしたい

。 、と思っております 安賀多通線につきましては

構口工区と平原工区ということで２工区で進め

させていただいておりまして、構口工区のほう

は、今、工事比で68％、面積比で99％まで進ん

できておりますので、今後、平原工区というこ

、 、とで 令和５年に立ち上げた新しいほうですね

それを進めていきたいと思っています。その中

で、今言われたような御要望については、ちゃ

んと市と相談をしながら検討していきたいと考

えております。

ほかにございませんか。○佐藤委員長

道路の話が出ましたから、10号線○中野委員

のことで聞いていいですか。国の直轄事業です

が、宮崎市から高岡町までのバイパスが、まあ

まあできていますよね。しかし、あそこはよく

見たら、片側１車線がずっと多くて、２車線に

なるように橋脚が造ってあったり、いろいろし

てあるんですが、それは、造る予定があるんで

すか。あの工事は、生目辺りの工事が最後で、

もう何もしなくなってから20年は超えていると

思うんです。ちょうど私は議員になって２～３

年で大体バイパスの工事が終わったんですよ。

ですから、もう20年何もないんですけれども、

宮崎市から佐土原町辺りを工事するようだけれ

ども、この西側のほうは、わざわざ片側２車線

、にするように用地も購入している場所もあるし

橋脚も造ってあるのに、何ら動きがないなとい

つも思いながら、20年間通っているんですけれ

ども、どうなっていますか。

国の直轄の道路なので、○山浦道路建設課長

はっきりしたことは言えませんけれども、基本

的に、将来の幹線計画では用地が必要だという

ことで多分計画をされており、現在の交通量か

らいくと２車線ということで、多分交通量の推

移を見ながら、幹線系にというようなことも検
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討されるのかなと思います。

交通量で云々と言われるだろうと○中野委員

思いながらしたんですが、であれば、なぜ用地

を準備してあったり、橋を造るばっかりの状態

でストップ 我々から見れば工事がストップ─

しているように見えるんですよね。

事業をやらないというこ○山浦道路建設課長

とではないと思います。それなりの交通量が増

、 。えた段階で 多分着手されるのかなと思います

必要な道路の車線数は、将来にわたっては必要

だということで事業を進められてきたのかなと

考えております。

10号線と268号線がずっと並行して○中野委員

ありますよね。あの分岐点までは造るべきだと

思うんです。荒神委員もあそこを毎日利用する

議員なんです。あそこを利用する県議も５～６

人おりますから、団体で部長にお願いにいかな

いといかんなと。それと国土交通省にもお願い

にいかないといかんなと。県北の議員とかは福

岡県に行ったり東京都に行ったりいろいろされ

ますので、その必要があるんではないかなと。

、 。黙っていては 10年間何もしないと思いました

どこかで我々が動かないと、皆さん方もなかな

か動くことができないだろうなと、こう最近特

に思うようになりましたので、そのときには一

緒に行きましょう。

。○佐藤委員長 ほかにございませんでしょうか

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもちまして、○佐藤委員長

県土整備部を終了いたします。

暫時休憩いたします。

午後２時９分休憩

午後２時16分再開

委員会を再開いたします。○佐藤委員長

まず、採決についてですが、委員会日程の最

終日に行うことになっておりますので、11日に

行いたいと思います。

開会時刻は午後１時といたしたいのですが、

よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

ありがとうございます。それで○佐藤委員長

は、そのように決定いたします。

その他で何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

、 、○佐藤委員長 何もないようでしたら 以上で

本日の委員会を終了いたします。

午後２時16分散会
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令和６年３月11日（月曜日）

午後０時57分再開

出席委員（８人）

佐 藤 雅 洋委 員 長

工 藤 隆 久副 委 員 長

中 野 一 則委 員

外 山 衛委 員

後 藤 哲 朗委 員

内 田 理 佐委 員

荒 神 稔委 員

図 師 博 規委 員

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

澤 田 彩 子議 事 課 主 査

山 本 聡議事課主任主事

委員会を再開いたします。○佐藤委員長

まず、議案の採決を行いますが、採決の前に

賛否も含め、御意見をお願いします。暫時休憩

いたします。

午後０時57分休憩

午後０時57分再開

委員会を再開いたします。○佐藤委員長

それでは、ほかにないようですので採決を行

います。採決につきましては議案ごとがよろし

いですか。一括でよろしいですか。

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

一括でよろしいですね。○佐藤委員長

それでは、一括して採決をさせていただきま

す。議案第１号、議案第９号、議案第10号、議

案第11号、議案第13号、議案第14号、議案第21

号、議案第23号、議案第24号、33号、35号、43

、 、号 議案第44号及び議案第51号につきましては

原案のとおり可決することに御異議はありませ

んか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議なしと認めます。よって○佐藤委員長

議案第１号 議案第９号 議案第10号 議案第11、 、 、

号、議案第13号、議案第14号、議案第21号、議

案第23号、議案第24号、議案第33号、議案第35

号、議案第43号、議案第44号及び議案第51号に

つきましては、原案のとおり可決すべきものと

決定いたします。

次に、請願第５号についてでありますが、こ

の請願の取扱いも含め、御意見をお願いいたし

ます。暫時休憩いたします。

午後０時58分休憩

午後１時15分再開

委員会を再開いたします。○佐藤委員長

それでは、請願第５号の賛否をお諮りいたし

ます。請願第５号について、採択すべきものと

することに、賛成の方の挙手を求めます。

〔挙手なし〕

挙手なし。よって、請願第５号○佐藤委員長

は不採択とすることに決定いたしました。

、 。次に 委員長報告骨子案についてであります

委員長報告の項目及び内容について、御要望

等はありませんか。暫時休憩します。

午後１時15分休憩

午後１時15分再開

委員会を再開いたします。○佐藤委員長
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それでは、委員長報告につきましては、正副

委員長に御一任いただくことで御異議ありませ

んか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにさせてい○佐藤委員長

ただきます。

次に、閉会中の継続調査についてお諮りいた

します。

商工観光振興対策及び土木行政の推進に関す

る調査については継続調査といたしたいと思い

ますが、御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

、 、○佐藤委員長 御異議ありませんので この旨

議長に申し出ることといたします。

そのほか何かございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

以上で、委員会を閉会いたしま○佐藤委員長

す。

午後１時16分閉会
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